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序　　　文

　

冷戦終了後、国家対国家の紛争は減少し、国家内部や地域間の政治的・経済的な問題や、民族、

部族、宗教等の理由から発生した内戦が増えています。また、紛争による被害者も、従来は軍人

が大半であったのに対し、近年の紛争では 8 割が非戦闘員である一般市民や子供であることも、近

年の紛争の特徴です。このような状況のなか、国内の紛争によって、開発の成果が短期間で破壊

され、その復興と開発に多大の時間や労力、資金を要するとともに、紛争によって、本来住民の

生活向上や経済開発に向けられるべき資金やエネルギーの浪費を招き、開発促進にとっての大き

な疎外要因となっているという認識がなされるようになりました。

このような状況の中、カナダ政府は 1990 年後半、長年の PKO に係る反省に基づき「平和構築

活動（Peacebuilding Operations）」を打ち出し、平和構築の概念は、紛争が始まる前の段階の紛

争予防、紛争和解、そして復興・開発支援までを網羅するアプローチであると提唱しました。併

せて、平和構築の概念は、従来の軍事的、政治的枠組みに加えて、開発援助を行うことのにより、

包括的な形で和平を達成しようとする概念であると提唱しました。

国連の平和構築の生みの親であるカナダと、冷戦後世界で「顔の見える貢献」をめざす日本が、

平和構築活動という新たな概念を具現化するために、日加間の協力を進めています。1999 年、ク

レティエン・カナダ首相が来日した際、外務省、JICA、CIDA 共催により、「日加合同シンポジウ

ムー開発と平和構築」を開催しました。このシンポジウムには日加両国政府代表とともに、NGO

の代表や研究者も参加しました。同シンポジウムでは、日加両国で、合同平和構築評価調査を実

施し、双方の政府機関及びNGO が経験を共有して、今後の各々の平和構築支援事業の改善や連携

の強化につなげることが合意されました。本報告書は、上記シンポジウムから、今日までの日加

合同による平和構築評価調査の経緯や教訓、提言をとりまとめたものです。今後我が国は、NGO、

政府機関における協力を強化し、本合同評価調査を通じて得た経験や知見を活かして効果的な平

和構築支援の実施のために更なる努力を重ねていく必要があります。

本合同評価調査にご尽力頂いた関係者のご協力に心より感謝申し上げます。

　　2002 年 7 月

国 際 協力事業団　　
企画・評価部長　　　　　　

深田　博史　　





ADB

AFTA

ASEAN

BHN

C/P

CAP

CBIE

CDC

CDRI

CG

CIDA

CMAA

CMAC

DAC

DDR

DfID

EDC

EU

F/S

GDP

HIV

IDRC

IEC

IMF

JICA

JOCV

JPCIA

LLDC

LUPU

NGO

NMCHC

NPRD

ODA

PCIA

PDM

UNDP

アジア開発銀行

アセアン自由貿易圏

東南アジア諸国連合

基本的生活ニーズ

カウンターパート

緊急援助ニーズをまとめた国連統一アピール

カナダ国際教育機構

カンボディア開発評議会

カンボディア開発研究所

支援国会合

カナダ国際開発庁

カンボディア地雷被災者支援ニーズ

カンボディア地雷対策センター

開発援助委員会

兵士の武装解除、動員解除、社会復帰

英国海外援助庁

カンボディア電力公社

欧州連合

フィージビリティースタディー

国内総生産

ヒト免疫不全ウイルス

国際開発研究所

広報・教育・コミュニケーション

国際通貨基金

国際協力事業団

青年海外協力隊

日本版紛争分析手法

後発開発途上国

土地活用計画案

非政府組織

母子保健センター

国家復興開発計画

政府開発援助

紛争分析手法

プロジェクトデザインマトリックス

国連開発計画

Asian Development Bank

ASEAN Free Trade Area

Association of South East Asia Nation

Basic Human Needs

Counter part

Consolidated Appeal

Canadian Bureau for International Education

The Council for the Development of Cambodia

Cambodia Development Resource Institute

ConsaltativeGroup

Canadian International Development Agency

Cambodia Mine Action and Mine Victims Authority

Cambodia Mine Action Center

Development Assistance Committee

Disarmament Demobilization and Remregration

Department for International Development Agency

Electriate de Cambodge

European Union

Feasibility Studies 

Gross Domestic Product

Human Immunodeficiency Virus

International Development and Research Center

Information, Education, and Communication

International Monetary Fund

Japan International Cooperation Agency

Japan Overseas Cooperation Volunteers

Japan Peace and Conflict Impact Assessment

Least among Less Developed Countries

Land Use Planning Unit

Non-Governmental Organization

National Maternal and Child Health Center

National Programmed to Rehabilitate and Develop 
Cambodia

Overseas Development Administration

Peace and Conflict Impact Assessment

Project Design Matrix

United Nations Development Program

略　語　表



UNHCR

UNOPS

UNTAC

UXO

WHO

WID

WTO

国連難民高等弁務官事務所

国連プロジェクトサービス機関

国連カンボディア暫定機構

不発弾

世界保健機関

開発と女性

世界貿易機関

Office of the United Nations High Commissioner for 
Refugees

United Nation Office for Project Services

United Nations Transitional Authority in Cambodia

Unexploded Ordnance

World Health Organization

Women in Development

World Trade Organization



目　　　　　次

序文

地図

略語表

Part I　日加合同平和構築評価　第一次調査から第三次調査までの概要

第 1 章　日加合同平和構築評価調査の経緯

－第一次調査から第三次調査まで、並びに今後の展望－ ……………………………… 3

1 － 1　日加合同調査の背景 ………………………………………………………………………… 3

1 － 2　日加合同調査への準備会合（第一次調査：ウィニペグ）………………………………… 3

1 － 3　日加合同現地調査（第二次調査：グァテマラ／第三次調査：カンボディア）……… 4

1 － 4　今後の展望……………………………………………………………………………………… 6

第 2 章　PCIA 開発の背景及び改訂・変遷 …………………………………………………………… 7

2 － 1　PCIA 開発の背景と基本的な考え方………………………………………………………… 7

2 － 2　日加による PCIA 手法開発への取り組み ………………………………………………… 8

2 － 3　グァテマラ現地調査において適用されたカナダ側 PCIA 手法 ………………………… 8

2 － 4　カンボディア現地調査において適用した PCIA 手法 …………………………………… 9

2 － 5　カンボディア現地調査結果を踏まえた JPCIA 改訂及び今後の課題 ………………… 11

第 3 章　グァテマラ調査の概要（第二次調査） ……………………………………………………… 13

3 － 1　調査の目的……………………………………………………………………………………… 13

3 － 2　調査の背景……………………………………………………………………………………… 13

3 － 3　調査団構成……………………………………………………………………………………… 13

3 － 4　調査日程………………………………………………………………………………………… 15

3 － 5　調査結果（概略）……………………………………………………………………………… 19



Part II　カンボディア調査の概要（第三次調査）

第 1 章　調査概要 ………………………………………………………………………………………… 27

1 － 1　調査の背景……………………………………………………………………………………… 27

1 － 2　調査の目的……………………………………………………………………………………… 27

1 － 3　調査手法………………………………………………………………………………………… 27

1 － 4　調査期間………………………………………………………………………………………… 29

1 － 5　調査団構成……………………………………………………………………………………… 31

1 － 6　調査対象案件の概要 ………………………………………………………………………… 32

第 2 章　JPCIA の活用 …………………………………………………………………………………… 35

2 － 1　JPCIA 開発の背景と経緯 …………………………………………………………………… 35

2 － 2　JPCIA の概要と枠組み ……………………………………………………………………… 35

第 3 章　紛争分析 ………………………………………………………………………………………… 41

3 － 1　紛争分析の概要………………………………………………………………………………… 41

3 － 2　状況分析………………………………………………………………………………………… 42

3 － 3　国レベルの紛争分析 ………………………………………………………………………… 46

3 － 4　復興支援ニーズ分析 ………………………………………………………………………… 53

3 － 5　他の側面からの優先度づけ ………………………………………………………………… 67

3 － 6　支援計画作成／妥当性評価 ………………………………………………………………… 72

第 4 章　平和配慮アセスメント ………………………………………………………………………… 81

4 － 1　三角協力プロジェクト ……………………………………………………………………… 81

4 － 2　司法改革支援計画 …………………………………………………………………………… 85

4 － 3　治安改善計画…………………………………………………………………………………… 88

4 － 4　CMAC 機能強化計画 ………………………………………………………………………… 91

4 － 5　電力供給施設整備計画 ……………………………………………………………………… 95

4 － 6　国土交通網整備計画 ………………………………………………………………………… 98

4 － 7　結核対策計画……………………………………………………………………………………100

4 － 8　社会的弱者支援…………………………………………………………………………………103

4 － 9　インターバンド：除隊兵士社会復帰支援プロジェクト …………………………………105

4 － 10  ADHOC：人権プロジェクト…………………………………………………………………108



4 － 11　IMPACS の平和構築に対するインパクト評価 …………………………………………111

第 5 章　評価結果の総括 …………………………………………………………………………………112

5 － 1　平和構築に対する復興支援のインパクト …………………………………………………112

5 － 2　JPCIA の有効性…………………………………………………………………………………113

第 6 章　教訓と提言 ………………………………………………………………………………………117

6 － 1　平和構築に資する復興支援に関する提言 …………………………………………………117

6 － 2　JPCIA 手法に関する提言 ……………………………………………………………………124

6 － 3　調査の実施体制に関する提言 ………………………………………………………………129

6 － 4　今後の展望………………………………………………………………………………………130

付属資料

1　主要面談者……………………………………………………………………………………………131

2　PDMe（全案件）………………………………………………………………………………………137

3　ステークホルダー分析（全案件）…………………………………………………………………149

4　評価グリッド…………………………………………………………………………………………163

5　収集文献・資料一覧 ………………………………………………………………………………177

6　Proposed Canada-Japan Peacebuilding Learning Project Framework

Draft  #2 ………………………………………………………………………………183

7　Field Guide and Data Collection Booklet ……………………………………………………203



Pa r t  Ⅰ

日加合同平和構築評価

第一次調査から第三次調査までの概要





─ 3 ─

第１章　日加合同平和構築評価調査の経緯

――第一次調査から第三次調査まで、並びに今後の展望――

1 － 1　日加合同調査の背景

1999 年 9 月、東京で日加両国のNGO 及び研究機関との協力の下に、外務省、国際協力事業団

（Japan International Cooperation Agency：JICA）、カナダ国際開発庁（Canadian International

Development Agency：CIDA）共催により、日加平和構築合同シンポジウム「開発と平和構築」が

開催された。同シンポジウムでは、日加双方の平和構築への取り組みや課題が紹介され、また日

加双方が開発援助を通じてどのような貢献ができるか、特に平和構築分野で活動を行う様々なア

クターのなかでも大きな役割を果たすNGO の今後の取り組みがどうあるべきかについて議論され

た。同シンポジウムのフォローアップとして、以下の 4 つの分野を中心に具体的方策を検討して

いくことで合意された。

（1）日加の官民合同による平和構築プロジェクトの評価（レビュー）

（2）平和構築についての域内ワークショップ

（3）日加非政府組織（Non-Governmental Organizatio：NGO）の人事交流

（4）草の根無償、開発福祉支援等を通じたNGO の活用

日加合同評価調査は、同シンポジウムでの提言を受け、日本並びにカナダの政府機関・NGO が

多方面の経験を共有して、今後の各々の平和構築プロジェクト改善や連携強化につなげることを

目的として企画された。

1 － 2　日加合同調査への準備会合（第一次調査：ウィニペグ）

日加平和構築合同シンポジウムから 1 年後の 2000 年 9 月、日加合同調査の具体的実施方法を検

討するために、カナダのウィニペグにて、日加双方の政府機関並びにNGO により、準備会合が開

催された。日本側からは、JICA のほか、NGO から国際ボランティアセンター（JVC）、ピースウィ

ンズ・ジャパン、インターバンドが出席した。カナダ側からは CIDA、国際開発研究所

（Internat ional  Development  and Research Cehter：IDRC）のほか、カナダ平和構築委員会

（CPCC）、カナダ国際教育機構（Canadian Bureau for International Education：CBIE）等が出席

した。

同事前協議では、（1）日加合同レビューの正式名称、（2）目的、（3）合同調査の派遣国、（4）派

遣時期、（5）団員構成、（6）現地調査における作業、（7）報告書作成の方法、（8）今後の予定を含
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む本案件の枠組みについて協議された。これら課題に関する主な決定事項はボックス 1 のとおり

である。

ボックス 1：日加合同調査の基本的な枠組み

（1）日加合同レビューの目的

1）日加双方の政府機関、NGO が相互の平和構築プロジェクトを視察・評価し、双方の

経験を学ぶ

2）合同評価の手法として紛争分析手法（Peace and Conflict  Impact Assessment：

PCIA）を適用し、PCIA 手法の実用性及び提言を検討する

3）合同レビューのプロセスを通じて、平和構築分野における今後の日加の連携の方策

について検討する

（2）現地調査派遣国

（ア）グァテマラ、カンボディア

（3）調査団員構成

3　JICA、CIDA、日加双方のNGO、コンサルタント

1 － 3　日加合同現地調査（第二次調査：グァテマラ / 第三次調査：カンボディア）

2000 年の準備会合で合意された決定事項を踏まえ、2001 年、日加双方の政府機関（CIDA、JICA）

並びにNGO から成る現地調査団を 2 週間にわたり、グァテマラとカンボディアに派遣した。現地

調査の目的は以下のとおりである。

（ア）日加双方のプロジェクトを視察し、双方の経験を学習する

（イ）PCIA 手法の試験的活用を基に、同手法の実用可能性を検討し、実用化に向けた提言を

行う

1 － 3 － 1　グァテマラ現地調査（第二次調査）

2001 年 2 月末に実施された現地調査第 1 回目のグァテマラ調査では、準備会合で合意され

たとおり、カナダ側のプロジェクトを中心にして、また評価調査の手法についても、カナダ

側が開発中の PCIA を試験的に活用して、平和構築案件の評価を行った。

現地調査の目的の 1 つである日加双方のプロジェクト視察及び経験の学習について、同現

地調査で得られた主な成果は次のとおりである。まず第一に紛争要因に対する配慮及び開発

プロジェクトと平和構築の因果関係を絶えず意識してプロジェクトの形成・実施・評価を行っ

ていく必要があるとの認識が日加の関係者の間に深まったことである。さらに、第二にカナ
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ダ側が同国で実施する平和構築を直接の目的とするプロジェクトを視察したことで、今後日

本が平和構築を直接の目的とするプロジェクトを形成・実施する際の参考になったことがあ

げられる。

現地調査のもう 1 つの目的であるPCIA 手法の実用性検討について、カナダ側が調査時開発

中であった国レベルの平和・紛争分析とプロジェクトレベルの分析の２部から構成される

PCIA の枠組みは、紛争分析手法としては有用であるものの、両レベルの分析をつなげるプロ

セスが複雑で、どのように結びつけるかが明確ではないとの指摘があり、同手法を実際のプ

ロジェクト運営のプロセスに適用することが困難であるとの結論に達した。この結果を踏ま

え、カンボディア現地調査に向けて提言されたポイントは、主に、国レベルの紛争分析とプ

ロジェクトレベルの分析を関連づける必要があること、またプロジェクト実施者や現地NGO、

裨益者の参加を得た形での紛争・プロジェクト分析を実施するべきであるとの 2 点であった。

1 － 3 － 2　カンボディア現地調査（第三次調査）

2 度目の現地調査であるカンボディア調査は、2001 年 11 月に実施された。同調査では日本

側のプロジェクトを中心に、また日本側が開発中の日本版紛争分析手法 (Japan Peace and

Conflict Impact Assessment：JPCIA）を試験的に活用しつつ、各種案件の視察並びに評価を

行った。

同国の平和構築支援における教訓について、本件調査で対象となった日本側の案件はその

ほとんどが平和構築を直接のプロジェクト目標としてはいないものの、次のとおり、数多く

の有意義な教訓が導き出された。第一に、復興支援ニーズの優先度を時系列的に区分化して

認識する必要があること、すなわち紛争分析から導き出された復興支援ニーズの優先度を決

定する際、JICA で既に設けている復興・開発支援重点分野、当該国やドナーの活動状況、外

交政策のほか、時系列的に整理した復興重点項目を検討する必要があるという点である。第

二に、復興・開発期に案件を実施する際、特別に配慮すべき事項として、 (1)人材育成・組織

力強化、 (2)自立発展性、 (3)ドナー調整があげられた。第三に、人材が絶対的に不足し、また

政府の財源をドナーに依存せざるを得ない紛争国においては、インフラ整備と同時に人材育

成支援を行うことが重要であること、そして第四に、復興支援におけるNGO との連携の重要

性及び更なる有機的な連携が必要であることが教訓としてあげられた。

カンボディア現地調査を通じた JPCIA の実用性については、おおむね肯定的な評価を得る

ことができ、復興・開発支援において適用することは可能であるとの結論に至った。他方、

JPCIA の活用方法及び手法の内容について検討事項及び改善案も多数あげられ、主なものを

紹介すると以下のとおりである。第一に、JPCIA 適用対象国の復興プロセスにおける段階を

把握したうえで、同手法を適用することが重要である点である。第二に、分析のプロセスに
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裨益者、現地住民の視点を組み込んでいくことが重要である。第三に、JPCIA は紛争後の国

を想定して策定されているが、紛争発生前の国においても適用できるよう改訂する必要があ

る。

1 － 4　今後の展望

グァテマラ並びにカンボディアにおける現地調査結果を広く内外の援助機関、NGO 等と共有す

るため、日加合同で本年度内に域内ワークショップの開催を予定している。ワークショップ開催

地の選定にあたっては、平和構築の枠組みから協力ニーズが認められ、かつ日本のNGO も活動を

展開中の地域の中から、日加双方が一定程度の協力を実施中の国を開催地として選定する方向で

ある。また、これまでの合同評価調査結果を踏まえ、今後日加合同で平和構築プログラムを形成・

実施する計画についても検討されている。
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第 2 章　PCIA 開発の背景及び改訂・変遷

2 － 1　PCIA 開発の背景と基本的な考え方

（1）開発援助と平和構築

冷戦体制崩壊後、世界各地で地域及び国内紛争が勃発している状況において、開発援助が、

紛争の予防と紛争発生後の人道援助や復興・開発支援に、一定の役割を果たすことができる

との認識が広まってきた。一方で、開発援助が、特定の社会集団や地域を偏重若しくは排除

して実施されるなど、逆に国内の敵対関係が助長され、援助が平和構築の推進を妨げる結果

をもたらすことも少なくないのも事実である。

したがって、緊張の高まる国並びに紛争後復興国において援助を実施する際は、紛争要因

や紛争を助長させる要因を除去若しくは縮小し、開発援助が平和構築の阻害となるのを回避

するために何に留意すべきかを考慮したうえで、また平和構築を推進するには何に留意すべ

きか、という視点が必要不可欠である。

（2）紛争予防・平和配慮を目的とした PCIA 手法

このような背景の下、開発援助によって平和構築への直接的な視点を強化していくととも

に、従来の開発援助を実施する際にも紛争の要因を助長しないよう配慮する必要性があるこ

とが強調された「紛争、平和と開発協力開発援助委員会（Dev e l o pmen t  A s s i s t a n c e

Committee：DAC）ガイドライン」が、1997 年、DAC により承認された。その翌年1998 年前

後より、英国の海外援助庁（Department for International Development Agency：DfID）、カ

ナダの IDRC や EU をはじめ、各援助機関が開発に着手し始めたのが、「紛争分析」（Conflict

Assessment）及びプロジェクトによる紛争と平和への影響を分析する PCIA と呼ばれる手法

である。

同手法は、①国レベルにおいて紛争を多面的に理解したうえで、国レベルの支援策を策定

し、②プログラム及びプロジェクトレベルによる、紛争と平和へのインパクトを配慮したう

えで、プロジェクト及びプログラムのマネージメントを行うことを目的としている。（JICA の

場合、①と②を一連のプロセスとしてとらえ、JPCIA として 1 つの手法に集約している。他方、

カナダのCIDA 等は「Conflict Assessment」と PCIA をそれぞれ2 つ別の手法として分けて考

えている。両者とも基本的な考え方は変わらない。）

今日では多くの国連、二国間援助機関が同手法の開発、及び改訂に取り組んでいる。この

なかで、英国の DfID は各国において先導する形で、昨年に国レベルの紛争分析（Conflict

Assessment）手法並びにガイダンスを完成させ、2002 年始めに同手法及びガイダンスに係る
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組織内の決裁を経ている。

2 － 2　日加による PCIA 手法開発への取り組み

（1）カナダによる PCIA 手法開発

カナダでは、1998 年、IDRC によって PCIA に関する初のワークショップが開催された。こ

の基盤となった 1999 年の日加平和構築合同シンポジウムを経て、政府機関CIDA は、同シン

ポジウムにも参加した IDRC に PCIA 手法の開発を委託し、日加合同現地調査に向けて同手法

の開発を進めてきた。2000 年カナダで開催された日加合同準備会合において、IDRC はグァ

テマラ現地調査において適用された PCIA 手法の基盤となった素案を発表した。2001 年 2 月

に実施されたグァテマラ日加合同現地調査では、同会合における提言を踏まえた PCIA 改訂版

が試験的に適用された。その後2001 年 6 月からは IDRC に代わり、国際NGO ネットワーク組

織である FEWER（Forum for Early Earning and Early Response）が同手法の開発を進めて

おり、現在も同手法の開発・改訂作業は続けられている。

（2）日本による PCIA 手法の開発

JICA では、日加合同シンポジウム、日加合同準備会合、グァテマラ現地調査を経たあとの

2001 年 5 月より、JICA（JICA からは環境・女性課、評価監理室）とNGO（本件日加合同評価

に参加しているインターバンド、JCV、ピースウィンズ・ジャパン）と共同で勉強会を開始し、

IDRC、DfID、EU 等における開発中のPCIA 手法を学習しながら、JPCIA の開発を進めてき

た。約 6 か月弱のデスクベースを経て開発された手法を、本件日加合同調査のカンボディア

現地調査において試験的に適用し、同現地調査で提示された提言を踏まえ、改訂作業を継続

している。

（3）日加合同評価調査を通じた PCIA 開発

日加合同平和構築評価におけるグァテマラとカンボディアの現地調査の目的の 1 つは、案

件評価の手法として PCIA を試験的に活用し、同手法の実用可能性を検討し、実用化に向けた

提言を行うことにあった。案件評価の手法として、グァテマラ現地調査ではカナダ側の PCIA

手法を、カンボディア現地調査においては日本側のPCIA 手法を用いた。以下では両国におけ

る現地調査を通じた、これまでの両国の PCIA 手法の変遷について、その概要を紹介する。

2 － 3　グァテマラ現地調査において適用されたカナダ側 PCIA 手法（付属資料 1 参照）

グァテマラ現地調査時に適用されたカナダ側の PCIA 手法は、基本的にはモニタリング・評価

時において、プロジェクトの紛争と平和のインパクトを測るための手法である。同手法は、①国
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レベルの「紛争・平和分析」（紛争の背景、地理的要素、紛争の歴史、関与するアクター、アクター

の課題の分析）→②「平和及び紛争指標の分析」（構造的要因、引き金要因、促進要因の分析）→③

「平和・紛争要因の重要度に基づくランクづけ及び各要因の相関関係」→④紛争分析の概要策定→

⑤プロジェクトレベルにおける紛争要因（構造要因、引き金要因、促進要因）とプロジェクトの関

係分析→⑥紛争分析の概要 VS. プロジェクト分析の比較によるプロジェクトによる紛争、平和へ

のインパクト分析、のプロセスから成る。

同手法は、国レベルの紛争分析とプロジェクトレベルの紛争分析の 2 つから構成されるもので

あったが、最大の問題は両者をつなげるプロセスが複雑で、どのように結びつけるかにつき、論

理的整合性がみられなかったことである。結論として、同調査時に適用された PCIA 手法は、評価

手法としてそのままでは適用できないことが双方の調査団によって確認された。そこでカンボディ

ア現地調査に向け、以下の点が提言された。

（ア）マクロレベルの紛争分析とミクロレベルにおけるプロジェクト分析の関連づけが必要で

あり、そのため地域レベルにおける紛争分析を実施する。

（イ）現場関係者（現地NGO、プロジェクト実施者及び受益者）の参加を得た形での紛争分析

やプロジェクト分析を実施する。

2 － 4　カンボディア現地調査において適用した PCIA 手法

（1）日本側 PCIA 手法の特徴（付属資料 2 参照）

グァテマラ現地調査における提言（上記提言（ア））を踏まえ、日本側が開発し、カンボディ

ア現地調査で適用した日本版 PCIA の最大の特徴は、国レベルにおける紛争分析とプロジェク

トレベルの紛争・平和インパクト・アセスメントが連動している点である。他方、紛争分析

並びにプロジェクト分析において、裨益者及び現地住民の視点を組み込んでいく必要がある

との提言（上記提言（イ））については、カンボディア現地調査の位置づけが JPCIA 手法を

試験的に適用することであり、時間的制約から同調査では見合わせたものの、今後の課題と

して取り上げていく予定である。

その他、日本側 PCIA の特徴であり、グァテマラ現地調査で試験的に適用されたカナダ側の

手法と異なる大きな点として、カナダ側PCIA が、プロジェクトをモニタリング及び評価する

際、紛争並びに平和への影響を測る手法として開発されたのに対し、日本側 PCIA 手法は、復

興・開発支援政策案件の各側面において紛争を予防し、かつ平和を促進するための「平和配慮」

の視点を、案件の計画、実施、モニタリング、評価の各段階において反映することを目的と

している点である。

同調査時に適用された JPCIA 手法の具体的なプロセスについて、国レベルの紛争分析から

プロジェクトレベルの紛争及び平和へのインパクト分析のプロセスを経るという点について
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は、グァテマラ現地調査で試験的に適用されたカナダ側の手法とは基本的に同様である。他

方、JPCIA 手法の場合、グァテマラ現地調査で適用されたカナダ側の PCIA のプロセスにある

平和指標の分析、並びに紛争・平和要因のランクづけ等を取り除き、プロセス全体がより簡

素化されている。JPCIA 手法のプロセスは、①現状分析→②国レベルの紛争分析→③復興支

援ニーズ分析→④他の側面からのスクリーニング→⑤支援計画作成→⑥アクター分析→⑦プ

ロジェクトデザインマトリックス（Project Design Matrix：PDM）作成→⑧平和配慮アセス

メントとなっている。

（2）カナダ側 PCIA 改訂版について（別添 3 参照）

同現地調査では当初の合意どおり、日本側のPCIA 手法が適用されたが、カナダ側も改訂版

PCIA として、「Field Guide and Data Collection Booklet」を策定した。同改訂版 PCIA の特

徴は、基本的にモニタリング及び評価を目的として開発されているという点ではグァテマラ

調査時に適用された手法と共通しているものの、グァテマラ調査における提言を受け、①よ

りプロセスが簡素化されたこと、②地域レベルの紛争分析をプロセスに入れたことがあげら

れる。他方、グァテマラ現地調査時における提言同様に、紛争分析とプロジェクト評価との

連動がまだ明確でないとの指摘も出された。カナダ側の改訂版の手法は、ローカルレベルの

紛争分析→プログラム・プロジェクト分析→特定の地理的地域における教訓のまとめ、のプ

ロセスから成り、その特徴はそれぞれのステップにおいてチェックリストが提示されている

ということである。

（3）日本側 JPCIA に係る評価・提言

カンボディア現地調査における試験的適用を通じて、日本側 JPCIA の有効性につきおおむ

ね肯定的な評価を得たが、一方で以下のとおり新たに数多くの課題及び改善策が提言として

あげられた。

（ア）JPCIA 適用対象国が、復興及び平和構築プロセスにおいて、どの段階に位置するかを把

握することが重要である。

（イ）特定の支援分野を決定するためのスクリーニングを行う際、既にプロセスの一環として

位置づけられている「復興支援ニーズ」に加え、紛争及び平和のダイナミックな関係を考慮

に入れるため、復興支援ニーズの時系列的変遷を視野に入れた優先度づけをする視点が必

要である。

（ウ）ポストコンフリクト国における活用を想定して開発された JPCIA を、紛争発生前の国に

おいて紛争予防の視点から適用できるよう改訂する。

（エ）同手法において、特に「一般的平和配慮項目」のように経験値を積み重ねていく部分につ
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いては、今後事例集等を策定し、同手法にフィードバックしていく必要がある。

（オ）プロジェクトレベルの分析において、アクター分析、平和配慮アセスメントと、PDM 作

成の相互関連が十分ではない。

（カ）平和構築に対するインパクトは、評価 5 項目のなかの「インパクト」だけでなく、他の 4

項目の視点からも総合的に評価することができる。

（キ）フローチャートとしてつながっている JPCIA を通じて各分析を行う際、カナダ側の改訂

版 PCIA のチェックリストを活用することも一案として検討する。

2 － 5　カンボディア現地調査結果を踏まえた JPCIA 改訂及び今後の課題

（1）JPCIA 改訂版

カンボディア現地調査において出された JPCIA の適用及び内容面における提言を踏まえ、

JICA では NGO との協力の下、JPCIA の改訂を行っている。現時点における改訂版は、現状

分析→国レベルの紛争分析→復興支援ニーズ分析→他の側面からのスクリーニング→支援分

野の特定→ステークホルダー分析→平和配慮アセスメント→他の側面の配慮→プロジェクト

内容の確定のプロセスから成る。カンボディア現地調査時に適用した JPCIA から改訂された

点は、主に以下のとおりである（現在のPCIA フローチャート並びに JPCIA サイクル図を示し

た別添 4 と 5 を参照）。

（ア）当該国の国別事業実施計画との関連について、JPCIA を通じて、平和構築の視点から分

析したニーズを当該国の国別事業実施計画において明確に位置づけすることができるよう

に、フローチャートを改訂する。

（イ）ニーズの変化や社会状況の変遷をいかに反映していくかという指摘に対し、別添 5 の図

のとおり、計画立案、案件形成、実施、モニタリング、評価を含む事業運営のサイクルと通

じて活用できるものとし、JPCIA を時系列的なニーズの変化や社会状況の変遷にあわせて

改訂していく。

（ウ）プロジェクトレベルの分析において、ステークホルダー分析→ PDM 作成→平和配慮アセ

スメントの相関性が明確でないという点については、ステークホルダー分析から得られた

知見を平和配慮アセスメントに活用し、平和配慮の視点を案件形成及び案件レビューに組

み込む。そのために平和配慮アセスメントの結果をプロジェクト内容の形成に活用すると

ともに分析のフローを明確に整理し直し、「ステークホルダー分析→平和配慮アセスメント

→他の側面の考慮→プロジェクト内容の確定」のフローとした。

（エ）JPCIA と評価 5 項目との関連について、平和構築に対するインパクトは、評価 5 項目の

なかの「インパクト」だけでなく、他の 4 項目（妥当性、有効性、効率性、自立発展性）の

視点からも総合的に評価することができるため、別添5 のとおり、JPCIA のサイクル図に反
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映した。

（2）JPCIA に係る今後の課題

JICA では今後引き続き、他の諸国への PCIA 手法の適用を通じて、JPCIA の改訂を図る予

定である。カンボディア現地調査後、東チモール現地調査において、協力事業のアセスメン

トを行う際、JPCIA 手法を試験的に適用した。また今般アフガニスタン復興・開発支援にお

いても、同手法を用いて計画を策定中である。

今後 JPCIA において検討及び改訂すべき内容としては、以下の点があげられる。

（ア）復興支援ニーズの優先づけを行う際に視野に入れておくべき時系列的な復興支援ニーズ

の変遷を、いかに JPCIA による分析に組み込むかについて検討する。

（イ）紛争発生前の国において活用できるよう改訂する。

（ウ）JPCIA の活用を通じて、特に「一般的平和配慮項目」を含む経験地を積み重ねていく必要

のある部分を改訂する。

（エ）分析のプロセスに最終裨益者や現地住民の視点を組み込む。さらに、内容の改訂のほか、

JPCIA を活用するためのマニュアルを策定する。
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第 3 章　グァテマラ調査の概要（第二次調査）

3 － 1　調査の目的

日加合同平和構築評価調査（第二次調査・グァテマラ）は、2001 年 2 月 24 日(土)～ 3 月 11 日

(日)の日程で現地調査が実施された。この調査の目的は、以下の 3 つであった。

（1）グァテマラにて、日加の政府機関（JICA 及びCIDA）並びにNGO（日本側：JVC、ピースウィ

ンズ・ジャパン、インターバンド、カナダ側：CPCC、ケア・カナダ、カナダ大学奉仕機構

（CUSO）、CBIE）が参加し、日本並びにカナダ側が実施する平和構築関連プロジェクトを視察

し、平和構築における経験と教訓を相互に学びあう。

（2）IDRC が開発中の PCIA について、評価手法としての実用可能性を検討し、また、現地（プ

ロジェクト・サイト）視察に際して同手法を試験的に用い、同手法の実用化に向けた提言を行

う。

（3）今回調査に続き平成 13 年度に予定されている、カンボディアでの第三次現地調査（日本側：

プロジェクトの評価が主体）における PCIA の適用可能性について、提言をまとめる。

3 － 2　調査の背景

本件合同評価調査は、平成 11 年 9 月に東京で開催された日加合同平和構築シンポジウムでの提

言を受け、日加の政府機関・NGO が相互に経験を共有して今後の各々のプロジェクト改善や連携

強化につなげることを目的として企画された。

評価手法としてカナダの IDRC が開発したPCIA 手法を使うことについては、既に本調査以前に

合意されており、また、今回の調査においては基本的に日加双方の経験を学習することに主眼が

置かれた。2 回今後予定されている合同評価のうち、1 回目のグァテマラについては、同国におい

て平和構築に長い経験を有するカナダ側がイニシアティブをとることとなり、評価対象案件はカ

ナダ側プロジェクトが中心となった。

3 － 3　調査団構成

（1）日本側構成

団長／総括　  黒澤　　啓（国際協力事業団　企画・評価部　環境・女性課

長）

評価計画　  工藤美佳子（国際協力事業団　企画・評価部　環境・女性課）

平和構築評価（村落開発）　  高橋　清貴（日本国際ボランティアセンター）

平和構築評価（民主化支援） 松浦　香恵（インターバンド）
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平和構築評価（緊急人道支援）石井　宏明（ピースウィンズ・ジャパン）

平和・紛争評価　 西田　竜也（コンサルタント：アイ・シー・ネット株式会社）

（オブザーバー参加）　 田村　祐子（日本国際ボランティアセンター）

（2）カナダ側構成

Ms. Micheline Beaudry-Somcynsky CIDA, Asian Branch,

CIDA-JICA Cooperation

Mr. Robert Jones　 CIDA, Evaluation Manager

Performance Review Branch

Ms. Catherine Trueman　 CIDA, Peace Building Fund

Ms. Janet Durno　 Canadian Peace Building Coordinating

Committee（CPCC）

Ms. Nevin Orange　 CARE Canada

Mr. Don Cockburn　 CUSO Canada

Ms. Karen Dalkie　 Canadian Bureau for International

Education （CBIE）

Mr. Paul George　 CIDA, Consultant
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3 － 4　調査日程

（1）全体日程

1

2

3

4

5

6

7

  2月24日

2月25日

2月26日

2月27日

2月28日

3月  1日
～5日

3月  6日�

土�

日�
�

月�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

火�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

水�
�
�
�
�
�

木�
月�

火�

午　後

  9：00

10：30

11：00

13：30

15：30

17：00

  

  8：30
10：30

14：30

17：00

  8：30

10：30

11：45

14：15

16：30

  9：00

10：30

16：30

機中泊�

グァテマラ・シティ泊�
�

グァテマラ・シティ泊�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

グァテマラ・シティ泊�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

グァテマラ・シティ泊�
�
�
�
�
�

グァテマラ・シティ泊�
�

グァテマラ・シティ泊�

移動（成田→ロス・アンジェルス→グァテマラ）

グァテマラ着
カナダ側と打合せ

日加両大使出席による開会
在グァテマラ日本国大使館表敬
JICA駐在員事務所表敬
カナダ側によるブリーフィング・ブックの説明と
PCIA手法に係る意見交換
グァテマラの状況（現地有識者Mr.Enrique Alvarezに
よる講演）
日本側プロジェクトに関するプレゼンテーション
（小学校建設計画（無償）を含む女子教育プログラ
ム、中部高原地域貧困緩和持続的農村開発計画調査）

カナダ側プロジェクトについての説明
－ディフェンソリア・マヤ（先住民平和構築）
－プレアパズ（経済・社会の再活性化）プロジェク
ト

－地方開発プロジェクト
「和平協定－署名以前から現在まで」

（現地有識者3名による講演）
グァテマラに対する日本の協力

（在グァテマラ日本国大使館書記官）
グァテマラに対するカナダの協力

（在グァテマラCIDAオフィス代表）

カナダ側プロジェクトについての説明
－民主化促進基金
－市民社会組織改革プロジェクト
－ケア･グァテマラ市民社会プロジェクト
－司法センター運営プロジェクト
現地調査班に係る打合せ

現地（プロジェクト・サイト）視察
（3班に分かれて行動。各々の内容は次ページ以降）

選挙管理委員会訪問
国連開発計画(United Nations Development Programme: 

UNDP)によるグァテマラ平和構築に係るドナー協調
の現況についての概要説明
国会への表敬訪問

�
�月　日� 時間� 宿泊先�内　　　　　　容�
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（2）現地（プロジェクト・サイト）視察

（ア）第 1 班

団員： 松浦香恵（インターバンド）

西田竜也（コンサルタント）

ロバート・ジョーンズ（カナダ国際開発庁（CIDA））

カレン・ダルキー（カナダ国際教育機構（CBIE））

ネビン・オレンジ（CARE カナダ）

視察プロジェクト： 民主化促進基金

司法センター運営プロジェクト

ケア・グァテマラ市民社会プロジェクト

ディフェンソリア・マヤ（先住民平和構築）

女子教育プログラム（小学校建設計画）

表敬先： チャントラ市長、クイルコ市長

8   3月  7日

 3月  8日

 3月  9日

 3月10日

 3月11日

水

木

月

土

日

  8：30

18：30

12：20

11：00

16：40

グァテマラ・シティ泊

グァテマラ・シティ泊

ロス・アンジェルス泊

機中泊

休日

最終報告会
－現地調査報告
－今回の調査における教訓（Lessons Learned） 

－カンボディア調査に向けた検討課題
カナダ大使公邸でのレセプション

グァテマラ･シティ発 

ロス・アンジェルス着

ロス・アンジェルス発

成田着

３月１日

３月２日

３月３日

木

金

土

ウエウエテナンゴ泊

ウエウエテナンゴ泊

パナハッチェル泊

ウエウエテナンゴ県チャントラにおいて民主化促進基金の

所得向上プロジェクトを視察

チャントラ市長を表敬

ウエウエテナンゴ県サンタ・エウラリアにおいて司法センター

運営プロジェクト視察

グループを２つ（A、B）に分けた。

A）ウエウエテナンゴ県クイルコにて市長を表敬

B）ウエウエテナンゴ県サン・ガスパル・イシチルにてケア・
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（イ）第 2 班

団員： 石井宏明 （ピースウィンズ・ジャパン）

田村祐子（日本国際ボランティアセンター）

ミシェリーン・ボードリー（カナダ国際開発庁（CIDA））

ジャネット・デュルノ （カナダ平和構築委員会（CPCC））

キャシー・トゥルーマン（CIDA）

視察プロジェクト： 民主化促進基金

プレアパズ（経済・社会の再活性化）プロジェクト

市民社会組織改革プロジェクト、女子教育プログラム

ハリケーンミッチ被災者支援プロジェクト

表敬先： サンパブロ市長、サンラファエル市長

ケツァルテナンゴ市長、青年海外協力隊（JOCV）大崎大地隊員

チマルテナンゴ市長

３月４日

３月５日

日

月

パナハッチェル泊

グァテマラ市民社会プロジェクトのうち女性グループ組織

強化プロジェクト（その１）を視察

グループ全体で、ケア・グァテマラ市民社会プロジェクト

のうち女性グループ組織強化プロジェクト（その２）を視

察

休日・自由行動

ソロラ県ソロラにてディフェンソリア・マヤプロジェクト

を視察

ソロラにて女子教育プログラム（小学校建設計画）プロジェ

クトを視察

チマルテナンゴ県チマルテナンゴにてAsociasion Aj Quenを

訪問
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（ウ）第 3 班

団員： 高橋　清貴（日本国際ボランティアセンター）

工藤美佳子（国際協力事業団　企画・評価部　環境・女性課長

（JICA））

ポール・ジョージ （コンサルタント）

ドン・コックバーン（カナダ大学奉仕機構（CUSO））

視察プロジェクト： 女子教育プログラム（小学校建設計画）

地方開発プロジェクト

３月１日

３月２日

３月３日

３月４日

３月５日

木

金

土

日

月

マラカタン泊

サンマルコス泊

ケツァルテナンゴ泊

パナハッチェル泊

エスクイントラ県パリンにて民主化促進基金を視察

－同基金の支援を受けたグァテマラ・コミュニティ・ラジ

オ協会（ARCG）を訪問

－ARCGの関連団体・学校を訪問

サンマルコス県マラカタンにてプレアパズ（経済・社会の

再活性化）プロジェクトを視察

 －プロジェクトを統括するOPCIONの事務所を訪問

 －コーヒー農家の協同組合Coper Conserを訪問

サンマルコス県サンパブロにてEdwin De Leon L.市長、及

びサンラファエル（ピエデラクエスタ）にてLuis Morales市

長を表敬

サンマルコス県サンマルコスにてCECIの事務所及び県教育

委員会において大崎大地協力隊員（数学教授法）を訪問

グループを２つ（A、B）に分けた。

A）ケツァルテナンゴ県ケツァルテナンゴにおいてRigoberto 

Queme Chai市長、及び民主化促進基金の支援を受けた女

性グループ（K’aslemal）を訪問 

B）ケツァルテナンゴ県トトニカパンにおいて市民社会組

織改革プロジェクトの支援を受けた農民組織（Kab’awil）

を訪問  

休日・自由行動

ソロラ県サンタ・カタリーナにおいてハリケーンミッチ被

災者支援プロジェクトを視察

チマルテナンゴ県チマルテナンゴにて市長表敬
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民主化促進基金

女性グループ収入向上プロジェクト（陶器生産・販売）

表敬先： チキムラ県知事、エスキプーラ市長

3 － 5　調査結果（概略）

（1）本合同評価調査の意義

（ア）平和構築に対する調査団参加者の意識の向上

本調査を通じて平和構築及び平和配慮に対する日加双方の開発関係者の意識が高まった

と考えられる。対グァテマラ政府開発援助（Overseas Development Administration：ODA）

政策を策定・実施するうえで平和構築及び平和配慮に対する在グァテマラ日本国大使館の

意識は高かったものの、全体として見れば日本のODA は、政策・実施いずれのレベルにお

いても、これまで平和構築及び平和配慮に対する意識は必ずしも十分ではなかった。本件

調査を通じて、開発プロジェクトは何らかの形で当該国の平和や安定に影響を及ぼす可能

３月１日

３月２日

３月３日

３月４日

３月５日

木

金

土

日

月

コバン泊

コバン泊

ハラパ泊

エスキプーラ泊

アルタ・ベラパス県サン・フアン・チャメルコにおいて女

子教育プログラム（小学校建設計画）を視察

アルタ・ベラパス県チコにおいて地方開発プロジェクトの

支援を受けたコーヒー栽培協同組合を訪問

アルタ・ベラパス県コバンにおいて民主化促進基金の支援

を受けた女性グループ（Mujeres Mayas）の事務所、また活

動サイトであるヘルスセンター付属伝統的薬草ラボラトリー、

女性の政治・行政参加集会、及び識字教室を訪問

サン・アウグスティン県マグダレナ及びグアイタンにおい

て民主化促進基金の支援を受けた土地紛争解決プロジェク

トを訪問

カナダ大使館が支援する女性グループ収入向上プロジェク

ト（陶器生産・販売）を訪問

休日・自由行動

フティアパ県サスパンにおいて地方開発プロジェクトの支

援を受けた農業協同組合による農家収入向上プロジェクト

を視察

フティアパ県シェネグイアにおいて民主化促進基金の支援

を受けた女性グループ支援プロジェクトを視察
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性があり、これら紛争要因に対する配慮及び開発プロジェクトと平和構築の因果関係を絶

えず意識してプロジェクトの形成・実施・評価を行っていく必要があるとの認識が日本及

びカナダの関係者の間に深まったと考えられる。

（イ）主要ドナー間の連携・NGO との連携

本調査は、日本とカナダという主要ドナーが合同で実施した評価調査であり、また、援助

政策にかかわる政府関係者のみならず現場で様々な平和構築プロジェクトを実際に運営す

る日加双方の NGO の参加を得たという点は意義深い。なぜなら、平和構築分野の協力は、

紛争という困難かつ複雑な問題を含むものであるがゆえに迅速かつ柔軟な対応が必要とさ

れ、政府だけでなく現場と密接なつながりをもつNGO の協力が不可欠なものであるという

特徴を有しているからである。今後ますますドナー間の援助協調、またNGO との連携が強

調されるなかで、このような合同評価調査を実施したことの意義は大きいと思われる。

（ウ）将来における平和構築を直接の目的とするプロジェクト形成

本調査で、カナダ側が実施する平和構築を直接の目的とするプロジェクトをレビューし

たことは、今後日本が平和構築を直接の目的とするプロジェクトを形成・実施する際の参

考になると考えられる。これまで日本のODA 政策においては、平和構築を直接の目的とす

るプロジェクトは必ずしも実施されてこなかったが、ODA 中期政策や、「Ｇ 8 宮崎イニシア

ティブ」に見られるように、今後は、紛争予防・紛争後の復興に積極的に取り組む姿勢を打

ち出している。よって本調査によって得られた教訓及びカナダ側の平和構築プロジェクト

の経験は、今後の日本の平和構築分野における協力に活かすことができると思われる。

（2）グァテマラにおける日本及びカナダの援助政策及びプロジェクトの特色

（ア）ハード vs. ソフト

日本は、グァテマラに対する最大の援助供与国であり（1998 年実績 3,650 万ドル）、一般

無償、草の根無償、技術協力（協力隊員の派遣数も世界最大）、UNDP の開発と女性（Women

in Development：WID）基金等、様々な形で援助を実施している。プロジェクトの内容と

しては、インフラ整備を中心とするハード分野の協力が多い一方、カナダ側はすべてNGO

を実施機関とし、比較的小規模であるが、民主化促進、少数民族の保護、人権、女性のエ

ンパワーメント、貧困対策等の平和構築に密接に関連したソフト分野の協力が多い。また、

協力に際しては、カナダ側は現地スタッフを活用し、計画段階から地元のNGO ／団体の参

加を得て実施しており、現地のニーズを十分踏まえたきめの細かい協力を実施している。

（イ）包括的アプローチ vs. ターゲティング・アプローチ

本調査において、日加それぞれの対グァテマラ援助政策における重点分野の特徴、及び

平和構築に対する重点の置き方が明確になった。カナダ側は、明確に平和構築を重点分野
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として掲げ、民主化支援、法的支援（土地所有に関する紛争の緩和、伝統的法体系における

紛争処理等）など住民組織や市町村レベルの行政組織の強化を重点としている。これに対し、

日本はカナダに比べると直接的な平和構築支援案件は少なく、教育、保健・衛生、インフラ

整備、治安、行政・司法の整備と幅広く重点分野を設定し、政治・経済・社会のあらゆる側

面からグァテマラの開発を支援している姿がうかがえる。

また、日加それぞれの対グァテマラ援助政策における重点地域にも違いがみられる。援

助プログラム策定において、カナダ側は内戦により被害の大きかった地域（ピース・ゾーン）

をターゲットとしているのに対し、日本はピース・ゾーンに限定することなく幅広い地域

を対象としている。

（ウ）ローカル・ネットワーク及びジェンダー配慮の重要性

カナダ側は、紛争状況をよく理解している現地 NGO や識者との密接なネットワークを

もっており、彼らのイニシアティブを尊重することで適切な支援プログラムを展開してい

る。また、カナダ側のプロジェクトにおいては、女性の組織化に対する支援が目立ち、協同

組合支援などにおいても意識的に女性の関与を増やすような働きかけがなされている。こ

のような活動が行われているグループでは、女性の役割の重要性が男性にも広く理解され

つつある様子が見受けられ、ジェンダー配慮、女性のエンパワーメントに配慮した取り組

みの必要性が改めて確認された。

（エ）まとめ

以上の結果から、日加それぞれのプロジェクトの特色やアプローチは異なるものの、和

平協定の実現に向けた努力が払われていることが確認された。また、平和構築プロセスが

安定して進められるためには、経済開発や社会開発支援を含めた総合的な取り組みが必要

であることも確認された。

（3）Peace and Conflict Impact Assessment（PCIA）

（ア）現地調査出発前ワークショップの時点において PCIA は、評価手法として確立していな

かったため、評価への適用が困難であることが確認された。よって、本調査では、応急処置

的手段として CPCC が作成した質問表を利用して対象プロジェクトの評価を行った。日加

双方は、現行の PCIA が不十分なものであるという点について合意しており、次回カンボ

ディア調査に向けて、日本側の主導により PCIA の改善を引き続き行うことが合意された。

（イ）具体的な改善策としては、国レベル（マクロ・レベル）の紛争分析とミクロ・レベルのプ

ロジェクト分析の間に、ローカル・レベルにおけるより詳細な紛争分析を行うことで、紛

争分析からプロジェクト分析へ移行する際の論理的整合性を保つようにすること、また、こ

れらの分析を行う際には、可能な限り現地関係者の参加を確保することで現地関係者の平
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和構築及び平和配慮に対する意識を高めるという点があげられた。

（4）本件調査に対する評価・反省

（ア）カナダ側は、本合同レビューにCIDA から 3 名、NGO 4 名、コンサルタント1 名の計 8 名

が参加したほか、現地CIDA 事務所、NGO も動員して、特にロジ面では万全の体制を整え

るなど、本件に対する熱意が感じられた。

（イ）他方で、本件ミッション実施前の調査については、カナダ側は事前のプロジェクト分析

を十分行わず、現地のプロジェクト・マネージャーからの簡単なブリーフィングを実施す

るにとどまった。また本調査の目的の 1 つである PCIA 手法の改善についても、同手法に基

づいた分析をしておらず、もっぱらの関心は、日本の平和構築プロジェクトの視察と、将来

的な共同プロジェクトの推進にあるように見受けられた。

（ウ）プロジェクトを実施するに際して、カナダ側はNGO との連携を重視し、連携により効果

的な援助を実施しているが、他方で、これらのNGO 団体の選定基準、及びプロジェクトの

成果や透明性を確保していくことは困難である。この点については、カナダ側内部からも、

個々のNGO の活動をモニタリング・フォローアップすることは困難であるという指摘もあ

り、今後NGO の自由な活動を認める場合には、モニタリング体制を強化する必要があると

いう点を考慮に入れる必要がある。

（エ）カナダ側がグァテマラにおいて重点を置いている住民の組織化プロジェクトでは、主と

して自立発展性の観点から今後の資金的支援が課題となっている。グァテマラにおいては

様々なドナーの支援により既に多くの住民組織や団体が過剰に生産されており、なかには

自立できない組織もあるのではないかとの疑問が出されている。今後は、単に住民組織化

を支援するだけでなく自立発展性の観点からも資金的支援を検討する必要がある。

（オ）在グァテマラ日本国大使館からは、和平プロセスに貢献するかどうかをプロジェクト選

定のための判断基準にしており、基本的にはすべてのプロジェクトが平和構築に関連して

いるとの説明がなされたが、本部担当者やプロジェクト関係者がどの程度平和構築を念頭

に置いて援助を実施しているかは疑問である。平和構築に関連はしていても、平和構築に

貢献しているかどうかは別問題であり、この点について、援助関係者の平和構築に対する

認識を深めるとともに、直接的な平和構築支援（紛争の予防／再発予防、復興・開発支援）

のあり方や、間接的な平和配慮のあり方（紛争要因を助長しないような援助）について浸透

させていくことの必要性が感じられた。

（カ）日本とカナダの直接的な連携のあり方につき、①日本側のNGO 向けの資金的リソースと

して、開発福祉支援事業や草の根無償等の活用、②将来的に日本が現地NGO への直接支援

を増やしていく場合に、信頼性のあるNGO をカナダ側より推薦してもらう可能性、そして
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③青年海外協力隊員とカナダ側が実施するプロジェクトとの連携の可能性、についての意

見交換が行われた。

（5）カンボディアに向けての提言

（ア）カンボディア調査までに、PCIA 手法の改善を試みることが重要である。具体的には、紛

争分析に際して、国レベルでのマクロ的な紛争要因分析のみならず、ローカルレベルでの

より詳細な紛争要因分析を試みる。さらに、現地におけるワークショップや現地（プロジェ

クト・サイト）視察に際して、プロジェクトにかかわる様々な当事者の参加を確保し、より

多面的かつ詳細な紛争分析、及びプロジェクト分析を実施し、ミッション参加者と現場関

係者が相互に、平和構築に関する認識を高めあうことが可能になるよう配慮する。

（イ）本調査においては、視察プロジェクト 1 案件当たりのインタビューが非常に限られてい

たが、カンボディアにおいては視察プロジェクト数を減らしてもインタビューの時間を増

やすべきであり、プロジェクト、対象国及び同国における主要ドナーの動向等の情報を事

前に共有する必要がある。





Pa r t  Ⅱ

カンボディア調査の概要

（第三次調査）
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第 1 章　調査概要

1 － 1　調査の背景

今次調査は、平成 11 年 9 月に東京で開催された日加合同平和構築シンポジウムでの提言を受け

て、日加の政府機関やNGO が相互に経験を共有し、今後のそれぞれのプロジェクト改善や連携強

化につなげるため、2000 年 9 月に行われた。

2000 年 9 月のウィニペグでの合同協議（第一次調査）、2001 年 2 月のグァテマラにおける第二

次調査に引き続き実施されたものである。なお、今次調査には JICA 及びCIDA に加えて、NGO 団

員として、日本側からは JVC とインターバンド、カナダ側からはCECI、Alternatives 及びメディ

ア支援プロジェクト（IMPACS）が参加した。

1 － 2　調査の目的

今次調査の目的は、①NGO を含む日加双方のカンボディアに対するこれまでの協力を平和構築

の観点から評価し、今後の協力内容の一層の改善に資すること、②現在、本邦NGO とともに JICA

が開発中の JPCIA 手法の現地レベルにおける適用の可能性を検討し、更なる改善を図ること、③

平和構築分野における日加の今後の連携のあり方を検討すること、の 3 点である。特に①につい

ては、JICA、CIDA、日本及びカナダのNGO が、1992 年より現在までカンボディアで行ってきた

復興支援プロジェクトが、平和構築に対してどのようなインパクトを及ぼしてきたのか、また各

案件の計画及び実施の段階で行ってきた配慮が、平和や紛争の観点からどのように貢献してきた

のかという 2 つの視点から評価調査を行い、今後の JICA、CIDA、日本及びカナダのNGO の平和

復興支援活動における平和配慮の促進に向けて、過去の平和配慮の具体的効果と教訓を提示する

ことを目的としている。

1 － 3　調査手法

今次調査においては、JPCIA の枠組みを活用して調査を実施した（JPCIA の枠組みについては

2 － 2 参照）。具体的な調査の手順並びに方法は以下のとおりである。

1 － 3 － 1　案件の選定

今回の評価調査対象案件は、JPCIA のなかで明確に位置づけられた復興支援 7 分野（緊急援

助、再融和、治安維持、社会基盤整備、ガヴァナンス、経済復興、社会的弱者支援）のうち、

緊急援助分野を除いた 6 分野にまたがって、バランスよく案件選定を行った。なかでも JICA

案件の選定については、1992 年パリ和平協定締結後に実施されてきた JICA の過去の全案件
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リストに基づき、6 分野 8 案件を選定した。日本及びカナダのNGO（インターバンド、JVC、

IMPACS）からは、2 分野 3 案件（治安維持、ガヴァナンス）が提案された。

1 － 3 － 2　関連資料の整理・分析

詳細調査対象案件についての評価報告書（無償評価／開発調査評価／在外事後現況調査／外

務省有識者評価／特定テーマ評価等）を含む既存資料（過去に実施された対象案件の活動実績

及び評価報告書等）をレビューし、評価結果の整理・分析を行った。

1 － 3 － 3　PDMe 作成

上記資料を基に対象個別案件について評価用PDM（PDMe）を作成し、計画内容の論理性を

確認すると同時に、案件実施時に想定されていた特に紛争要因にかかわる外部条件の整理と

分析を行った。

1 － 3 － 4　国内関係者インタビュー

評価調査対象案件の国内関係者に対してインタビューを実施し、紛争分析及び、案件実施

に際して配慮してきた事項（平和配慮項目としての妥当性も併せて判断）の抽出のための情報

収集を行った。詳細については、主要面談者リスト（付属資料 2）並びに国内調査議事録（付

属資料 3a）を参照。

1 － 3 － 5　評価軸の決定

紛争分析結果から得られる評価軸、平和構築ガイドライン（案）に記載されている評価軸、

他ドナーが過去に実施した平和構築評価調査で適用された評価軸を整理し、JPCIA のフレー

ムに統合した。評価の具体的切り口として、まずマクロレベルで、JICA の援助方針及び復興

支援計画の妥当性、そしてミクロレベルで、①個別案件における平和配慮事項を抽出すると

同時に、②平和構築に対する復興支援のインパクトを測定することを評価軸として据えた。①

は、国内準備期に一般的な平和配慮項目としてあげられている事項について、国内関係者及

び現地関係者の聞き取りから各事項の適用性を検証することを目的としている。②について

は、紛争分析の過程で各個別案件が７分野の復興支援ニーズ（緊急援助・再融和・治安維持・

社会基盤整備・ガヴァナンス・経済復興・社会的弱者支援）に分類されており、調査対象案件

がそれぞれの復興支援ニーズに対して、どれだけの成果及びインパクトを及ぼしたのかとい

う視点から評価することを目的としている。

また、評価軸の決定に際しては、先行研究の成果である平和構築ガイドライン（案）を活用

した。このガイドライン（案）のなかでは、JICA の平和構築支援としては、①直接支援（紛争
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予防／人道開発援助／復興開発支援）、②平和配慮、の 2 大方針を明確に打ち出しており、こ

れらの方針を機軸に、紛争分析を行って具体的案件形成・実施に活用することが述べられて

いる。特に、②の平和配慮のための具体的取り組みとしては、ア）平和に資する国別計画策定

機能強化、イ）個々のプロジェクトに平和への配慮の視点導入、ウ）PCIA 手法の導入の 3 つ

をあげている。この点でガイドライン（案）と JPCIA とは相互補完的であり延長線上にあるも

のといえる。よって、JPCIA（案）を用いて国内で紛争要因分析を行い、その結果から評価軸

を抽出し、平和構築ガイドライン（案）と照らし合わせたうえで補足を行った。さらに、同ガ

イドライン（案）のなかでは、復興支援の枠組みとして 6 つの重点分野が掲げられているが、

本評価調査ではこの 6 分野の妥当性についても検討した。

1 － 3 － 6　現地調査対象者の選定並びに評価質問項目の設定

上記の過程を経て抽出された評価軸に沿って、現地調査でのインタビュー等に必要な調査

項目を検討し、調査対象者の絞り込みと選定を行ったうえで、評価グリッドを作成した。

1 － 3 － 7　現地ワークショップ

日本、カナダ、NGO を含む調査団内において調査手法の検討と共有を行うワークショップ

を開催した。そのうえで現地専門家、他援助機関からのブリーフィング・ワークショップを

開いて、広く情報収集をすると同時に、現地調査最終日にはデブリーフィング・ワークショッ

プを開いて、現場関係者に対して調査結果のフィードバックを行った。

1 － 3 － 8　現地調査

現地調査では、調査対象者、グループ、地域、組織及びコミュニティの観察やインタビュー、

フォーカスグループミーティングの手法を用いて、国内での分析結果の確認／是正を行い、以

下の点についての情報収集並びに調査分析を行った。

（ア）評価対象案件が平和構築に与えたインパクト（計画上予期していなかったインパクトも

含む）

（イ）案件形成・実施時の平和配慮（平和配慮として認識されていなかった配慮も含む）

1 － 4　調査期間

2001 年 11 月 10 日～ 24 日（準備調査：11 月 3 日～ 9 日）。

また、現地調査実施前・後にコンサルタントによる事前・事後調査を国内にて実施した。
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�

月　日� 時間� 場　所� 参 加 者�活動・面談者�

11/10（土）
11/11（日）

11/12（月）

11/13（火）

11/14（水）

11/15（木）

11/16（金）

  9：25

午後
終日

18：00

9：00～
18：00�

18：00

10：00

14：30

  9：00

11：00

15：00

17：30

  9：30
10：30

14：30

16：30

10：00

14：00

18：30

  7：00

  8：15

終日�

  

カンボディアーナ
カンボディアーナ
JICA事務所
カンボディアーナ

JICA事務所
農村開発省

内務省

社会省

カンボディアーナ

鉱工業・
エネルギー省

��

カンボディアーナ

プノンペン
公共事業省

カンボディア弁
護士会

カンボディアーナ
カンボディア地雷
対策センター
(Cambodia Mine 
Action Center: 
CMAC)

IMPACS

カンボディアーナ

プノンペン

バッタンバン

カナダ
日本
全員
全員
日本
全員

日本
Aグループ

Bグループ

�
�
�
�
�

全員�

Aグループ

Bグループ

�
�
�
�全員

全員

Aグループ

Bグループ

カナダ調査団到着
日本側調査団到着
団内打合せ
キックオフワークショップ
表敬　松田所長、齋藤所員
カンボディアの紛争・現状についての聞き取り 

  9：00 カンボディア開発研究所（Combodia �
Development Resource Institute: CDRI）

11：00 岡島企画調査員・安達専門家
16：00 世銀、17：00 NGOフォーラム
表敬　松田所長、齋藤所員
農村開発省・三角協力事業からの聞き取り
Mr. Ngy Chan Phal、平山専門家

内務省警察局からの聞き取り
Mr. Teng Savong、Gen. Van Roth、Director、Gen. 

Ouk Kim Lek、�
鈴木専門家

社会省からの聞き取り Mr. Kong Chhan

カンボディア開発評議会（The Council for the 
Development of  Cambodia: CDC）からの聞き取り
安達専門家、Ms. Heng Sokun

鉱工業・エネルギー省・カンボディア電力公社�
（Electriate de Cambodge: EDC）からの聞き取り

Mr. Ith Praing、Dr. Ty Norin
Mr. Nol Son、西川専門家

団内打合せ

日本・カンボディア友好橋視察
公共事業省からの聞き取り
Mr. Pheng Sovicheano
Mr. Chin Kong Hean、川村専門家
セミナーの見学

EUからの聞き取り　源馬氏　
CMACからの聞き取り　Mr. Ratana

島田専門家・藤本専門家

IMPACSによるメディア事業視察

レセプション

出発

到着

動員解除セレモニー視察

インターバンドによる除隊兵士支援事業視察
地雷除去現場視察

�

�

表１－１　日　程　表�

�
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1 － 5　調査団構成

（日本）

Ａ 団長／総括　 鈴木　規子（国際協力事業団　企画・評価部環境・女性課長）

副総括　 杉下　恒夫（茨城大学　人文学部教授）

Ｂ 評価監理　 平田　慈花（国際協力事業団　企画・評価部　評価監理室、ジュニア専

門員）

Ａ 調査企画　 小向　絵理（国際協力事業団　企画・評価部　環境・女性課、ジュニア

専門員）

Ｂ 平和構築評価 高橋　清貴（日本国際ボランティアセンター　調査・研究）

Ａ 平和構築評価　 瀬谷ルミ子（インターバンド　事務局長）

Ｂ JPCIA 分析　 西田　竜也（コンサルタント：アイ・シー・ネット株式会社）

Ａ プロジェクト評価 佐々木亮輔（コンサルタント：監査法人トーマツ）

月　日 時間 場　所 参 加 者活動・面談者

11/17（土）

11/18（日）

11/19（月）

11/20（火）

11/21（水）

11/22（木）

11/23（金）

  8：30

  9：15

午後

15：00

20：25

  9：00

14：00

  
8：00

13：00

  8：00

  9：00

14：30

終日

14：00

  9：00

  9：00

10：00
20：25

バッタンバン

プノンペン

カンボディアーナ

カンボディアーナ

プノンペン

司法省

選挙監視活動
(COMFREL)

コンポンスプー州

プノンペン

コンポンスプー州

CENAT

世界保健機関
(World Health 
Organization:WHO)

カンボディアーナ

UNDP

カンボディアーナ

日本国大使館

JICA事務所

全員

全員

鈴木団長

Aグループ

Bグループ

Aグループ

Bグループ

Bグループ

全員

平田

全員

カナダ

日本

出発

到着

資料整理

団内打合せ

鈴木団長帰国

司法省からの聞き取り　H.E. Suy Nou
H.E. Ang Vong Vathana、今泉専門家
坂野専門家

COMFREL（NGO）からの聞き取り

SSC事業（開発福祉支援）の視察

人権プロジェクト (ADHOC) (NGO) 事業の視察

三角協力事業視察

結核対策計画事業視察　Dr. Eang
小野崎専門家、飯塚専門家

WHOからの聞き取り　Dr. Bill

団内ワークショップ

UNDPからの聞き取り

デブリーフィング・ワークショップ

カナダ側調査団帰国

報告　篠原公使

報告　松田所長、齋藤所員
日本側調査団帰国
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（カナダ）

Ｂ Dr. Norman Cook, Director, Special Initiatives Directorate, Canadian Partnership

Branch, CIDA

Ｂ Dr. Eugenie Aw, Alternatives (NGO)

Ｂ Mr. Wayne Sharp, Impacs (NGO)

Ａ Ms. Lucrecia de Paniagua, CECI (NGO), Guatemala

Ａ Dr. Paul George, Peacebuilding Consultant, CIDA

＊ 網掛け部分はグループを示す。

1 － 6　調査対象案件の概要

（1）三角協力プロジェクト

当該プロジェクトは日本、東南アジア諸国連合（Association of South East Asia Nation：

ASEAN）4 か国（インドネシア・マレイシア・フィリピン・タイ）とカンボディアの「三角協

力」として実施されている。帰還民、除隊兵士、農民などを含めた社会的に弱い立場にいる層

に対する支援として 1992 年に開始され、プロジェクト活動は農業生産・教育・生計向上・保

健医療の 4 分野にわたる。新たに採用されたインテグレイティドプログラムでは、対象地域

における民主的な参加プロセスと人的資源の開発により貧困撲滅を図る活動が行われている。

（2）司法改革支援計画

JICA は継続的に司法制度に係る人材育成を行っている。特に、民法及び民事訴訟法の起草

を手がけるとともに、法曹三者（裁判官・検事・弁護士）と司法省職員に対する研修を通じて、

法律の施行能力の強化に努めている。また、本年度からは小規模開発パートナー事業による

弁護士育成支援も行っている。

（3）治安改善計画

JICA では、交番制度の導入・薬物取締の強化・鑑識能力の向上など治安維持のための警察

能力向上をめざした包括的な協力を行っている。支援活動には、専門家派遣、研修員の受入

れ、セミナーの開催が含まれている。

（4）CMAC 機能強化計画

カンボディア政府の地雷除去実施機関であるCMAC に対する機能強化支援が行われている。

2002 年 2 月までに、我が国は無償資金協力を通じて、第一次（1998 年度、地雷探知機、灌木
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除去機、車両等）、第二次（1999 年度、発電機、テント、救急車等）と 2 回の機材供与を実施

してきており、2001 年度に専門家派遣に伴う機材供与として 83,000 米ドル相当のコンピュー

ター機器を含む情報技術機材が供与された。また、情報システム分野及び車両・輸送分野で

専門家が派遣されており、情報処理及び後方支援体制の技術移転が行われている。また、日

本政府は 1994 年以来、国連開発計画（CMAC）活動のためのUNDP 信託資金に対して継続的

に拠出している。

（5）電力供給施設整備計画

プノンペンの配電設備を改修及び改善するという緊急的ニーズに応えるため、JICA は 1994

年から開発調査によりフィージビリティ－スタディー（Feasibility Studies：F/S）を策定し、

第 5 発電所に対してディーゼル発電機の供与と配電線網の整備に係る支援が行われた。これ

に従って 1993 年度、1996 年度と 2 度にわたって無償資金協力を実施し、技術協力では、電力

システムの維持管理、電力セクター政策立案の支援、中長期的計画に基づいた電源開発計画

の策定支援と技術者の育成を目的として専門家が派遣されている。

（6）国土交通網整備計画

1963 年に日本の支援により完成したチュルイチョンバー橋は内戦により橋梁の一部が破壊

された。チュルイチョンバー橋はカンボディア東部へ通じる国道 6A 号線の起点となる交通の

要衝であるため、その復旧をめざした無償資金協力が行われた。また、国土交通網整備計画

への政策支援として、公共事業交通省に専門家が派遣されている。

（7）結核対策計画

カンボディア政府は直接監視下短期化学療法（DOTS）の全国普及による結核の治癒率 85%

と発見率 70% をめざした国家結核対策計画を策定した。JICA はCENAT に対して 5 年間の技

術協力プロジェクトを 1999 年から開始し、関係者への研修、モニタリング評価の機能強化、

結核菌検査体制の強化、サーベイランスや調査活動の強化をめざして専門家を派遣している。

また、2001 年 3 月には無償資金協力によって CENAT のビルが完成した。

（8）社会的弱者支援

社会問題・労働・職業訓練・青年省との協同の下、SSC を実施機関としてプロジェクトが運

営されている。SSC は、心身障害者や貧困に苛まれる住民を対象にカウンセリングサービス

を提供するとともに、ソーシャルワーカーの能力を向上するための研修を行っている。
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（9）インターバンド：除隊兵士の社会復帰支援プロジェクト

本プロジェクトは、2000 年にカンボディア政府が軍事費削減・兵員削減の一環として始め

た兵士の動員解除パイロットプログラムを受け、プログラムにより除隊された兵士のなかで

特に生活が困難な兵士の社会復帰を支援することを目的として行われている。

（10）ADHOC：人権プロジェクト

人権擁護分野を専門とする現地NGO であるADHOC は、3 つのグループ（①コミュニティ、

②軍・警察・地方政府高官、③大学生）を対象に、人権教育・研修を行っている。

（11）IMPACS：メディア支援プロジェクト

カナダの国際NGO である IMPACS は、カンボディアジャーナリスト養成プロジェクトを通

じて、開かれ、独立し、アカウンタブルなメディア組織の樹立による平和構築推進を試みて

いる。メディア主体の発信する情報の質的向上をめざして、特に受信者の多いラジオ放送に

着目して、技術者を含めたジャーナリストのためのトレーニングコースを開催している。
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第 2 章　JPCIA の活用

2 － 1　JPCIA 開発の背景と経緯

カナダ IDRC は、開発援助が平和あるいは紛争に対して与えるインパクトを計ることを目的と

して、PCIA の開発に着手した。1998 年 3 月に初めて PCIA についてのワークショップを開催し、

その後フィールドテストを重ねた後、2001 年 6 月に国際NGO である FEWER に開発を委託して

おり、現在もその作業が継続している。また、英国のDfID は1999 年に発表した“Conflict Reduction

and Humanitarian Assistance”のなかで、紛争インパクトアセスメントの必要性について触れて

おり、これを踏まえて PCIA の開発が開始され、2001 年 6 月にはドラフトが完成し、現在組織内

の決裁過程を踏んでいる。

JICA も、開発援助機関として、個々のプロジェクトが紛争あるいは平和に及ぼす影響を審査・

評価する必要性を認識してきた。このため IDRC や DfID から情報収集する一方、NGO 等外部有

識者を交えて 2001 年 5 月から勉強会を定期的に開催し、JPCIA の開発を進めてきた。今回の調査

においては、事前調査の過程で策定された暫定版 JPCIA を、カナダ側の提示する PCIA と統合し

て、現地において試験的に適用した。さらに、試験的適用の結果からの教訓・提言を反映して、手

法としての改善を図っている。

2 － 2　JPCIA の概要と枠組み

JPCIA は、個々の案件が平和と紛争に与える影響・効果を分析・評価するための手法である。本

手法を通じて、紛争要因、及び紛争再発要因等、復興時特有のニーズに包括的に対応するととも

に、復興・開発支援案件の各側面において紛争を予防し、かつ平和を促進するための「平和配慮」

の視点を、案件形成に反映することを目的としている。また、JPCIA は案件のモニタリング、中

間・事後評価を行う際に、案件が平和構築にいかにインパクトを与えたかを計るための手法とし

ても使用できる。

図 2 － 1 は JPCIA のフローを図示したものである。JPCIA は、大きく分けて 2 段階から構成さ

れており、支援の計画策定時に使用するときには、第 1 段階では国レベルにおける紛争の勃発要

因、紛争再発要因等の復興支援ニーズを分析したうえで、対象国（地域）における全体の支援計画

を策定する（モニタリング、評価の場合は、対象国（地域）における全体の支援計画の妥当性を評

価する）。第 2 段階では上記の支援計画に基づいて、プロジェクトの計画概要を策定し、個々のプ

ロジェクトと平和又は紛争との関係を分析し、必要に応じて対策を講じることを目的とする（モ

ニタリング、評価の場合も同様に紛争との関係を評価し、必要に応じて対策を立てる）。
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2 － 2 － 1　紛争分析

（1）国レベルの紛争分析

国レベルの紛争分析の目的は、紛争が勃発した背景、及び要因を把握する。紛争勃発には

様々な要因が異なる段階においてからみ合っていることから、紛争要因を「構造的要因」「引

き金要因」「永続要因」に分類したうえで紛争分析を行う。

「構造要因」は、もともと構造的に紛争を誘発する要因として存在していた要因であり

（例：少数民族による独裁や貧富の差）、「引き金要因」は、紛争を勃発の直接的な引き金と

なった要因である（例：周辺国の介入や隣国におけるクーデター）。構造的要因、引き金要

因を分析する際はDAC、UNDP の分類を参考とする（表2 － 1  p.40 参照）。「永続要因」は、

紛争勃発後に発生し、紛争を継続させようとする要因である（例：戦争経済の発生、民衆間

の憎悪・復讐心の増幅）。

これらの要因のうち、紛争中あるいは終結後消滅したものについては、その後の復興支

援で考慮する必要がないが、紛争終結後も継続して残っている要因は再発要因となりうる

ことから、復興支援の際考慮に入れるべき事項であるため、網掛けして次の復興支援ニー

ズの表の区分 A に記載する。

（2）復興支援ニーズ分析

復興支援ニーズ分析においては、上記の紛争分析で確認された、紛争終結後も継続して

残っている要因のほか、紛争の結果新たに生み出された紛争を再発させうる要因、さらに

再発要因とはなり得ないが国の復興のためには必要とされる復興ニーズを含めて包括的な

復興支援ニーズ分析を行う。

復興支援ニーズは、図 2 － 1（p.39）に記載されているとおり、区分A「紛争要因であり、

紛争後も解決されていない事項」、区分 B「紛争の結果生み出され、対処しなければ再発要

因となりうる事項」（例：小型武器の蔓延）、区分C「紛争要因・再発要因とは関係が薄いが、

復興支援ニーズとして認められる事項（例：失われた人材の育成）に分類される。区分A は、

「1．国レベルの紛争分析」で列挙された要因のうち、紛争終結後も継続して残っている要因

（図 2 － 1 で網掛けされた要因）がそのままここに入る。区分B、区分C は表 2 － 1「紛争要

因（参考）」を参考として、それぞれの国・地域の独自の状況に合わせて当てはまるニーズ

を列挙する。これらのニーズは、支援計画を策定する際の便宜を考慮し、「緊急援助」「再融

和」「治安維持」「社会基盤整備」「ガヴァナンス」「経済復興」「社会的弱者支援」に分類して

図 2 － 1 に記載する。この 7 項目は JICA で復興・開発支援の重点分野に定められている。
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（3）他の側面からの優先度づけ

緊急援助ニーズをまとめた国連統一アピール（Consolidated Appeal：CAP）支援国会合

（Consaltative Group：CG）の決議、先方政府の国家計画、我が国の当該国に対する外交政

策、他のドナーの活動状況等の情報を参考にして、復興支援ニーズ分析で列挙された課題

を優先度づけする。

（4）支援計画作成

優先度付けされた復興支援ニーズを、JICA の 7 つの復興・開発支援重点分野「緊急援助」

「再融和」「治安維持」「社会基盤整備」「ガヴァナンス」「経済復興」「社会的弱者支援」に分類

して支援計画を作成し、それぞれのニーズに対応するプロジェクト目標も併せて記載する。

モニタリング、事後評価の場合には、実際に使用されている／使用された支援計画が、紛

争分析・復興支援分析から導き出されたニーズにどのように対応しているかを評価する。

2 － 2 － 2　プロジェクト分析

（1）ステークホルダー分析

プロジェクト実施地域において、どのようなステークホルダーが存在し、それぞれのス

テークホルダーがいかなる特徴や関心事項をもっているかを分析する。さらに、平和を推

進する可能性のあるステークホルダー、紛争要因を助長する可能性のあるステークホルダー

や要素の確認も行う。

具体的には、対象となるプロジェクトに関係するステークホルダーを列挙し、政府関係

者、裨益者、地域グループ、ドナー／NGO のカテゴリーに分類する。そのうえで各ステー

クホルダーの民族／政党分布、ジェンダー分布、及び国の特性を勘案して、紛争や対立関

係に関連する事項を新たな項目として適宜加える（カンボディアの場合はポル・ポト派勢力

の有無を新たな項目として加えた）。さらに、それぞれのステークホルダーに関し、特筆す

べき留意事項があれば補足説明を加える。

（2）PDM 作成

紛争分析のなかで作成された支援計画作成に基づき、そこであげられている復興支援ニー

ズに対応し、設定されたプロジェクト目標を達成するためのプロジェクトを形成する。PDM

にプロジェクトの概要を落とし込み、プロジェクトの内容を把握、整理する。

（3）平和配慮アセスメント

平和配慮アセスメントの目的は、それぞれのプロジェクトが紛争、平和とどのような関
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係にあるかを検証したうえで、平和を促進するための対策を検証することにより、個々の

プロジェクトを実施する際に、紛争を予防し平和を促進することである。

すべての国、すべてのプロジェクトに共通して配慮すべき「一般的な平和配慮項目」とし

て、「適切な援助対象の選定」（明確な選定基準の設置）、「良質的に公平な援助の分配」（民

族、地域、性別、及び対立するグループ間における援助の公平な分配）、「実施上の透明性の

確保」（情報の開示、協議手段の有無、市民の調整・対話能力の有無）、「ステークホルダー

の公正性」（カウンターパートやプロジェクト実施者を含む主要なアクターの公正性）、「和

平を加速するアクターの参加」の 5 つの項目を設置し、プロジェクト形成に活用する際は、

紛争を助長する可能性を縮小し、平和を促進する可能性を広げるよう配慮する。評価に活

用する際は、プロジェクト実施にあたって 5 つの項目に配慮されていたか精査する。

次に、紛争分析から導き出された平和配慮項目（「紛争要因、再発要因とプロジェクトの

因果関係」）として、復興支援ニーズ分析で区分A「紛争要因であり、かつ紛争後も解決さ

れていない事項」と区分B の「紛争の結果生み出された紛争再発要因」にあげられた課題を

羅列し（区分 C は紛争再発要因ではないため除外）、これら各事項に対して対象プロジェク

トがどのような影響を及ぼすか判断し、○（ポジティブ）、×（ネガティブ）、－（因果関係

なし）を記載する。×がついた項目については、ネガティブな影響を縮小・削減するために

講じるべき対策を記載する。







─ 41 ─

第 3 章　紛争分析

3 － 1　紛争分析の概要

紛争分析は、①現状分析、②紛争分析、③復興支援ニーズ分析、④他の側面からの優先度づけ、

⑤復興開発計画の作成／計画の妥当性評価の 5 段階から成っている。

現状分析の目的は、カンボディアにおける紛争の概要及び基礎的な事実を把握することにある。

そのため、カンボディアにおける調査の前に、既存の文献等を利用してカンボディアの現代史、紛

争の歴史、和平までの道のり、和平後の状況等につき調査した。

紛争分析では、カンボディアが 1970 年から 1991 年までに経験した内戦につき、内戦の構造的

要因、引き金要因、内戦を永続化させた要因に分類したうえで、各紛争要因と紛争の関係、及び

これらの要因が紛争終結後も残っているかどうかについて分析することを目的としている。

復興支援ニーズ分析の特徴は、過去に起こった紛争の要因のみならず、その紛争によって生じ

た新たな復興開発ニーズについても分析を行うことである。これは過去の紛争要因の分析のみに

主眼を置くカナダ側と異なる。復興支援ニーズにおいては、紛争要因であり紛争後も解決されて

いない事項（A）、紛争の結果生み出され、対処しなければ再発要因となりうる事項（B）、紛争要

因・再発要因とは関係が薄いが、復興支援ニーズとして認められる事項（C）の 3 つに分類して分

析を行う。

他の側面からの優先度づけでは、途上国の国家開発計画、他ドナーの動向、本分析手法を用い

る機関・組織の戦略・政策等を参照ないしは考慮して、様々な復興支援ニーズのうち優先分野を

選定し、対応すべきニーズを特定する。

以上の諸分析を基に、復興開発計画を策定する。ここでは復興支援ニーズ分析、他の側面から

の優先度付けの結果特定されたニーズに対応するプロジェクトを立案し、プロジェクトの目標を

明記する。既に復興開発計画等が作成されている場合には、既存の復興開発計画の妥当性につき

検討を行う。

今回のカンボディアの調査では、現地調査前に国内作業として、上記手順にのっとって机上分

析を行ったうえで、今回視察の対象となるプロジェクト関係者で日本国内に在住する関係者より

インタビュー調査を行った。

現地調査では、調査期間に限りがあるなかで、カンボディア政府関係者、日本人専門家、NGO、

他ドナー、プロジェクト関係者、そして現地住民等から聞き取りを行った。この聞き取りの結果

を基に、日本並びにカナダ双方の調査団員が参加して、国レベルの紛争分析及び復興支援ニーズ

分析の改訂をワークショップ形式で行った。その後、改訂結果を今回聞き取り調査を行った関係

者に対して発表し、同関係者からのフィードバックを得て最終的な分析結果をまとめた。さらに、
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その結果を基に、改めて JICA の国別事業計画をレビューした。

3 － 2　状況分析

国レベルの紛争分析を行ううえで必要となる、カンボディア独立後、1991 年の和平協定締結を

経て復興開発プロセスまでの状況を分析する。本調査では、1991 年の和平協定締結までのカンボ

ディアの現代史を、①カンボディアの独立とシアヌーク殿下の台頭（1953－1970 年）、②カンプチ

ア共産党の台頭とロン・ノル・クーデター（1970－1975 年）、③ポル・ポト政権と虐殺（1975－1979

年）、④ヴィエトナムによる侵攻（1979－1991 年）の 4 区分に分け、カンボディア包括和平協定（パ

リ和平協定）後の状況を、①カンボディア包括和平協定と国連カンボディア暫定機構（UNTAC）、

②包括和平協定締結後の復興開発に分けて分析する。

3 － 2 － 1　カンボディア包括和平協定（パリ和平協定）締結前の動向

（1）カンボディアの独立とシアヌーク殿下の台頭（1953－1970 年）

1953 年にカンボディアは仏から独立した。独立以前は、1941－1945 年の間、日本軍が占

領していた時期を除いては、仏が 1860 年代から一貫してカンボディアの植民地支配を行い

強い影響力を有していた。仏がカンボディアの独立を認めた理由は、植民地支配にかかる

コストが増大したことと、第 2 次世界大戦後ナショナリズムが高まり、独立運動が活発に

なったことが大きいと考えられる。

1954 年のジュネーブ会議において仏を含む主要関係国は総選挙の実施を決定した。ノロ

ドム・シアヌーク殿下は選挙で優勢と思われた民主党に対抗するため、“サンクム”という

政治組織を組織し1）、選挙の結果 83% の得票率を獲得して議会の全議席を独占した。この

結果、カンボディアにおける複数政党政治に事実上終止符が打たれ、以後シアヌーク殿下

が強い影響力をもつようになった。他方で、非シアヌーク派に対する選挙妨害や汚職も多

数報告されている。

1960 年代後半になると、カンプチア共産党（クメール・ルージュの前身）は、地方部の農

民層を中心にカンボディア国民の間で支持を拡大した2）。シアヌーク外交の主要な柱は、南

北ヴィエトナム、米ソのいずれにも与することなく中立政策を維持することであったが、米

国との外交関係は 1963 年に断絶し、北ヴィエトナムと同盟に関する秘密合意が 1964 年に

結ばれた。この結果、カンボディアの中立政策の放棄により、ヴィエトナム戦争に巻き込

まれる可能性が高くなったと同時に、北ヴィエトナムとの秘密合意は、カンプチア共産党

の北ヴィエトナムとの関係を促進する結果となった。さらに、外交政策の転換により、カ

1）デービッド・P・チャンドラー、ポル・ポト伝（めこん、1994 年 10 月）
2）シアヌーク殿下の外交政策の変化に対する不満が高まったことも背景にあったとする意見もある。
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ンボディア国内エリートや学生の多くが、ヴィエトナム戦争へ巻き込まれることへの懸念

を強め将来への不安を感じて当時の政権に対し不信が大きくなったといわれている3）。

（2）カンプチア共産党の台頭とロン・ノル・クーデター（1970－1975 年）

1969 年にシアヌーク殿下は、北ヴィエトナムからの共産主義勢力の流入を防ぐために米

国との外交関係を再開したが、期待どおりには進まず、度重なる外交政策の転換に対して

国民の多くは失望した4）。

1970 年、シアヌーク殿下の国外出張中に、カンボディア議会は殿下を追放する決議を採

択し、ロン・ノル首相はクメール共和国の設立を宣言した。ロン・ノル軍事政権は米国と緊

密な関係をもっていたため、反米感情をもつカンボディア国民はクメール・ルージュを支

持するようになり、親米政権の樹立を恐れた北ヴィエトナムが共産党に対する軍事訓練や

武力供与を積極的に行った結果、カンプチア共産党は増強された5）。

1973 年の米国と北ヴィエトナムの停戦合意により、北ヴィエトナムがカンボディアから

撤退することに同意し、カンボディア自身も自らの内戦の停戦に応じなければいけなくなっ

た。しかし、クメール・ルージュが停戦の要請に応じなかったため、米国はカンボディアに

対し 53 万 t に及ぶ爆弾を投下し多くの死者が出た。北ヴィエトナムの撤退と米国による空

爆はクメール・ルージュの最終的な勝利を遅らせたが、政治・軍事的にロン・ノルに勝る

クメール・ルージュは 1975 年 4 月 17 日に首都プノンペンを占領した。

（3）ポル・ポト政権と虐殺（1975－1979 年）

クメール・ルージュは、都市に住むほぼすべての住民に対し、農村に移住し土地を開墾す

るよう命じ、住民は炎天下を徒歩で農村部に移住した。女性、子供、老人を含む何千人もの

住民が、強制連行による極度の疲労と栄養失調のため死亡した。

1976 年にクメール・ルージュは民主カンプチアの建国を宣言し、ポル・ポトは首相となっ

た。ポル・ポトは多くの過激な改革策を実行し、カンボディアの伝統社会をユートピア的

な共産社会に変革しようとした。農業は集団化され、貨幣制度、市場システム、私有財産制

は廃止された。また、飢餓や病気による死亡に加えて、何十万人もの人間がクメール・ルー

ジュによって処刑されたといわれており、ポル・ポト時代に 170 万人が死亡したと推測さ

れている6）。

クメール・ルージュは、経済支援及び軍事援助を受けてヴィエトナムに対抗するために

中国との緊密な関係を構築しようとし、ヴィエトナムとは歴史的な敵対感情や国境紛争の

3）デービッド・P・チャンドラー、ポル・ポト伝（めこん、1994 年 10 月）
4）同上
5）同上
6）「カンボディア国別援助研究会報告書」
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ために軍事紛争が絶えなかった。

（4）ヴィエトナムによる侵攻（1979 － 1991 年）

クメール・ルージュの度重なる軍事的な挑発に業を煮やし、1978 年にヴィエトナムはカ

ンボディアに対して大規模な攻撃を開始し、1979 年にプノンペンを占領した。ソ連の支援

を受けて、ヴィエトナムはカンボディアのほぼ全域を支配し、クメール・ルージュはタイ

国境付近に逃げ延びた。中国とタイは、ヴィエトナムがカンボディアとインドシナ全域に

おける覇権を握ることを恐れて、クメール・ルージュに対して軍事支援を行った。米国を

含む西側諸国は、クメール・ルージュの影響力を減少させ、非共産主義の政治的／軍事的

勢力を形成するために、クメール・ルージュ、シアヌークのフンシンペック、及びソン・サ

ン派の 3 派に働きかけ、反ヴィエトナムの連合政権の樹立を促した。1982 年にこの政府は

設立されたが、引き続きクメール・ルージュは大きな力をもっていた。

また、この時期から少しずつではあるが、ヘン・サムリン政権による復興開発の努力が始

まった。そして、わずかではあるが東側の国々による支援や国際緊急援助等、国際社会に

よる同政権に対する支援も始まった7）。

1983 年以降もヴィエトナムと連合政権との間の軍事バランスに変わりはなかったが、ゴ

ルバチョフのペレストロイカにより、ソ連のヴィエトナムへの支援が減少し、 小平も、反

ヴィエトナム連合政権を支援することよりも自らが実施する改革・開放政策を推進するこ

とを望んだため、米中ソのパワー・バランスが変化したことにより、1988 年にヴィエトナ

ムはカンボディアから撤退し、和平の道が開かれた。

1953 年 カンボディア、仏から独立

1955 年 シアヌーク率いる政治組織サンクム、総選挙で民主党を圧倒、得票率 83% で

全議席を独占

1963 年 カンボディア、米国との外交関係を断絶

1967 年 地主による富の独占と貧富の格差で有名であったバッタンバン、サムロット

で暴動発生。

1969 年 シアヌーク殿下、米国との外交関係再開

1970 年 米国の支援を受けたロン・ノル首相、クーデターを起こし、ロン・ノル政権

を樹立

1973 年 ヴィエトナム戦争停戦合意成立、米国はカンボディアに対する前例のない大

規模空爆を実施

1975 年 中国の支援を受けたクメール・ルージュ政権を奪取（ポル・ポト時代に 100 ～

300 万人が死亡したといわれる）

7）JICA アジア一部インドシナ課からの聞き取り
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1976 年 ポル・ポト、首相に就任

1979 年 ヴィエトナム、カンボディア全域を占領、ヴィエトナムとソ連の支援を受け

た、ヘン・サムリンが政権を樹立

1982 年 クメール・ルージュ、シアヌーク派そしてソン・サン派が反ヴィエトナム政

権を樹立

1988 年 ヴィエトナム軍、カンボディアから撤退

3 － 2 － 2　カンボディア包括和平協定（パリ和平協定）締結後の動向

（1）カンボディア包括和平協定と国連カンボディア暫定機構（ United Nations Transitional

Authority in Cambodia：UNTAC）

2 年間の交渉を経て、1991 年にカンボディア紛争の包括的な政治解決に関する協定（パリ

和平協定）が締結され、カンボディアにおける紛争後の復興開発が始まった。同協定は、①

停戦監視、②タイ国境付近のクメール人避難民の帰還、③各派の武装・動員解除、④自由で

公正な選挙の実施、のために必要なすべての権限を国連に与えていた。UNTAC の明石康国

連事務総長特別代表が、国連の和平協定を実現するため 1992 年 3 月に到着した。国連難民

高等弁務官事務所（Office of  the United Nations High Commissioner for  Refugees：

UNHCR）は、できうる限り最大規模での難民の帰還・定住を実施した。

クメール・ルージュは支配地域において選挙の実施を妨害しようとしたが、UNTAC の尽

力により、400 万人を超えるカンボディア人（有権者 90％）が、1993 年に行われた総選挙

に参加した。ラナリット殿下のフンシンペック党が最多得票を獲得し、フン・センのカン

ボディア人民党、仏教自由民主党がこれに続いた。フンシンペックは総選挙に参加した他

の党と連立政権を樹立した。国会への代表として選ばれた各党の議員は、新憲法を起草、承

認した後、9 月 24 日に公布した。フンシンペック党のラナリット殿下が第 1 首相、人民党

のフン・センが第 2 首相となり、カンボディア王国政府が成立した。

（2）包括和平協定締結後の復興開発

日本を含む国際社会は、カンボディアにおける平和維持活動を積極的に支持し、ドナー

の多くは復興開発のために大規模な支援を行ってきた。

1997 年にフンシンペック党とカンボディア人民党間の政治的対立が武力衝突という形で

表面化した。これはカンボディアの将来に暗い影を投げかけ、国際社会の懸念となったが、

カンボディア政府は、国際社会の資金的・技術的支援の下、UNTAC 撤退後の初めて総選挙

を 1998 年に成功裏に実施した。

現在は、兵士の武装・動員解除、地雷除去、地雷や紛争の犠牲者に対する支援のほか、1998

年の総選挙以降は経済復興、グッド・ガヴァナンス等、ニーズが多様化している。また、1997
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年から 1998 年にかけて発生した東アジア経済危機の影響もあり、カンボディアの経済成長

率は、1997 年、1998 年と 2 年続けて 1.0% に減速した。

1991 年10月 カンボディア紛争の包括的な政治解決に関する協定（パリ和平協定）合意

1992 年3 月 UNTAC 設立

1993 年9 月 UNTAC の任務終了

1997 年6 月 フンシンペックとカンボディア人民党の間で武力衝突勃発

1998 年4 月 ポル・ポトの死去とカンボディア政府軍の攻撃によりクメール・ルージュ

事実上消滅

1998 年7 月 UNTAC 撤退後初の総選挙実施

1999 年4 月 ASEAN に加盟

2002 年 地方選挙実施予定

2003 年 総選挙実施予定

3 － 3　国レベルの紛争分析

3 － 3 － 1　現地調査前の分析結果

カンボディアにおける現地調査前に、日本側団員が東京にて、国レベルの紛争分析として

過去の紛争の要因を抽出し、構造的要因、引き金要因、紛争を永続化させる要因の 3 つのカ

テゴリーに分類する作業を机上で行った（表 3 － 1  p.47 を参照）。そのうえで、各紛争要因の

うち現在においても対処する必要がある要因（表 3 － 1 の網掛け部分）と、紛争終結と同時に

解消されてその後は考慮する必要のない紛争要因とに分類した。分析プロセスは、JICA が本

分析の素案を提示し、右案に対し日本側調査団員、他の JICA 関係者、NGO 職員、大学院生が

コメントをして改訂作業を行った。

本分析の結果、構造的要因としては、①米中ソ三極構造の複雑化、②国際社会に影響を受

けた国内のイデオロギー対立、③民主的手続きの未発達、④人権擁護の意識の未発達、⑤貧

富の格差、⑥法の支配の未整備、の 6 つの要因があげられた。引き金要因としては、①インド

シナ戦争の拡大、②冷戦構造における国際社会の不当な介入、③近隣国との対立関係（民衆レ

ベル）の 3 要因、永続要因としては、①武器の流入、②国際的孤立／援助の不均衡（1980 年

代）、③クメール・ルージュ対策の誤り（武装解除の失敗）、④政権に対する民衆の不満の 4 つ

があげられた。

本分析の結果得られたカンボディアにおける紛争の 1 つの特徴は、冷戦の影響を多大に受

けてきた点である。紛争要因のうち、米中ソ三極構造の複雑化や国際社会に影響を受けた国

内のイデオロギー対立、インドシナ戦争の拡大、冷戦構造における国際社会の不当な介入、武
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器の流入、国際的孤立・援助の不均衡（1980 年代）は、いずれも冷戦の影響を受けたものと

考えられる。したがって、これら 6 つの要因のうち国際社会に影響を受けた国内のイデオロ

ギー対立を除く 5 つの要因については冷戦の終焉に伴い、現在対処すべき紛争要因としての

重要性が大きく減じたということでおおむね意見が一致した。

表 3 － 1　国レベルの紛争分析（調査前の机上分析）

3 － 3 － 2　現地調査後の分析結果（総論）

以上の机上分析の結果を基に、日本国内の関係者からの調査を行い、そのうえでカンボディ

アにおける現地調査を行った。国内における聞き取り調査は、現地調査の対象となるプロジェ

クトにかかわってきた日本人関係者を対象とし、現地調査においては、プロジェクトに関係

するカンボディア政府関係者、日本政府関係者、カナダ政府関係者、JICA 関係者、CIDA 関

係者、日本人専門家、NGO、他ドナー、プロジェクトの最終受益者等から幅広く聞き取り調

査を実施した。

現地調査での聞き取り調査、及び日加双方の調査団員による議論を経て改訂した国レベル

の紛争分析が表 3 － 2 である。構造的要因としては新たに、カンボディアにおける植民地独

立闘争の原因となった「悲惨な植民地の歴史」、紛争の平和的解決を促すと考えられる民主主

義及び経済発展の担い手となる「中産階級の未発達」が加えられ、「国際社会に影響を受けた

国内のイデオロギー対立」という要因は表現が抽象的過ぎるとの指摘に基づき、より具体的に、

「野党が政治的リソースへアクセスすることが困難であること」に改訂した。引き金要因では、

「カンボディア国内における共産主義、特にクメール・ルージュの活動」が新たに加えられた。

永続要因として、「農村部の地理的な孤立」が国内の速やかな統一を妨げたことが新たにあげ

られ、「民衆の政権に対する不満」という要因はより具体的に「エリート政治に対する国民の
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参加が困難であること」に改訂された。

表 3 － 2　国レベルの紛争分析（調査後）

3 － 3 － 3　現地調査後の分析結果（各論）

国レベルの紛争分析であげられた紛争要因のうち、紛争終結と同時に解消されてその後は

考慮する必要のない紛争要因を除き、現在でも対処する必要がある紛争要因（表 3 － 2 の網掛

け部分）に関する、国内調査及び現地調査における分析は以下のとおりである。

A1）野党が政治的リソースへアクセスすることが困難であること

カンボディア人民党とフンシンペック党の間の政治的争いが、予算配分や人事など様々

な側面で現れており、カンボディア政府の業務に悪影響をしているという指摘が現地調査

のヒアリングにおいても多々聞かれた8）。例えば、農村開発省は野党であるフンシンペック

党の大臣であったこともあって、予算及び権限の面で弱小省庁であったり、内務省や鉱工

業・エネルギー省においては、省内における党派の争いが顕著であるとの指摘があった9）。

A2）民主的手続きの未発達

カンボディアは既に、1998 年にUNTAC 撤退後初の総選挙を自らのオーナーシップで実

現しているが、2002 年のコミューン（地方）選挙、2003 年に予定されている総選挙は、カ

8）2001 年 10 月 30 日、梅崎前援助調整専門家とのインタビュー調査
9）2001 年 11 月 5 日前カンボディア駐在専門家とのインタビュー調査、2001 年 11 月 14 日内務省鈴木専門家とのインタビュー
調査、及び 2001 年 10 月 19 日、日本工営プノンペン市電力供給施設改善計画関係者とのインタビュー調査
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ンボディアにおいて民主的プロセスが社会に定着していくうえで、極めて重要なものと位

置づけられている。

現地調査において、コミューン選挙実施に向けて、民主的プロセスが社会にどの程度定

着しているかをみたところ、全般として進捗はみられたもののいまだ不安定要素も見受け

られた。2002 年のコミューン選挙は農村レベルで実施される初めての選挙であるという意

味で大きな一歩となることや、女性の選挙に対する関心も高く、投票や選挙人登録への参

加は高いとの肯定的な評価もある一方10）、選挙管理委員会（NEC）の政治的中立性について

の不信、女性候補者の全体に占める割合の低さ（16％）、選挙がらみの脅迫や殺人事件も報

告されている11）。

また、プロジェクトの実施に際しても少しずつではあるが、民主的プロセスが導入され

ている。具体的には、送電網の建設に際して、カンボディアでは初めての公聴会を近々開催し、

中央・地方政府の役人、NGO 関係者、現地住民が参加する予定であるとの言及があった12）。

汚職の問題もカンボディアにおいては、緊急に対処する必要があると考えられている13）。

汚職は広範にわたって行われており、簡易通関の際の賄賂や奨学金の割り振りにおける恣

意的な取り扱いのレベルから、漁業権や森林の不法伐採のようなハイレベルの問題まで様々

な局面で見受けられている14）。

A3）人権擁護の意識の未発達

1970 年代のポル・ポト政権下において、大量虐殺や人権侵害が行われたこともあって、

1991 年の和平協定締結以後も各主要ドナーや NGO は、カンボディアにおける人権状況を

注視してきている。具体的に UNTAC は成立後すぐに人権部門を設立し、人権状況をモニ

ターしていたほか、カンボディア政府も 1992 年中に自由権や社会権に関する国際人権規約

等、人権に関する条約に積極的に批准している15）。

他方で、人権擁護及び保障のためのカンボディア政府の能力は、司法制度の不備をはじ

め著しく欠けており、実質的な人権の保障についてはNGO が中心に行っている状況にある。

例えば、ローカルNGO であるADHOC はカンボディア全国において人権状況のモニタリン

グを行っており、一般市民からの申し立てに基づき調査を行い、また必要に応じて被害者

の救済も支援している16）。さらに、ADHOC は市民に対する人権教育のみならず、中央・地

10）2001 年 11 月 14 日農村開発省とのインタビュー調査、及び 2001 年 11 月 19 日、COMFREL とのインタビュー調査
11）2001 年 11 月 19 日 COMFREL とのインタビュー調査、及び 2001 年 11 月 19 日、ADHOC とのインタビュー調査
12）2001 年 11 月 14 日、鉱工業・エネルギー省とのインタビュー調査
13）例えば 2001 年 10 月 30 日梅崎前援助調整専門家とのインタビュー調査、2001 年 11 月 13 日世界銀行とのインタビュー調
査

14）2001 年 10 月 30 日梅崎前援助調整専門家とのインタビュー調査
15）山田洋一、国際協力事業団編、カンボディア国別援助研究会報告書　第 2 部第 2 章第 1 節　グッド・ガヴァナンス、155
16）2001 年 11 月 19 日 ADHOC とのインタビュー調査
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方政府の公務員・治安関係者に対しても人権教育を行っている17）。

A4）貧富の格差

カンボディアの紛争に関しては、農村部における貧困層の後ろ盾を得てポル・ポトのよ

うな急進共産主義者が台頭したのではないかとの指摘18）にみられるとおり、貧困や貧富の

格差が紛争の要因の 1 つであったことはおおむね意見が一致している。カンボディアの貧

困はある程度緩和されているものの、現状としてはいまだ厳しい状況にある。カンボディ

アの1 人当たりの国内総生産（Gross Domestic Product：GDP）は 253 米ドル（2000 年）に

すぎず19）、国別の貧困ライン以下にある人口は36.1%（1984－1999 年）となっている20）。社

会指標をみると、成人識字率は31.8%（1999 年）、乳幼児死亡率は1,000 人中86 人（1999 年）

となっている21）。カンボディアの貧困ラインに満たない人口はヴィエトナムよりは少ない

がタイよりははるかに多く、成人文盲率及び乳幼児死亡率はタイ及びヴィエトナムよりも

圧倒的に高い22）。

また、貧富の格差を是正しようとする努力も、必ずしも十分ではないようである。第 1 次

社会経済開発計画（SEDP）においては、貧困層の大部分が農村部に集中していることもあっ

て、地方と都市への投資配分をほぼ 6.5：3.5 と農村に重点を置くこととしたものの、先般

行われた第 1 次 SEDP のレビューにおいては、投入はほぼ 3.5：6.5 で都市に重点が置かれ

ていることが明らかになっている23）。

A5）法の支配の未整備

歴史的に、「法の支配」はカンボディアにおいてはあまり定着しなかったようである。フラ

ンスによる植民地時代に使用されていた法律は、クメール・ルージュの支配の時に廃止さ

れ、また 1993 年から施行されたUNTAC が起草した法律はあくまで暫定的ものであって24）、

法の一貫性・連続性というものがなかった25）。さらに、カンボディアにおいてはここ 2、3

年は新たな弁護士登録がない状況である26）。したがって、基本的な法律も制定されていな

いばかりか、国民の法律に対する意識もいまだ非常に低い状況にあるといえる。

17）2001 年 11 月 19 日ADHOC とのインタビュー調査
18）2001 年 11 月 5 日、原 JICA カンボディア事務所次長とのインタビュー調査
19）カンボディア経済財政省資料（2000 年）
20）カンボディア経済・財務省、国連開発計画、人間開発報告（2001）
21）国連開発計画、人間開発報告（2001）
22）同上、なお、参考までに、タイの国別の貧困ライン以下にある人口は13.1%（1984 － 1999 年）、成人文盲率は4.7%（1999
年）、乳幼児死亡率は1,000 人中 26 人（1999 年）となっており、ヴィエトナムの国別の貧困ライン以下にある人口は 50.9%
（1984 － 1999 年）、成人文盲率も 6.9%、乳幼児死亡率も 1,000 人中 31 人（1999 年）となっている。

23）2001 年 10 月 30 日、梅崎前援助調整専門家とのインタビュー調査、及び寺本匡俊、国際協力事業団編、カンボディア国
別援助研究会報告書　第 2 部第 1 章第 5 節　開発計画、116

24）刑法関連 75 条のみ、2001 年 11 月 19 日司法省（MOJ）とのインタビュー調査
25）2001 年 11 月 15 日、カンボディア弁護士会とのインタビュー調査
26）同上



─ 51 ─

現在、カンボディアは主要ドナーの支援を受けて、基礎的な法律の整備に取り組んでい

る。民法と民事訴訟法は日本、刑法と刑事訴訟法はフランス、土地法はアジア開発銀行

（Asian Development Bank：ADB）、商法は世界銀行の支援の下、現在策定中である。

A6）中産階級の未発達

中産階級の発達度合いを測ることは容易ではないが、1 つの指標としては、民間セクター、

特に中・小企業の発展度合いがあげられる。世界銀行は、カンボディアにおいては、プライ

ベート・セクターの発展は未熟であり、今後どれだけの資源をプライベート・セクターに

割り当てられるかが重要である旨述べている27）。

A7）近隣国との対立関係（民衆レベル）

近隣諸国との関係では、1970 － 1980 年代のヴィエトナムの介入等、歴史的なわだかまり

のためにヴィエトナムとの関係が一番困難であると指摘されている28）。外交レベルにおい

ては、天然ガスの利権をめぐってタイ及びヴィエトナムと国境問題を抱えているものの、パ

リ協定以降の政府の外交方針としては近隣諸国との友好と相互依存を重視しているため、紛

争終結時に近隣諸国との対立という要因は消滅したといえる。ただし、民衆レベルでは、

ヴィエトナムに対するカンボディア国民の国民感情は複雑であり、感情的にはしこりがあ

るものの商業セクターを中心に経済的に依存せざるを得ない実態がある29）。ちなみに、カ

ンボディアにおいてはヴィエトナム村が存在しているが、カンボディア周囲とはあまり溶

け込んでいないようである30）。

タイとの関係においてもカンボディアの外交方針は友好策である。タイとの国境問題は

対象領域が広いこともあってヴィエトナムとの間の領土問題よりも深刻であるが、カンボ

ディア政府は、問題解決の見通しについてあまり悲観していないようであり、共同開発の

方向で両国と解決策を現在探っている31）。

タイに対するカンボディアの国民感情は、ヴィエトナム同様両面あるようである。タイ

がこれまでタイ国境を本拠としていたクメール・ルージュに対して支援していたこともあっ

て、タイに対してネガティブな感情がある一方、タイ国境を中心に、タイとの経済的な関

係は密接であり、経済的にはやはり依存している32）。

また、カンボディア政府はエネルギーを他国に依存することは、エネルギー・コストの節

26）2001 年 11 月 15 日、カンボディア弁護士会とのインタビュー調査
27）2001 年 11 月 13 日、世界銀行とのインタビュー調査
28）2001 年 11 月 5 日、JICA アジア第一部インドシナ課とのインタビュー調査
29）同上
30）同上
31）2001 年 11 月 14 日、鉱工業・エネルギー省とのインタビュー調査
32）2001 年 11 月 14 日、鉱工業・エネルギー省とのインタビュー調査
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約及び地域の安定に資すると考えている。具体的には、カンボディアは現在マレイシア、タ

イ、ヴィエトナムとともに天然ガスのパイプラインを建設すること、短期的にはタイ及び

ヴィエトナムから電力を輸入することを考えており、こうした経済的相互依存はコスト節

約及び地域統合の観点からも望ましいとの意見がカンボディア政府関係者より出された33）。

A8）武装解除の未達成

1991 年の和平合意において、UNTAC は当時対立していた 4 派の統合された軍隊(約 14

万人)の動員解除を遂行することとなっていたが、クメール・ルージュの拒否により同計画

は途中で頓挫した。その後も、何度か動員解除計画は準備されたもののうまくいかず、2000

年 5 月になってパイロット事業がようやくスタートし1,500 人の兵士が除隊された34）。今後、

全体計画として2001 年及び 2002 年にそれぞれ15,000 人ずつ合計30,000 人の兵士の除隊を

実施する予定である35）。

A9）農村部の地理的な孤立

現地調査で、カンボディアの農村が、残存する地雷や社会経済インフラの破壊によって、

経済的にも社会的にも分断されてしまっている点が紛争要因として強調された。カンボディ

アでは国民の 80％が農村部で暮らしているため、国道を延ばして農村部と都市部をつなぐ

必要があるとのコメントもあった36）。また、UNHCR は、残存する地雷と基礎インフラの破

壊が、カンボディア農村地域コミュニティーの多く、特に地方都市から離れた地域を、他

の社会から孤立させる要因となってきたと指摘している37）。

A10）エリート政治への国民の参加が困難であること

政治への国民の参加の程度は容易に測ることができないが、現地調査での専門家等との

聞き取りを総合すると、エリート政治への国民の参加はいまだ十分ではないようである。選

挙によって、政治家や議員選出の正統性はかなり向上したと考えられるが、いまだ政府幹

部の登用に際しては縁故主義や派閥力学が働くなど必ずしも透明性が確保されたものとは

なっておらず、一般国民のエリート政治への参加は困難なようである。

また、司法省が、各種法律の策定に関して、国民に対しても情報を公開し一般国民からの

意見を求めたい意向だが、資金的制約があり市民との対話をもつ機会はつくれそうもない

33）2001 年 11 月 14 日、鉱工業・エネルギー省とのインタビュー調査
34）2001 年 10 月、JICA カンボディア事務所　企画調査員報告
35）同上
36）2001 年 11 月 15 日、公共事業工通省とのインタビュー調査
37）2001 年 11 月 20 日、UNHCR とのインタビュー調査
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旨述べている38）ことからも明らかであるように、国民の政策決定への参加も困難なようで

ある。他方で、前述した、送電網の建設に際して、カンボディアで初めての公聴会が開かれ

ることは、若干ではあるが進捗といえるだろう。

カンボディアにおいては、パリ和平協定成立以降、政府のキャパシティが著しく低かっ

たこともあり、NGO が提供する様々な社会サービスを歓迎し、また、国際NGO が政府に対

して行う政策提言についても、これを政策策定の参考にしてきたという経緯があることか

ら39）、カンボディア政府と市民社会の関係については、政府は自らの役割を補完するもの

として従来よりNGO を歓迎しており、両者の関係は極めて良好である。他方で、最近では、

カンボディア政府はこれまで NGO に対し供与していた特権免除につき再検討を始めたり、

ローカルNGO についても登録が義務づけられていることもあって、これを政府の市民社会

に対する態度の変化と見る向きもある40）。

3 － 4　復興支援ニーズ分析

3 － 4 － 1　現地調査前の分析結果

JPCIA の復興支援ニーズ分析は、過去における紛争の要因のみならず、過去の紛争によっ

て生じた新たな復興開発ニーズについても分析を行う点が特徴であり、紛争要因の分析に主

眼を置くカナダ側と異なる。復興支援ニーズでは、「紛争要因であり紛争後も解決されていな

い事項（A）」「紛争の結果生み出され、対処しなければ再発要因となりうる事項（B）」「紛争要

因・再発要因とは関係が薄いが、復興支援ニーズとして認められる事項（C）」の 3 つのカテゴ

リーに分けたニーズを、JICA が定める復興・開発支援の重点分野別（緊急援助、再融和、治

安維持、社会基盤整備、ガヴァナンス、経済復興、社会的弱者支援）に分類する作業を行う（表

3 － 3 を参照）。紛争分析同様、カンボディアにおける現地調査前に、まず日本側調査団員が

東京において既存の文献資料等を基に机上分析を行った。

復興支援ニーズ中、「紛争要因であり紛争後も解決されていない事項（A）」は、国レベルの

紛争分析において得られた紛争要因のうち現在でも関係のあるもの（表 3 － 1 の網掛け部分）

がそのまま当てはめられる。

「紛争の結果生み出され、対処しなければ再発要因となりうる事項（B）」には調査前の机上

分析において 12 の復興支援ニーズが、また、「紛争要因・再発要因とは関係が薄いが、復興支

援ニーズとして認められる事項（C）」については 6 つの復興支援ニーズがあげられた。

　以上の（A）8 項目、（B）12 項目、（C）6 項目計 26 の復興支援ニーズは、復興・開発支援重点

　　分野の分類では、緊急援助－ 0、再融和－ 1、治安維持－ 6、社会基盤整備－ 4、ガヴァナン

38）2001 年 11 月 19 日、MOJ とのインタビュー調査
39）2001 年 10 月 30 日、梅崎前援助調整専門家とのインタビュー調査
40）2001 年 11 月 13 日、NGO フォーラムとのインタビュー調査
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「紛争の結果生み出され、対処しなければ再発要因となりうる事項（B）」は、現地調査の結

果を踏まえて最終的に 17 のニーズが確認された。新たな再発要因としてあげられたものは、

B2）過去の戦争犯罪・人権違反に対して責任を問われない問題、B13）外国直接投資の減少、

B14）対外債務の悪化、B15）経済統合（特に貨幣制度）の欠如、B16）不十分な森林資源の管

理、の 5 つである。また、「食糧の欠乏」については、カンボディアにおける紛争の関連では

大きな問題ではないことが現地調査にて明らかになった。「戦犯取締体制整備の遅延」及び「元

ポル・ポト派居住地域と他地域の格差拡大」については、より具体的にそれぞれ B6）クメー

ル・ルージュ裁判及びB17）旧クメール・ルージュ派が経済開発から取り残されることに改訂

した。なお、一部のニーズについては 2 つの分野にまたがっており、その場合は両分野に記

載している。

「紛争要因・再発要因とは関係が薄いが、復興支援ニーズとして認められる事項（C）」は、調

査前の分析結果から新たに加えられたものはなかったが、B8）対人地雷・UXO 問題について

は、将来の紛争再発に十分な関係が認められるとして、「紛争の結果生み出され、対処しなけ

れば再発要因となりうる事項（B）」とすることとしたので、最終的に 5 つの復興支援ニーズと

なった。

3 － 4 － 3　現地調査後の分析結果（各論）

復興支援ニーズ分析であげられたニーズのうち、紛争の結果生み出され、「対処しなければ

再発要因となりうる事項（B）」及び「紛争要因・再発要因とは関係が薄いが、復興支援ニーズ

として認められる事項（C）」に関する国内における調査と現地調査による分析は以下のとおり

である。

（1）紛争の結果生み出され、対処しなければ再発要因となりうる事項（B）

B1）難民帰還の遅延

大半の難民（約 363,000 人）は、1991 年のパリ協定締結後、1993 年の総選挙が行われる

までに帰還したが、そのとき帰還できなかった旧クメール・ルージュ派の約 46,000 人の難

民・国内避難民は、1998 年からポル・ポトが死去しクメール・ルージュが実質的に崩壊し

て以降 1999 年にかけてカンボディア北西部地域から帰還した41）。現在は、UNHCR の帰還

民に対する支援は縮小している。

帰還民と地元住民の間に全く対立がなかったわけではないが、帰還民の多くは地元に戻っ

たこともあり、順調に融和が図られてきたようである。

三角協力を実施している村の住民である 4 人の帰還民から聞き取りを行ったところによ

41）2001 年 11 月 20 日、UNHCR からのヒアリング
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ると、そのうち 1 人は 1979 年に避難し 1999 年まで帰還しなかったが、帰還が遅くなった

のは帰還しても地元住民にとけこめるかといった不安や帰還民に対する差別の危惧をあげ

ていた42）。

難民に関する最近の新しい動きとして、ヴィエトナムに居住する少数民族がカンボディ

アに難民として流入していることがあげられた。これは、近年ヴィエトナム政府が自国の

少数民族に対して抑圧的・差別的政策を打ち出していることが背景にあるようで43）、今後

の紛争要因となる可能性もあるため、引き続き注視する必要がある。

B2）過去の戦争犯罪・人権違反に対して責任を問われないこと

カンボディアにおいては、過去の戦争犯罪・人権違反のみならず、全般的に犯罪に対する

責任の追及が必ずしも十分ではない。裁判においては罰金だけで処理されるケースが多く、

現在のところ懲役が最高でも 5 年までであり、また執行猶予がないという刑法上の欠陥が

ある44）。また、麻薬犯罪については、死刑はなく禁固ないし罰金刑のみであり、そのうえ

取締体制も脆弱で、取締当局の腐敗も進んでいるということである45）。さらには、カンボ

ディアには免罪の慣習があり、この慣習を変えることは必ずしも容易ではないとの指摘も

あった46）。

B3）トラウマなど精神障害の蔓延

トラウマなど精神障害の蔓延状況については、統計等の不備もあって全体像は明らかで

はないが、長い内戦や内戦に伴う強制的な移住体験、家族の喪失によってトラウマやうつ

病などの精神保健課題を抱える人が多く、実際の戦闘は散発にしかなくなったにしても、そ

のたびごとに過去の恐怖体験をフラッシュバックさせたり、極端な不安・絶望状態になっ

てしまったりすることもあるとの報告もある47）。

本来であれば、精神障害の実態については、主管官庁である社会問題・労働・職業訓練・

青少年更正省が、統計データ等を有しているはずであるが、同省の権限及び予算が他のカ

ンボディア政府省庁よりも弱いこと、キャパシティの面でも劣ることもあって、右実態に

ついては十分な情報がない状況である。

また、社会的な問題として、ポル・ポト時代に行われた相互監視、隣人等に関する密告、

人権侵害や虐殺が相互不信を深く植えつけ、カンボディア人同士の対人関係に深い傷を残

42）2001 年 11 月 19 日、三角協力関係者からのヒアリング
43）2001 年 11 月 20 日、UNHCR からのヒアリング
44）2001 年 11 月 19 日、MOJ からのヒアリング
45）2001 年 11 月 5 日、原 JICA カンボディア事務所次長からのヒアリング
46）2001 年 11 月 15 日、カンボディア弁護士会からのヒアリング
47）手林佳正、開発福祉支援、社会的弱者の自立を図るためのソーシャルサービスに関する最終報告書（2000 年 1 月）
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しており、これが現在のカンボディアにおいて組織形成がうまく進まない48）、組織として

動こうとしない49）ことの要因の 1 つとなっているとの指摘が多々なされた。

B4）過剰な軍事費／兵員

過剰な軍事費と兵員が、現在のカンボディアにおける経済社会開発の妨げになっている

ことは、広く知られており、これは将来の紛争の再発要因にもなりうる。推測値では、1998

年における予算では、経常支出の約 24%、GDP に占める軍事・治安関係費は 2.8% と依然

として高い数値となっている50）。

高い軍事費を削減し、兵員を削減するために、1991 年以降何度か動員解除を計画したが、

クメール・ルージュの拒否等により計画は実施されず、2000 年 5 月になって 1,500 人の兵

士が除隊するパイロット事業がようやくスタートした51）。2001 年 10 月には全体計画が開始

され、12 月までに 15,000 人が除隊する予定である。

B5）小型武器の蔓延

小型武器をめぐる状況は改善されているといわれている。2、3 年前にはプノンペンにおい

ても一般市民が小型武器を保持・発砲する姿がごく普通に見られていたが、現在では少な

くなっているとのことであり52）、農村部においても小型武器に係る問題は大きな問題では

なく、農民側も武器を廃棄して治安を維持する方に関心があるとのコメントも聞かれた53）。

しかしながら、小型武器の問題についてはいまだ解決すべき課題は多い。具体的には、カ

ンボディア国民の間に、治安がまだ全般的に不安定なため自衛目的に武器を保持しようと

する意識があること、国境から武器の流入が十分にコントロールできていないといった指

摘があった54）。プノンペンの闇市場では、いまだに 40 米ドルくらいで武器を手に入れるこ

とができるようである55）。さらに、政府における汚職の問題と関連して、いったん武器を

回収しても回収後の管理を行う政府役人が武器を闇市場に横流しして資金源としてしまう

といった問題も指摘された56）。

B6）クメール・ルージュ裁判

旧ポル・ポト派に対する裁判について、カンボディア政府は、ポル・ポト派に対する行き

48）2001 年 11 月 19 日、三角協力日本人関係者からのヒアリング
49）2001 年 10 月 30 日梅崎前援助調整専門家、及び 2001 年 11 月 5 日原 JICA カンボディア事務所次長からのヒアリング
50）カンボディア経済財務省予算法を基に JICA カンボディア事務所が計算。
51）同上
52）2001 年 11 月 12 日、藤本 JICA 専門家との個別インタビュー調査
53）2001 年 11 月 14 日、農村開発省とのインタビュー調査
54）2001 年 11 月 14 日、内務省とのインタビュー調査
55）2001 年 11 月 15 日、EU とのインタビュー調査
56）2001 年 11 月 13 日、NGO フォーラムとのインタビュー調査
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過ぎた措置は、かえってカンボディア国内における融和を妨げる可能性があり、明確な形

でクメール・ルージュ派の虐殺・人権侵害の責任を糾弾するべきではないとの考え方をもっ

ており、本件は国内問題であるので、「国際犯罪法廷を設置するべきである」という国際社

会からの要請は内政干渉であるとの立場であるが57）、他方、ローカルNGO やカンボディア

弁護士会などは、和平と正義は共に実現されるべきであり、国民和解をもって正義を犠牲

にし過去のクメール・ルージュによる虐殺・人権違反が見逃されてはならないとの考え方

で、国際犯罪法廷を設置する必要があるとの立場である58）。

B7）非合法社会の構造化（薬物・軍等）

麻薬や軍といった非合法社会にかかわる問題については、問題の性質上、実態を把握す

ることは困難であるが、関係者との聞き取り調査から本問題の深刻さがうかがえる。薬物

の問題については、1990 年以降カンボディアでは、大規模な生産は行われていないものの

国外から流入していることが指摘されており59）、特に、タイにおける薬物取締が厳しくなっ

たこともあって、カンボディアが薬物等の流通の迂回地として利用されるケースが増えて

いるようである60）。また、最近では薬物の取引だけではなく、カンボディア国民による薬

物の使用がプノンペン市、シェムリップなどの都市部を中心により大きな問題となってい

る61）。1999 年 12 月からの 1 年間において、49 件 119 人が薬物の不法所持で検挙されてお

り、検挙される薬物も覚せい剤、大麻、モルヒネ、アヘン、そしてヘロインと多岐にわたっ

ている62）。

軍部の政治、経済、社会への介入についての問題は、カンボディアにおける紛争解決の方

法が“金”と“武力”と言われてしまうほどであり、政府要職のポスト配分、森林伐採権や

土地配分の問題をめぐって、いまだ軍部や警察の影響力が強いといわれている63）。

B8）対人地雷・UXO 問題

紛争終結後 10 年以上たった今も非常に多くの地雷や不発弾が未処理のまま残存してい

る64）。地雷やUXO が埋設しているため、活用できる土地が限定されており、土地をめぐる

紛争に寄与する可能性があることから、ここでは、対人地雷・UXO 問題を「紛争の結果生

み出され、対処しなければ再発要因となりうる事項（B）」としている。地雷はカンボディア

57）2001 年 10 月 30 日、梅崎前援助調整専門家とのインタビュー調査
58）2001 年 11 月 15 日カンボディア弁護士会とのインタビュー調査、及び 2001 年 11 月 19 日ADHOC とのインタビュー調査
59）2001 年 11 月 14 日、内務省とのインタビュー調査
60）2001 年 11 月 13 日、JICA カンボディア事務所職員とのインタビュー調査
61）2001 年 11 月 14 日、内務省鈴木専門家とのインタビュー調査
62）国家警察薬物取締局、2000 年カンボディア警察薬物事犯検挙状況
63）2001 年 11 月 5 日、JICA アジア第一部インドシナ課とのインタビュー調査
64）CMAC の推計では、地雷だけで全国に400 ～ 600 万個残存するとされている。（小向絵理、国際協力事業団編、カンボディ
ア国別援助研究会報告書第 2 章第 8 節地雷除去・被災者支援・除隊兵士支援、309）
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北西部、特にクメール・ルージュの支配地域であったタイ・カンボディア国境に多く残さ

れており、不発弾は米国がヴィエトナム戦争の関連で、歴史上これまでにない規模の空爆

を行ったカンボディア・ヴィエトナム国境（カンボディア東部）に、非常に多く残っている

65）。地雷・UXO の年間被災者数についても、1732 人（1997 年）、1742 人（1998 年）、及び

1019 人（1999 年）となっている66）。

地雷・UXO 問題は、一般の国民生活及び経済社会開発におけるいまだ大きな障害ではあ

るものの、地雷・UXO 問題に関する国民の認知が深まったこともあってか、近年地雷・UXO

被災者は減少傾向にある。

B9）土地所有システム確立の遅延

土地所有制度に関しては、ADB 策定の土地法案が国会を通過したものの、いまだに脆弱

である。また、土地所有証書は発行されているものの、手続きにお金がかかり、貧困層や文

盲層といった社会的弱者には不利な状況が続いているとの説明もあった67）。

難民帰還に際しての土地配分にかかわったUNHCR によれば、土地をめぐる紛争は、非常

にセンシティブな問題ではあり、カンボディア難民の帰還に際して問題となったケースも

多少見られたが、おおむねスムーズであったとのことである68）。これは、もともと居住し

ていた地域に戻った帰還民が多く、おおむね帰還民の親族・親戚が帰還民の土地を管理し

ていたこと69）、土地を他の農民に所有されていた帰還民に対してはUNHCR がお金を与え

たため70）と考えられる。地雷除去との関連では、1998 年ごろまでは地雷除去を行った土地

の配分につき、高級官僚や軍部が影響力を利用して土地を横取りしてしまうといった問題

も生じていたが、1999 年 5 月にカンボディア政府が、地雷除去地の選定など地雷除去の計

画策定、除去地の活用方法の決定過程における透明性とアカウンタビリティーを向上させ

るため、バッタンバン州とバンテアイメンチャイ州に土地活用開発計画（Land Use Plan-

ning Unit：LUPU）を設置する等改善策を講じている71）ほか、近年はNGO や地域住民の参

加を得たうえで土地利用計画を作成する等地域住民や社会的弱者に対する配慮が行われる

ようになったこともあり、地雷除去と土地の問題についてはあまり問題となってはいない

とのことであった72）。

65）2001 年 11 月 15 日 CMAC とのインタビュー調査
66）小向絵理、国際協力事業団編、カンボディア国別援助研究会報告書　第 2 部第 2 章第 8 節　地雷除去・被災者支援・除隊
兵士支援、310

67）2001 年 11 月 5 日、原 JICA カンボディア事務所次長とのインタビュー調査
68）2001 年 11 月 20 日、UNHCR とのインタビュー調査
69）同上
70）2001 年 11 月 19 日、Srei Krong Reach Village における村民とのインタビュー調査では、4 人の帰還民のうち、戻ったと
きには既に土地は他の農民に所有されていたという帰還民が 2 人いたが、2 人とも UNHCR から資金を配給された。

71）小向絵理、国際協力事業団編、カンボディア国別援助研究会報告書　第 2 部第 2 章第 8 節　地雷除去・被災者支援・除隊
兵士支援

72）2001 年 11 月 15 日 CMAC とのインタビュー調査
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他方、土地紛争は何万件も起きており、有力者(軍関係者、高級官僚)が土地を接収する

ケースもいまだ多々見られるとの指摘もある73）。

B10）国家歳入・歳出の不適切な管理

カンボディアの国家財政は、歳入の不足と大きな歳出需要により、恒常的な財政赤字を

抱えている（1998 年度はGDP の約 3.9%）74）。右に対しては、徴税能力の向上、付加価値税

の導入等による歳入の増加、及び兵員・公務員の削減を通じた歳出の削減による財政改革

の遂行が急務の課題としてあげられているものの75）、必ずしも進捗ははかばかしくなく、今

後の展望も明らかではないようである。カンボディアにおいて関税は、歳入の約 4 割、税収

入の約 6 割を占めているが、今後はアセアン自由貿易圏（ASEAN Free Trade Area：AFTA）

への加盟により関税率の引き下げが予定されていることと、歳出についても、いまだ防衛

費特に職業軍人の給与が歳出の大きな割合（防衛費は歳出の約 4 割）を占めているという問

題がある。

現地調査においても、税財源拡大による歳入枠の拡大76）、及び支出管理徹底の必要性が

指摘された77）。さらに、予算不足の具体的な影響として社会セクターに対するしわよせが

表出しており、例えば職業訓練学校の経営が困難になっていたり、ストリート・チルドレ

ンの保護については今年（2001 年）の予算はないとの声が聞かれた78）。

また、カンボディアの国家財政の 4 割は外国からのODA によって支えられている79）。外

国の援助への過剰な依存は、カンボディアの持続的な発展には大きな障害となりうる。

B11）経済発展の阻害・停滞の促進

カンボディア経済の発展を阻害する要因として、人材の不足、法制度の不備、外国直接投資

の減少、対外債務の増加、政府のキャパシティの低さ、貿易など様々な要因が関係している。

法制度の不備は、ガヴァナンスの問題として重要であるのみならず、経済的観点から見

た場合にも極めて重要である。例えば、現地調査でも指摘があったように、投資家である

外国人が訪れた際に彼らの安全や権利を守り、カンボディア国民にとっても財産権の保障

をするために、経済関係法は経済活動の基礎となるものであり、経済関係法の不備は測定

しがたい様々なマイナスの影響を与えていると考えられ80）、民法の起草は経済発展には欠

73）2001 年 11 月 5 日、原 JICA カンボディア事務所次長とのインタビュー調査
74）廣畑伸雄、国際協力事業団編、カンボディア国別援助研究会報告書　第 2 部第 1 章第 2 節　経済、46
75）同上
76）2001 年 11 月 14 日、CDC とのインタビュー調査
77）2001 年 11 月 13 日、世界銀行とのインタビュー調査
78）2001 年 11 月 14 日、社会問題・労働・職業訓練・青少年・更正省（MoSALVY）とのインタビュー調査
79）廣畑伸雄、国際協力事業団編、カンボディア国別援助研究会報告書　第 2 部第 1 章第 2 節　経済
80）200１年 11 月 19 日、MOJ とのインタビュー調査
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かせないといえる。

また、カンボディアが他のアジア諸国のように、輸出指向型の経済発展の道を進むので

あれば、貿易は極めて重要である。しかしながら、カンボディアの主要な輸出品は織物か

つ主に米国向けであるため、今後の中国の世界貿易機関（World Trade Organizat ion：

WTO）加盟と、米国・ヴィエトナムの経済関係強化という 2 つの要因により、カンボディ

アの貿易は今後数年以内に大きな影響を受けると予測されている81）。

B12）失業者の増加

カンボディアの全国平均の失業率は 5.3％と高い数値である82）。カンボディアでは、18 歳

以下の少年人口の比率が総人口の 51.7％と約半数以上を占めており、これはこの国の過半

数の人口が十数年の間には労働力人口となること、つまり雇用の需要が急増することを意

味している83）。

また、都市部と農村部を比較した場合、都市部における失業率は 9.2％と農村部の 4.7％

より高くなっているうえ、地方から都市部への人口流入が近年増えている84）ことから、こ

の先、失業問題に関しては、特に都市部における雇用確保が重要な課題となることが予測

される。

B13）外国直接投資（FDI）の減少

カンボディアにおいては、1994 年に新しい投資法が施行されて以降、投資が増加してき

たが、1997 年の政情不安、アジアの通貨危機等の影響により、1998 年以降は伸び悩み傾向

にある85）（表 3 － 5 参照）。

表 3 － 5　投資認可件数・額の変移

以上のような状況に対して、今後は民間部門とも連携していくことで、外国直接投資

（FDI）を促す環境づくりに励む必要があるとの見解が示されているが86）、具体的な施策・戦

81）2001 年 11 月 13 日、世界銀行とのインタビュー調査
82）田野倉悟（職業訓練アドバイザー）、カンボディア職業訓練分野に係る基礎調査報告書（本編）
83）同上
84）同上
85）廣畑伸雄、国際協力事業団編、カンボディア国別援助研究会報告書　第 2 部第 1 章第 2 節　経済、52 － 53
86）2001 年 11 月 14 日、CDC とのインタビュー調査
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略については必ずしも明らかではない。

B14）対外債務の悪化

援助機関からの融資が増加していることもあって、債務残高は継続的に増加している。

1994 年には、約19 億ドルの対外債務残高であったのが、1995 年には 20 億ドル、1996 年に

は 21 億ドルとなっている87）。また、1985 年以前の二国間対外債務については、1995 年 1 月

のパリクラブの合意により、リスケジュールされることとなった。一方、金額の大きい対

ロシア・ルーブル建ての債務の処理交渉は進んでおらず、今後の課題として残されている88）。

B15）経済統合（特に貨幣制度）の欠如

現地調査において、カンボディア農村部の経済はいまだに自給自足体制であり、農民の

85% は自家消費用にしか米を生産しておらず、今後はいかに付加価値の高い野菜の生産や

畜産を推進していくかがポイントであるとの指摘や89）、農村部を経済的に統合し相互依存

を深めていくことで国家としての統合・再融和が図られるのではないかとの指摘もあり90）、

市場経済化に備え、農村部に貨幣経済を浸透させていくことが課題として明らかにされた。

B16）不十分な森林資源管理

本問題は環境問題としても重要であるが、森林伐採権の販売に際して、販売による支払

いが国庫に収められないことが大きな問題であるとすれば91）、より本質的にはガヴァナン

スの問題であることが調査によって明らかになった。世界銀行や国際通貨基金

（International Monetary Fund：IMF）もカンボディア政府による財政管理の透明性の向上

に焦点を当てている92）。

B17）旧クメール・ルージュ派が経済開発から取り残されること

カンボディアには免罪の慣習があること93）等の理由もあり、旧クメール・ルージュ派と

そうでない国民との間の対立や差別は、カンボディアの文化的な寛容さもあってか、当初

予想していたほど大きなものではないようである。クメール・ルージュとクメール・ルー

ジュ以外の人たちとの間の和解より、むしろクメール・ルージュ内部の対立や衝突の方が

87）廣畑伸雄、国際協力事業団編、カンボディア国別援助研究会報告書　第 2 部第 1 章第 2 節　経済、48
88）同上、48
89）2001 年 11 月 5 日、JICA アジア第一部インドシナ課とのインタビュー調査
90）2001 年 11 月 21 日、日加ミッション参加者による最終打ち合わせにおけるカナダ側よりのコメント
91）2001 年 10 月 30 日、梅崎前援助調整専門家とのインタビュー調査
92）2001 年 11 月 13 日、世界銀行とのインタビュー調査
93）2001 年 11 月 15 日、カンボディア弁護士会とのインタビュー調査
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問題であるとの指摘もあった94）。難民や国内避難民の帰還に際しても帰還民のほとんどは

女性や子供であったため、そもそも政治性が問題にならなかったとの認識が示された95）。

しかしながら、旧クメール・ルージュが居住していた地域は、タイ国境付近でありアクセ

スの容易な地域ではないこともあって、同地域の復興・開発の遅れが指摘されている96）。例

えば、保健・医療サービスの面において、旧クメール・ルージュ派が居住していた地域への

支援は、危険度との関係で制約があるため支援が大幅に遅れており、当該地域における結

核はかなり深刻であるとの報告97）がある。

（2）紛争要因・再発要因とは関係が薄いが、復興支援ニーズとして認められる事項（C）

C1）破壊されたインフラ

交通、国土保全、電気通信、電力等の社会資本整備は、カンボディアは内戦以前の 1960

年代までは近隣諸国と比肩する水準を維持していたが、それ以降の内戦によりインフラは

大きな損害を受けたと言われている98）。内戦終了後、カンボディア政府による社会資本関

係への投資は、対歳出及び対GDP で見ても高い水準を維持してきており、洪水等国土保全

を除けば、交通、電気通信、及び電力においては、当面最低限の需要を満たす水準に達しつ

つある。

特に紛争が激しかった北西部のポル・ポト地域は相当のインフラが破壊されており、貧

困が激しい東部地域と併せて、インフラの修復は特に重要と思われる。

C2）悪化した医療・衛生状況（感染症の増加）

1970 年代のポル・ポト時代に医師は虐殺の対象となり、全国で 40 人近くまで医師が減少

したと言われる。また、人材のみならず、医療施設、医療にかかる教育・研修制度等すべて

の面における知識・経験が内戦によって失われてしまった。内戦終了後は、保健・医療にか

かる復興が始まっているものの、主要な保健・衛生指標である妊産婦死亡率は 100,000 人中

470 人（1980 － 1999 年）、5 歳未満児死亡率は、1,000 人中122 人（1999 年）、乳児死亡率は、

1,000 人中 86 人（1999 年）、出生時平均余命は、56.5 歳（1995 － 2000 年）と、タイやヴィ

エトナム等近隣国と比べても悪い状況にある99）。さらに、いまだ結核を含む感染症の問題

が大きい100）。

  94）11 月 13 日、CDRI とのインタビュー調査
  95）2001 年 11 月 20 日、UNHCR とのインタビュー調査
  96）同上
  97）2001 年 11 月 20 日、CENAT とのインタビュー調査
  98）金子彰・足立隼夫、国際協力事業団編、カンボディア国別援助研究会報告書  第 2 部第 2 章第 3 節  社会資本の整備、205
  99）UNDP、人間開発報告（2001 年）、なお、タイの妊産婦死亡率は100,000 人中 44 人（1980－1999 年）、5 歳未満児死亡率は、
1,000 人中 30 人（1999 年）、乳児死亡率は、1,000 人中 26 人（1999 年）、出生時平均余命は、69.6 歳（1995－2000 年）、
ヴィエトナムの妊産婦死亡率は100,000 人中 160 人（1980－1999 年）、5 歳未満児死亡率は、1,000 人中 40 人（1999 年）、
乳児死亡率は、1,000 人中 31 人（1999 年）、出生時平均余命は、67.2 歳（1995－2000 年）となっている。
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現地調査においては結核の問題を中心にインタビュー調査を行った。カンボディアは、ア

ジアではアフガニスタンと並んで結核罹患率（人口当たり患者発生数）の最も高い国（500

人以上／ 100,000 人）で、アフガニスタン（325 人／ 10 万人）がこれに次いでおり紛争と疾

患との関連が示唆される。これはカンボディアの場合、長期内戦で全く治療が施されず感

染率が急騰したことに関連があるとの説明もあった101）。特に結核患者に占める女性の割合

が異常に高いことが明らかにされた102）。

C3）有能な人材の欠乏

長期間にわたる内戦による死亡や国外流出に加えて、1970 年代のポル・ポト政権下にお

いていわゆる知識人や中産階級が大量に虐殺され、教育制度そのものが否定されたこと等

の要因が重なって、現在の国づくりの中核となるべき 40 ～ 50 代の人材がほとんどすべて

の分野において大きく不足している103）。統計データは不備ではあるが、ポル・ポト時代に、

弁護士の 90％が殺害され、医師が 40 人まで虐殺され減少したとの推計がある。

また、現在カンボディアで働いている人々についても問題は大きい。ポル・ポト時代の影

響もあってか、対人関係における相互不信が大きいため組織として行動しない104）という指

摘があった。フランス、ヴィエトナムによる植民地支配の負の遺産、あるいはポル・ポト時

代における恐怖政治の影響によるものである等様々な見解がある105）が、カンボディア人は

一般的に受身的に対応してしまい積極的にイニシアティブをとって物事を進めることをし

ない、自分で何かを考え出す能力が抑制されている106）との指摘もある。

さらに、人材育成との関連ではインセンティブの問題も大きく、これは財政難にあえぐ

カンボディア政府にとって深刻である。カンボディア人にとっては収入面で見た場合、国

際機関で働くことが最も待遇がよく、次いで国際NGO、民間セクター、最後にカンボディ

ア政府関係機関となっており、公務員の月給は大体 15 ～ 20 米ドルで、繊維工場の女性工

場労働者の最低賃金である月給 45 米ドルと比較しても著しく低くなっており107）、カンボ

ディア政府が有能な人材をつなぎとめておくことが著しく困難になっている108）。例えば、感

染症の医師は、結核やマラリア等の感染症では患者から診察料を徴収できない場合が多く

（公衆衛生施策として、無償治療が原則である）、十分な収入が得られないため（月給は 15

101）2001 年 11 月 20 日、CENAT とのインタビュー調査
102）同上
103）2001 年 11 月 5 日、JICA アジア第一部インドシナ課とのインタビュー調査
104）2001 年 11 月 5 日原 JICA カンボディア事務所次長、及び元三角協力アシスタント・プロジェクト・マネージャーとのイ
ンタビュー調査

105）同上
106）2001 年 10 月 30 日梅崎前援助調整専門家とのインタビュー調査
107）2001 年 11 月 13 日、JICA カンボディア事務所職員との個別インタビュー調査
108）例えば、2001 年 11 月 14 日農村開発省とのインタビュー調査、2001 年 11 月 14 日内務省鈴木専門家とのインタビュー調
査、2001 年 11 月 19 日MOJ とのインタビュー調査
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～ 25 米ドル）、有能な医師は他分野に流れてしまったり109）、裁判官は給料が月 20 米ドル

と低いために汚職に走らざるを得ないという状況110）も報告された。

C4）地雷被災者・紛争による障害者の増大

紛争が終結し、地雷に対する国民の意識が向上したことで、紛争や地雷による障害者の

発生数は減少傾向にはあるものの、いまだ多くの国民が犠牲となっている。地雷・UXO の

被災者数は、1,732 人（1997 年）、1,742 人（1998 年）、1,019 人（1999 年）と推移している111）。

被災の状況は、けがが 55％と最も多く、四肢のいずれかを失う（26％）、死亡（19％）と続

く112）。被災者は一般市民が 91％、軍人が 9％となっており、一般市民が被災する割合が圧

倒的に高い113）。また 18 歳以上男子、18 歳以上女子、18 歳未満の子供という分類でみた場

合、それぞれ 63％、7％、そして 30％となっており、子供が被災する割合が高い事実が明

らかにされている114）。

現地調査においても、貧困家庭の子供たちが国境を越えようとして地雷の被害にあって

いる115）、主要道路、学校、病院は地雷除去が行われたものの、農民にとって重要な農地の

地雷除去が進んでおらず、ピーナッツやトウモロコシ等の作物の栽培で、焼畑農業で農地

を開墾する際に地雷の被害に遭うことが今でもあるとの声が聞かれた116）。

C5）寡婦・戦争孤児問題

寡婦や戦争孤児といった問題については、主管官庁である社会問題・労働・職業訓練・青

少年・更正省が、統計データ等を有しているはずであるが、同省の権限及び予算が他のカ

ンボディア政府省庁よりも弱いこと、キャパシティも不十分であるため、実態については

十分な情報がない状況であるが、各種報告によりその問題の深刻さはある程度浮き彫りに

されている。

社会問題・労働・職業訓練・青少年・MoSALVY によれば、1979 年のポル・ポト時代以

降、両親を失った子供が増え、現在 20 の政府の孤児センターがあり、約 2,000 人の孤児が

保護されており（今年 10 月の時点で1,973 人）、NGO が経営する孤児センターは 21 か所あ

り、都市部で約 1,233 人の子供が保護を受けている117）。また、現地調査では、最近では多

109）2001 年 11 月 20 日、CENAT とのインタビュー調査
110）2001 年 11 月 15 日、カンボディア弁護士会とのインタビュー調査
111）小向絵理、国際協力事業団編、カンボディア国別援助研究会報告書　第 2 部第 2 章第 8 節　地雷除去・被災者支援・除
隊兵士支援、310

112）同上
113）同上
114）同上
115）2001 年 11 月 14 日、社会問題・労働・職業訓練・青少年・MoSALVY とのインタビュー調査
116）2001 年 11 月 16 日カンボディア地雷対策センター地雷除去プロジェクト視察の際における Phunn Pann サムロット地区
長に対する個別とのインタビュー調査（地域住民から）

117）2001 年 11 月 14 日、MoSALVY とのインタビュー調査
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くの子供が母親から引き離され、安い労働力として使われる強制児童労働や、児童売春や

児童の薬物使用の問題も深刻になりつつあるとの報告があった118）。

3 － 5　他の側面からの優先度づけ

他の側面からの優先度づけの目的は、これまで導き出された様々な復興支援ニーズから優先ニー

ズを特定することであり、具体的には、本分析手法を用いる機関・組織は、途上国の国家開発計

画、他ドナーの動向、本分析手法を用いる機関・組織の戦略・政策等を考慮して、優先ニーズを

特定する。

本項においては、JICA がカンボディアにおいて支援計画の妥当性の評価を行うことを想定して、

他の側面からの優先度づけを行う。

3 － 5 － 1　カンボディア政府の国家開発計画と重点分野

カンボディア政府の国家開発計画と重点分野は、政治、経済、社会といったあらゆる分野

にわたっており、これら重点分野の変遷を単純化して示すことは困難であるが、（第 I 期）パ

リ和平協定（1991 年）から国連カンボディア暫定機構（UNTAC）の撤退（1993 年）まで、（第

II 期）UNTAC 撤退からカンボディア自身による総選挙（1998 年）まで、（第 III 期）総選挙以

降現在までの 3 期に分けてカンボディア政府の国家開発計画と重点分野を考えることとする。

（1）第 I 期：パリ和平協定からUNTAC の撤退まで（1991－1993 年）

パリ和平協定は、正式名称が「カンボディア紛争の包括的な政治解決に関する協定」であ

ることから明らかであるように、軍事、政治、国際保障119）、選挙、難民の帰還、新憲法の

原則等の政治やガヴァナンスを中心的に規定している。なかでも、難民の帰還、総選挙の

実施、武装解除・動員解除は優先事項とされていた。国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)

は 36 万あまりの難民の帰還を選挙施行前に達成し、UNTAC は、クメール・ルージュの反

対によって、武装解除・動員解除はできなかったが、1993 年 5 月に総選挙を実施した。そ

の後の憲法採択と連立政権の成立によって、国家の統治の基本的な枠組みが定まったこと

により、パリ和平協定で提示された政治面のニーズはある程度達成されたといえる。

（2）第 II 期：UNTAC の撤退からカンボディア自身による総選挙まで（1994－1998 年）

基本的な国家の枠組みができあがると、経済及び社会に関する様々な復興開発ニーズが

118）2001 年 11 月 14 日、社会問題・労働・職業訓練・青少年・MoSALVY とのインタビュー調査
119）国際保障とは、パリ和平協定のなかの 1 項目であり、大国や近隣諸国が不当にカンボディアに介入しないことを約束し
たものである。
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現れはじめた。新国家成立後初めて本格的・総合的な国家開発計画として策定された「国家

復興開発計画（National Programmed to Rehabilitate and Develop Cambodia：NPRD）」に

おいては、①カンボディアの法治国家としての確立、② 2004 年までに GDP を倍増するた

めの経済の安定化及び構造調整、③人材育成及び国民の生活向上のための教育、医療の充

実、④インフラストラクチャー及び公共施設の復興・整備、⑤国内経済の地域経済及び国

際経済への再統合、及び⑥農村開発重視及び自然資源と環境持続的な維持管理、の 6 つの

開発目標が定められているが、復興開発ニーズを総花的にあげた形になっている。

多様なカンボディアの復興ニーズに優先順位づけを行ったものとして、1994 年の第 2 回

カンボディア復興国際委員会（ICORC）と1996 年に策定されたSEDP がある。ICORC にお

いては、カンボディア政府と主要ドナーの間で、当面の支援重点分野を、①農業、②インフ

ラストラクチャー整備、③基本的生活ニーズ（Basic Human Needs：BHN）、④援助吸収能

力向上とすることで合意され、同重点分野は 1999 年のCG まで関係国の援助指針となった。

SEDP においては、地方開発を中心とする社会政策の重視を明確にしており、具体的には、

保健・給水・公衆衛生・初等教育・社会的弱者救済など貧困対策に資する分野を重点とし

ている。さらに、貧困層の 90％が地方に在住することもあって、公共投資の比率を農村部

65％、都市部 35％とするべきであるとしている。ただし、同ペーパーの作成は、ADB 主導

で進められたこともあり、オーナーシップの点で問題点を指摘する意見120）もある。

（3）第 III 期：総選挙以降現在まで（1999 － 2001 年）

1997 年の武力衝突後の1998 年、カンボディアが国連の主導ではなく、自ら選挙を実施し

成功させたことは重要な転機となった。右成功を踏まえ、1999 年に東京で開催された第 3

回 CG は、カンボディアの発展と繁栄に向けたプロセスを開始するうえで重要な節目と位置

づけられた。同CG では、①グッド・ガヴァナンス、②経済振興、③インフラストラクチャー、

④教育・人的資源開発、⑤農産物・食糧増産、⑥保健サービスの充実、⑦森林資源管理が重

点分野とされ、翌年のCG においては、この7 分野に変化はなかったが、行政機構や汚職等、

ガヴァナンスの問題が最重点事項とされた。

貧困削減も重点課題とされている。カンボディアは、世銀のイニシアティブの下、貧困削

減戦略ペーパー（PRSP）を作成中であり、2001 年に暫定PRSP を策定している。同ペーパー

は、貧困対策として、①経済成長の促進、②所得と財の分配の改善、社会政策の推進をあげ

ている。しかしながら、カンボディアは、同時に第 2 次社会経済開発計画（SEDPII）の策定

にも取りかかっており、PRSP と SEDPII との関係そどのように位置づけるかが問題視され

ている。

120）カンボディア事務所聞き取り
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（2）第 II 期：UNTAC の撤退からカンボディア自身による総選挙まで（1994－1998 年）

基本的な国家の枠組みができあがると、経済及び社会に関する様々な復興開発ニーズが

現れはじめた。新国家成立後初めて本格的・総合的な国家開発計画として策定されたNPRD

においては、①カンボディアの法治国家としての確立、② 2004 年までに GDP を倍増する

ための経済の安定化及び構造調整、③人材育成及び国民の生活向上のための教育、医療の

充実、④インフラストラクチャー及び公共施設の復興・整備、⑤国内経済の地域経済及び

国際経済への再統合、及び⑥農村開発重視及び自然資源と環境持続的な維持管理、の 6 つ

の開発目標が定められているが、復興開発ニーズを総花的にあげた形になっている。

多様なカンボディアの復興ニーズに優先順位付けを行ったものとして、1994 年の第 2 回

ICORC と 1996 年に策定された SEDP がある。ICORC においては、カンボディア政府と主

要ドナーの間で、当面の支援重点分野を、①農業、②インフラストラクチャー整備、③BHN、

④援助吸収能力向上とすることで合意され、同重点分野は 1999 年の CG まで関係国の援助

指針となった。SEDP においては、地方開発を中心とする社会政策の重視を明確にしており、

具体的には、保健・給水・公衆衛生・初等教育・社会的弱者救済など貧困対策に資する分野

を重点としている。さらに、貧困層の 90％が地方に在住することもあって、公共投資の比

率を農村部 65％、都市部 35％とするべきであるとしている。ただし、同ペーパーの作成は、

ADB 主導で進められたこともあり、オーナーシップの点で問題点を指摘する意見121）もあ

る。

（3）第 III 期：総選挙以降現在まで（1999 － 2001 年）

1997 年の武力衝突後の1998 年、カンボディアが国連の主導ではなく自ら選挙を実施し成

功させたことは重要な転機となった。右成功を踏まえ、1999 年に東京で開催された第 3 回

CG は、カンボディアの発展と繁栄に向けたプロセスを開始するうえで重要な節目と位置づ

けられた。同CG では、①グッド・ガヴァナンス、②経済振興、③インフラストラクチャー、

④教育・人的資源開発、⑤農産物・食糧増産、⑥保健サービスの充実、⑦森林資源管理が重

点分野とされ、翌年のCG においては、この7 分野に変化はなかったが、行政機構や汚職等、

ガヴァナンスの問題が最重点事項とされた。

貧困削減も重点課題とされている。カンボディアは、世銀のイニシアティブの下、PRSP

を作成中であり、2001 年に暫定 PRSP を策定している。同ペーパーは、貧困対策として、①

経済成長の促進、②所得と財の分配の改善、社会政策の推進をあげている。しかしながら、

カンボディアは、同時に SEDPII の策定にも取りかかっており、PRSP と SEDPII との関係

そどのように位置づけるかが問題視されている。
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（4）結論（図 3 － 1 参照）

カンボディア政府の国家開発計画と重点分野を見ると、和平協定以後現在まで一貫して、

ガヴァナンス、経済、社会にわたる包括的ニーズがあることは変わらないものの、時期に

よって重点とされているニーズには違いがみられる。第 I 期においては、難民の期間、武装

解除・動員解除、総選挙の実施、憲法の制定等、基本的統治機構に関するガヴァナンス面の

ニーズが中心であったのに対し、第 II 期において、社会面でのニーズが重点で、続いて経

済的なニーズに焦点が当てられていたようである。第 III 期である 1999 年以降は、ニーズ

は多様化し、行政機構のキャパシティ・ビルディングや汚染等のグッド・ガヴァナンス、貧

困削減、経済成長、インフラ整備、教育・人的資源開発等のBHN のほか、森林資源管理な

どがあげられる。

3 － 5 － 2　日本政府の対カンボディアODA 政策と重点分野

カンボディア政府の国家開発計画と重点分野同様、（第 I 期）パリ和平協定(1991 年)から

UNTAC の撤退(1993 年)まで、（第 II 期）UNTAC の撤退からカンボディア自身による総選挙

（1998 年）まで、（第 III 期）総選挙以降現在までの 3 期に分けて、日本政府の対カンボディア

ODA 政策と重点分野の変遷の分析を行った結果、以下のとおりとなった。

（1）第 I 期：パリ和平協定からUNTAC の撤退まで（1991－1993 年）

日本政府は1967 年度から 1973 年度の間に、有償資金協力15.7 億円、無償資金協力26 億

3,800 万円、技術協力 16 億 6,300 万円の実績がある。カンボディア情勢の悪化に伴い 1974
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年以降二国間援助は停止されていたが、1989 年度の難民を対象とする人道援助を皮切りに

援助が再開された。援助再開後は、プロジェクトを緊急に対応すべき協力と中長期的な観

点に立って実施すべき協力に分類し、緊急性の高い案件及び日本が過去に実施したプロジェ

クトのフォローアップ案件についてのみ、選挙実施前であっても協力を実施した。協力形

態は、無償資金協力及び技術協力を中心として、行政部門及び運営管理部門の人材が極め

て不足していた当時の現状にかんがみ、制度構築を念頭に置いた協力が重視された。協力

重点分野は、①経済制度の改革と実施能力の向上、②農業生産性の向上、③持続的経済成

長のための基盤整備、④社会サービス向上のための基盤整備、と定められている。

（2）第 II 期：UNTAC の撤退からカンボディア自身による総選挙まで（1994－1998 年）

日本政府は、和平合意後の荒廃した国土の復旧・復興及び民主化に向けたカンボディア

の自助努力に対して、積極的に支援を行う方針を打ち出した。また、インドシナ諸国の安

定はアジア太平洋地域の平和と安定に重要という観点から、1995 年 2 月にはインドシナ総

合開発フォーラム閣僚会議も開催した。

対カンボディア援助方針の重点分野は 1993 年以前と同様に、人道援助を中心に緊急に必

要とされる援助を実施しつつ、カンボディアの援助受入体制を整備するとともに、中期的

にはカンボディア側が重視している農業、保健医療、エネルギー等の基礎的生活分野と、経

済インフラ及び人材育成分野に対して、無償資金協力及び技術協力を中心に援助を実施し

た。また、援助の実施に際しては、治安・安全確保に十分配慮すること、セクター・形態を

超えた総合的かつ有機的な連係を図り、援助効果を高めるために案件選定の段階での調整

を行うことが留意された。

（3）第 III 期：総選挙以降現在まで（1999－2001 年）

日本政府はDAC 新開発戦略の具体的実施、ハード面及び法制度等ソフト面の協力、官民

の有機的な連携、インドシナの広域的視点からの開発、治安への配慮を重視するようになっ

た。2000 年から 2003 年を対象期間とする対カンボディア JICA 国別事業実施計画では、①

カンボディアの協力受入れ能力が低いことにかんがみ、個別特定技術の移転はもとより、組

織・制度づくりを支える人材育成を中心とするキャパシティ・ビルディングが重要、② 20

年以上の長きにわたった内戦で破壊されたインフラの整備が不可欠である、との認識の下

に、①グッド・ガヴァナンス、②経済振興のための環境整備、③経済・社会インフラの整備、

④保健医療の充実、⑤教育の充実、⑥農業・農村開発、⑦地雷除去・被災者支援、⑧環境資

源管理の 8 項目を優先協力分野としている。また、カンボディアが後発開発途上国（Least

among Less Developed Countries：LLDC）であると同時に政治的に不安定であった理由



─ 72 ─

で、1968 年度以降供与されていなかった有償資金協力も、新政権による政治的安定と経済

再建への着実な進展にかんがみ、1999 年より再開されている。

（4）結論（図 3 － 2 参照）

1993 年以前においては、緊急性の高い案件、フォローアップ案件、経済制度改革、農業

生産性向上、経済基盤整備、及び社会サービス基盤整備が日本の対ODA 重点分野として掲

げられており、1994 年から 1998 年にかけては、農業、保健・医療、エネルギー、経済イン

フラ、人材育成、及び治安安全面の配慮が重点分野となっている。そして、1999 年以降現

在まで、グット・ガヴァナンス、経済振興のための環境整備、経済・社会インフラの整備、

保健医療の充実、教育、及び農業・農村開発の 6 分野が重点分野となっていることが見て取

れる。

3 － 6　支援計画作成／妥当性評価

3 － 6 － 1　支援計画作成／妥当性評価の概要

本項では、JICA が既に策定している対カンボディア国別事業実施計画を、平和構築の視点

からレビューする。しかしながら、本項目のタイトルは妥当性評価となっているものの、本

報告書においては以下の理由から同計画の評価を目的とはしていない。

平和構築は新しい概念であり、対カンボディア事業実施計画が策定され、同計画にあげら
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で、1968 年度以降供与されていなかった有償資金協力も、新政権による政治的安定と経済

再建への着実な進展にかんがみ、1999 年より再開されている。

（4）結論（図 3 － 2 参照）

1993 年以前においては、緊急性の高い案件、フォローアップ案件、経済制度改革、農業

生産性向上、経済基盤整備、及び社会サービス基盤整備が日本の対ODA 重点分野として掲

げられており、1994 年から 1998 年にかけては、農業、保健・医療、エネルギー、経済イン

フラ、人材育成、及び治安安全面の配慮が重点分野となっている。そして、1999 年以降現

在まで、グット・ガヴァナンス、経済振興のための環境整備、経済・社会インフラの整備、

保健医療の充実、教育、及び農業・農村開発の 6 分野が重点分野となっていることが見て取

れる。

3 － 6　支援計画作成／妥当性評価

3 － 6 － 1　支援計画作成／妥当性評価の概要

本項では、JICA が既に策定している対カンボディア国別事業実施計画を、平和構築の視点

からレビューする。しかしながら、本項目のタイトルは妥当性評価となっているものの、本

報告書においては以下の理由から同計画の評価を目的とはしていない。

平和構築は新しい概念であり、対カンボディア事業実施計画が策定され、同計画にあげら
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れているプロジェクトが計画・実施された際には、平和構築という概念は共有されていなかっ

た。当時の関係者は、和平が成立したばかりのカンボディアにおいて様々な援助ニーズがあ

るとの認識はもっていたものの、平和への配慮や、開発プロジェクトの平和に対するインパ

クトというようなことは意識していなかったと考えられる。したがって、本調査における妥

当性評価の目的は、仮に国別事業実施計画が策定された際に平和構築という考え方が考慮さ

れていたのであれば、計画にどのような違いがみられたかを明らかにすることで、今後の紛

争予防や平和構築という概念を意識して紛争後の復興開発支援を検討していくための提言・教

訓を提供することを主眼としている。

3 － 6 － 2　対カンボディア国別事業実施計画のレビュー結果

表3 －6（p.74 ～ 77）は、復興支援ニーズ分析においてあげられた、復興支援ニーズに、JICA

のプロジェクトがどのように対応しているかを示したものである。
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表 3 － 6 を概観して分かることは、JICA のプロジェクトは、これまでの分析によって得ら

れた様々な復興支援ニーズの多くに対応している。32 の異なった復興支援ニーズのうち直接

的に 18 ニーズ、間接的には10 ニーズに対応している（表3 － 6 参照）。直接的な対応とは、各

プログラムの目標が復興支援ニーズに対応する復興支援策に対応している場合であり、間接

的対応とは、プログラムの目標と復興支援策は対応していないが、プログラムを実施するこ

とによって、復興支援策の内容に貢献していると思われる場合である。間接的対応は、B1）難

民帰還の遅延、に対応する「農村開発計画」、A7）近隣国との対立関係、に対応して、三角協

力で ASEAN 専門家を登用したり、第三国研修を実施したりしていること、A9）農村部の地

理的な孤立、に対応する「国土交通網整備計画」「電力供給施設整備計画」「情報通信・放送整

備計画」「農業技術向上・普及計画」「農村開発計画」、A1）野党が政治的リソースヘアクセス

することが困難であること、A10）エリート政治への国民の参加が困難であること、に対応す

る「行政改革支援計画」、A4）貧富の格差、B15）経済統合の欠如に対応する「農業技術向上・

普及計画」「農村開発計画」、A6）中産階級の未発達、に対応する「産業振興」、B14）対外債務

の悪化、に対応する「財政改革支援計画」「公共投資管理計画」の例である。

分野ごとにみると、ガヴァナンス、再融和、治安維持、社会的弱者支援の分野においては、

対応が及んでいない復興支援ニーズもいくつかみられるが、経済復興や社会基盤整備分野に

おけるニーズにはすべて対応している。

個別の復興支援ニーズについてみると、JICA のプロジェクトが対応していない復興支援

ニーズは、B2）過去の戦争犯罪・人権違反に対して責任を問われないこと、B5）小型武器の

蔓延、B6）クメール・ルージュ裁判、A3）人権擁護意識の未発達、B9）土地所有システムの

確立の遅延、B17）旧クメール・ルージュ派が開発から取り残されること、の 6 つである。こ

のうち、B2）過去の戦争犯罪・人権違反に対して責任を問われないこと、B6）クメール・ルー

ジュ裁判、の 2 つは、問題の本質からいって開発援助によって対応することが容易ではなく、

性質上極めて政治的なものにならざるを得ないと考えられる。

A3）人権擁護意識の未発達は、欧米ドナーが、人権 NGO を通じて本分野への協力を積極

的に行っていること、B9）土地所有システムの確立の遅延は、土地法の起草についてはアジ

ア開発銀行（ADB）が担当していることから、他ドナーとの重複を避けるという考慮が働い

ていると考えられる。B17）旧クメール・ルージュ派が経済開発から取り残されることについ

ては、カンボディア国内のなかでも旧クメール・ルージュ派が主に居住するカンボディア北

西部の治安状況の問題から、プロジェクト関係者の安全をかんがみて、プロジェクトを実施

してこなかったものと思われる。
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3 － 6 － 3　結　論

JICA がこれまで行ってきた様々な開発プロジェクトは、おおむねカンボディアの紛争要因

を踏まえた復興支援ニーズに対応しているが、特に経済復興や社会基盤整備の分野において

は極めてよく対応している一方、ガヴァナンスを中心に対応が必ずしも十分されていないと

ころも幾つか各分野間で量的なばらつきがある。経済復興や社会基盤整備分野には、それぞ

れ 8 ニーズに対し 12 プログラム、4 ニーズに対し 12 プログラムが対応しているのと比較する

と、ガヴァナンスは 9 ニーズに対し 8 プログラム、治安維持は 6 ニーズに対し 4 プログラム、

再融和は 3 ニーズに対し 2 プログラム、社会的弱者支援は 4 ニーズに対し 2 プログラムの対応

となっている。ただし、ここではそれぞれのプログラムに対する投入量は考慮に入れていな

いので、詳細な分析を行うには、これを精査する必要がある。
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第 4 章　平和配慮アセスメント121)

4 － 1　三角協力プロジェクト

4 － 1 － 1　平和構築に対するインパクト（難民・国内避難民の帰還）122)

三角協力プロジェクトは日本、ASEAN4 か国（インドネシア・マレイシア・フィリピン・タ

イ）とカンボディアの「三角協力」として実施されている。帰還民、除隊兵士、農民などを含

めた社会的に弱い立場にいる層に対する支援として 1992 年に開始され、プロジェクト活動は

農業生産・教育・生計向上・保健医療の 4 分野にわたる。新たに採用されたインテグレイティ

ドプログラムでは、対象地域における民主的な参加プロセスと人的資源の開発により貧困撲

滅を図る活動が行われている。

三角協力プロジェクトに係る復興支援ニーズは「難民・国内避難民の帰還」である。しかし、

難民・国内避難民の帰還は自発的に行われるもので帰還先を指定することはできないのが実

状であり、プロジェクトで対応できるのは農村開発を実施することで難民・国内避難民が帰

還できる土壌を整備することにある。したがって、当該プロジェクトの復興支援ニーズに対

するインパクト評価では、農村開発に対する効果に重点を置く。

当該プロジェクトはフェーズⅢまでにコンポンスプー州及びタケオ州の 227 村落を対象と

して実施した。現在は 6 村落（Kol Korm, Trapeang Kess ,  Prey Changvar ,  Srey Krong

Reach, Trapeang Kralong, Kan Damra）を対象にMini-RDP の自立発展をめざしたパイロッ

トプロジェクトを実施中である。6 村落への帰還民の推移は表 4 － 1 及び表 4 － 2 のとおりで

ある。プロジェクト全体では、約 1,300 名の難民・国内避難民が帰還したと推定され、227 村

落の総人口約 107,000 人の 1.2% にあたる。難民・国内避難民の多くは西部や北西部の州へ帰

還したとされるなか、東部にある当該プロジェクト対象地域へも小規模ながら帰還民が受け

入れられ裨益人口に含まれているものの、難民・国内避難民の帰還という意味ではインパク

トは小さい。

121）各プロジェクトの詳細については、別添資料の PDM を参照。
122） 当該プロジェクトに係る別添資料 3）議事録及び 7）収集文献・資料一覧及び「NGO・外務省相互学習と共同評価報告書」
参照
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一方、当該プロジェクトの農村開発に対する効果は、ハード面とソフト面の 2 つに大別で

きる。もともと三角協力は 4 つのフェーズがあり、第 1 フェーズで農村インフラの整備を行

い、第 2・第 3 フェーズで農民への技術移転やインテグレイティドプログラム123）の導入が図

られ、現在の最終フェーズでプロジェクト活動の現地スタッフへの移管が行われている経緯

がある。ハード面の成果としては集会所と学校の建設があげられ、今までに 161 の集会所と

84 の学校及び 31 の保健所が建設された。集会所は主に会合・普及活動・職業訓練などを提供

する場として利用されており、歴史的にコミュニティ単位で活動する考えが浸透していなかっ

たカンボディアの農村においては、農民がいつでも集まれる合議の場が建設されたことで農

村の組織的な管理を強化する拠点ができた効果は大きい。

ソフト面の成果では、農民組織の形成（回転資機材の導入）と、農業・教育・公衆衛生・生

計向上に係る専門家の技術移転があげられる。前者については、農民組織として農民に肥料

を貸しつけ、収穫期に 10% の利子分を上乗せして回収し、利子の蓄積を農民組織の資産とし

て運用する仕組みになっている。農民は組織から肥料を直接入手することで肥料購入に係る

手間隙やコストを低減できると同時に、農民組織はコミュニティとしての資産を得ることで

将来的な公共財への投入に活用でき、双方にとって利益をもたらしている。定量的なデータ

はまだ存在しないが、実際に農民は肥料を活用することで農業生産を効率化する一方、農民

組織は回転資機材で生まれた預金を元に小規模灌漑用ポンプを購入したという例も報告され

ている。ポル・ポト時代の後遺症で対人関係に根深い不信感を抱いているカンボディア国民

のなかでは、農民組織の形成に対して非常に懐疑的な姿勢をみせていた農民も一部いたが、組

織的な管理の有効性に対する理解も徐々に浸透し始めたと見受けられる。後者については、本

件調査の視察の対象となった Srey Krong Reach 村のドレスメイキング研修を例にとると、受

講修了者の 60% は何らかの就職機会を得ており、プノンペンの国営縫製工場に就職できた村

年次

1991

1992

1993

1994

1995

合　計

帰還家族数

2

4

10

1

0

17

6 村落の家族総数

6 村落の総人口

帰還した家族総数

帰還した村民総数

帰還家族の割合

帰還民の割合

692

3739

17

90

2.46％

2.41％

表４－１　６村落の帰還家族数 表４－２　６村落の総人口に見る帰還民の割合

出所：三角協力プロジェクト（2000年3月）

出所：三角協力プロジェクト（2000年3月）

123）農民組織の形成・集会所の建設と運用・回転資機材の導入を複合したプログラム。
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民は少なくとも 45 米ドルを最低賃金として得ている。当該プロジェクト全体としても、建築

コース修了者の 21%、機械修理コース修了者の 50%、ドレスメイキングコース修了者の 46%

が新規就職機会を得たと報告されており、農業以外の副収入源の拡大に寄与している。これ

らの結果を総合すると、村によって多少のばらつきはあるものの、農村開発という意味では

正の効果があったと評価できる。

4 － 1 － 2　一般的な平和配慮項目124)

（1）適切な援助対象の選定

対象地域の選定では、農村開発省のNational Coordinator との協議のうえ、最貧困州の

なかからコンポンスプー州とタケオ州が選定された。また、対象 2 州は地雷除去がほぼ終

了しプノンペンからのアクセスがよい比較的安全な地域であり、UNTAC 時代に自衛隊が派

遣されていた経緯も考慮に入れられた。和平直後に開始された農村開発をめざす案件とし

ては、適切に援助対象が選定されたといえる。またプロジェクト対象外の村落への配慮と

して、周辺住民の誰もが参加できるマラソンやカラオケ大会などのイベントを開催し、相

互理解を深めるための配慮がなされた。農村開発では特に、プロジェクト対象外の近隣村

落と友好的な関係を築く必要があり、その点でも十分に配慮がなされたと考えられる。

しかし、もしもプロジェクト名にある難民帰還を当初から念頭に置いて活動が立案され

た場合、難民帰還数の多いカンボディア北西部が対象地域として検討されたであろう。

（2）量・質的に公平な援助の分配

対象となる直接裨益者の選定では、2 か月に及ぶベースライン調査結果から①宿泊所から

のアクセス、②村落内のやる気や協力的な姿勢、③井戸の数や農業生産性といった 3 つを

基準に、ASEAN 専門家が各々の専門性を最も活用できると判断した村落が選ばれた。学校

建設では老朽化の度合いと児童の総数などを根拠として、住民との協議のうえで建設場所

が選定された。また、裨益人口は男性 1,849 名、女性 1,890 名となりジェンダー配慮されて

いる。ベースライン調査を行うことで需要を把握すると同時に、住民の意見も取り入れる

ように配慮されており、予算的な制約のなかで援助が公平に分配されている。

第 4 フェーズでは、今までに対象となった 227 村落のうち 150 村落について農村開発省

あるいは地方政府に農村開発活動の引き継ぎを終えており、残りの 77 村落をプロジェクト

でフォローアップしている。そのなかで今まで比較的好成績を上げ、将来的なポテンシャ

ルの高い 6 村落が、プロジェクト目標の主旨に基づいて適切に選定され、ローカルスタッ

124）当該プロジェクトに係る別添資料 3）議事録及び原次長・寺本課長代理との議事録、「合同評価調査 JICA/ カンボディア
難民再定住・農村開プロジェクト、国連プロジェクトサービス機関（United Nat ion Off ice  for  Project  Services：
UNOPS）（三角協力）」、「NGO・外務省相互学習と共同評価報告書」参照
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フへの移管を目的とした、特に移管に特化した活動を行っている。

（3）実施上の透明性の確保

当該プロジェクトを開始した際は対象地域に一部NGO や国際機関の援助が入っていた経

緯もあり、関連団体を集めての説明会が開催され援助の重複を避けるための情報交換が行

われた。開始後は、プロジェクトの活動を月次報告として郡に提出し、その報告が行政の

管理体制に沿って中央政府まで報告される仕組みになっている。住民レベルでは、農村開

発ということもありなるべく住民の意見を尊重する配慮がなされた。

（4）ステークホルダーの公正性

プロジェクト開始当初は、日当などを目当てに政治的に選ばれたカウンターパート（以下

「C/P」と記す）が多くみられたが、プロジェクトの進捗とともに政治性も薄れ、C/P を村民

から選定できる柔軟性も生まれた。農村開発省の大臣がフンシンペック党であり政府内で

の発言力が弱いという報告もあるが、プロジェクト実施においては党派に関係なく順調に

進捗している。総選挙時には、集会所に選挙ポスターが貼られることもあったが、集会所

を選挙活動に利用しないように制限する配慮がなされた。カウンターパート（Counter

part：C/P）や村長レベルには党派の区分があるようだが、それが直接プロジェクト実施に

影響することはなかった。

（5）和平を加速するアクターの参加

生計向上プログラムの 1 つであるドレスメイキングコースの参加者は女性が主体であり、

コース修了後に女性グループが形成された例がある。村落で女性の発言権を促進する点で

一定の成果があったといえる。また、僧侶は住民から厚い人望を得ており、協議が紛糾し

た際には僧侶に調停を求めるとすぐに解決できる傾向がある。しかし、僧侶の調停は僧侶

が中心となって村民間の相違意見を調整するというより、僧侶の意見を村民に受け入れさ

せて解決を図るトップダウンでの和解を意味しており、住民間の意見の食い違いを根本的

に解決しているとは必ずしもいえない。したがって、僧侶の調停能力を評価することはで

きるが、和平を加速するアクターとして認識できるかどうかは疑問が残る。

4 － 1 － 3　紛争分析から導かれた平和配慮項目

復興支援ニーズの区分A と区分B に含まれている 27 項目から、本協力に対応するニーズで

あるB1）難民帰還の促進を削除した 26 項目のうち、A7）近隣国との対立関係（民衆レベル）、

A4）貧富の格差に対しポジティブなインパクトがあったと考えられる。
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A7）近隣国との対立関係（民衆レベル）との関連では、技術面でみた場合にはASEAN6 か

国からの専門家同士の関係は必ずしも友好ではない場合もあるとの指摘もある125）ものの、

ASEAN 諸国からの専門家が本プロジェクトに参加したこと自体カンボディアと近隣国との友

好関係を示す象徴的な意義があると考えられるうえ、また共同で事業を実施し、生活するこ

とは相互理解の促進にある程度貢献したといえる126）。

また、A4）貧富の格差については、米の収穫量については増加が確認されており127）、農業

以外の所得の増加についても、建築、機械修理、ドレスメイキング等による農業以外の副収

入源の拡大に寄与している。三角協力の裨益対象者は、貧困層であることから、収穫量の増

加、あるいは農業以外の収入源の拡大は貧富の格差の縮小にポジティブに影響しているとい

える。

B9）土地所有システム確立の遅延との関係では、三角協力の裨益者でもある帰還民からの

聞き取りで、難民として国外避難する前までに所有していた土地を当てにして帰還したが、避

難している最中に違う人の手に渡ってしまっており、結果的に国連難民高等弁務官（UNHCR）

から配給された現金によって帰還民が土地を購入したという人が何人かいた。本案件と土地

問題には深い関係が認められるが、土地問題は根が深く農村開発事業でこれを解決すること

は困難である。また、一農村開発事業が土地問題に与えるインパクトを推測することも容易

ではない。

また、必ずしも紛争要因や復興支援ニーズとは関係がないものの、集会所の建設がポル・ポ

ト時代に築かれた損民間の相互不信の融和に貢献しているとの意見も聞かれた128）。

4 － 2　司法改革支援計画

4 － 2 － 1　平和構築に対するインパクト評価（法制度整備）129）

司法改革支援計画に係る復興支援ニーズは「法制度整備」であり、当該計画では重要政策中

枢支援による民法及び民事訴訟法（民訴法）の起草と小規模開発パートナー事業では弁護士育

成を支援している。フランス植民地時代の法律はポル・ポト時代に廃止され、UNTAC 時代の

法律も暫定的に 75 章が起草されたにすぎず、民法及び民訴法は現在全く存在しない状態にあ

る。かかる状況にかんがみ、民法及び民訴法の起草支援は法制度整備を直接的に進めるもの

であり、民法及び民訴法起草の進捗自体が復興支援ニーズへの正のインパクトになる。民法

及び民訴法は国民の権利や財産を保障するために必要な基本的な法律であり、その起草は将

来的な経済発展に欠かせない要素として認識されている。これまでに民訴法の条文の起草は

125） 2001 年 11 月 20 日、三角協力プロジェクトマネージャーらとの個別インタビュー調査
126）2001 年 11 月 5 日、前カンボディア専門家との個別インタビュー調査
127）NGO- 外務省定期協議会、「NGO- 外務省相互学習と共同評価」報告書（平成 11 年 12 月）、27
128）2001 年 11 月 14 日、農村開発省との個別インタビュー調査
129）当該プロジェクトに係る別添資料 3）議事録及び 7）収集文献・資料一覧参照
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終了しており、閣僚評議会での審議に回されている。一方、民法については 1,000 以上の条文

が必要でありボリュームが多大であることや、カンボディアの慣習法など社会経済の実体に

対する配慮も必要なため民訴法の起草に比べると進捗が遅れているものの、プロジェクト終

了までには少なくとも日本語での起草は完了する目処が立っている。今後は、難解な法律用

語を適切にクメール語に翻訳する作業に焦点があたる。

一方、将来的な法律の施行力を確保するためには法曹三者をはじめとする人材育成が欠か

せない。これに対応するため、民法ワークショップ 9 回と民訴法ワークショップ 4 回が開催

され、司法省の行政官や検察官が研修に参加している。また、国別特設研修で民法 11 名、民

訴法 6 名の研修員と、個別研修員として司法省次官 2 名が日本へ招へいされた実績がある。こ

のほかにも、法務省主催による民事法制度研究研修で 6 名の研修員と、長期研修員として 2 名

が名古屋大学に招へいされるとともに、日弁連の担当する小規模開発パートナー事業におい

てカンボディア人弁護士に対するセミナーが今までに 2 回開催され、今年度中にあと 2 回開

催予定であり、計 4 回の研修が弁護士登録者全体の 8 割を対象に実施される。日弁連による

セミナー後のアンケートでも、参加者全員がセミナーは重要であり、新たな民訴法を理解す

るのに役立っていると回答している。当初の目標でもあった法曹育成支援についても着実な

成果があり、特に法律の起草に先駆けて研修員が日本へ招へいされたことにより双方の関係

者の間で信頼関係が築かれ、円滑な起草作業の進捗に寄与する結果となった。

4 － 2 － 2　一般的な平和配慮項目130）

（1）適切な援助対象の選定

司法支援と一言で言ってもその内容は多岐に及ぶが、カンボディアでは民法・民事訴訟

法は日本、刑法・刑事訴訟法はフランス、商法は世界銀行、土地法はアジア開発銀行（ADB）

が担当するように区分けされ、例えば民法と商法など相互に関連性のある法律の起草では

横断的な調整も行われている。選定ではドナー間での重複を避ける配慮がなされた。

（2）量・質的に公平な援助の分配

法曹三者の絶対数が少ないこともあり、重要中枢政策支援では司法省の関係者全般を対

象とする一方、小規模開発パートナー事業では 4 回のセミナー開催をもって現在登録され

ているカンボディア人弁護士 235 名のほぼ 8 割の参加を見込んでおり、参加意欲のある法

曹関係者に対して公平に援助が分配されている。基本的に登録弁護士のほとんどはプノン

ペンあるいはその周辺に在住しており、当該セミナーを視察した際には、女性の弁護士も

2 割程度参加していたように見受けられた。また、法律の起草ではカンボディアの慣習法な

130）当該プロジェクトに係る別添資料 3）議事録及び 7）収集文献・資料一覧参照



─ 87 ─

ど社会経済の実体を把握する調査も行われており、現地のニーズを的確に反映する配慮が

なされた。

（3）実施上の透明性の確保

セミナーの開催については、クメール語のテキストが配布されており、参加できなかっ

た者も参照できるように配慮されている。法律の起草については、派遣専門家及び司法省

の C/P との協働で条文が起草された後、閣僚評議会での審議と国会での承認を経て住民か

らのパブリックコメントを集める機会が設定される手続きを踏むよう定められており、立

法での透明性は十分に確保されている。

（4）ステークホルダーの公正性

司法省の大臣はフンシンペック党であり、次官は両派から選出されている。プロジェク

ト実施上での直接的な政治的影響は見受けられないが、プロジェクトで起草が終了した後

の承認の段階で党派争いの影響が出る可能性が強い。民法案の国会提出及び承認は司法大

臣の功績と考えられ、現在のフンシンペック系大臣の功績となるのを人民党側が懸念する

動きがあり、国会提出が遅れる可能性もある。プロジェクトの範囲は民法及び民訴法の起

草までだが、その後の承認手続きが政治的な駆け引きで遅延することになれば、プロジェ

クトの上位目標へ向かう成果に負の影響が出るのは否めない。

（5）和平を加速するアクターの参加

重要政策中枢支援及び小規模開発パートナー事業の運営にあたって、和平を加速するア

クターの参加は特に認められない。

4 － 2 － 3　紛争分析から導かれた平和配慮項目

復興支援ニーズの区分A と区分B に含まれている 27 項目から、本協力に対応するニーズで

あるA5）法の支配の未整備を削除した 26 項目のうち、B2）過去の戦争犯罪・人権違反に対し

て責任が問われないこと、B9）土地所有システムの確立の遅延、B11)経済発展の阻害・停滞

の促進の 3 つのニーズに対しポジティブなインパクトがあったと考えられる。

現地調査において、B2）過去の戦争犯罪・人権違反に対して責任が問われないことに関係

する、人権違反については国民の法律に対する意識の低さが問題視されており131）、直接的な

つながりは明確にはされなかったものの、司法改革支援計画が、法の支配を確立し国民の法

意識を高めることで、過去の戦争犯罪・人権違反に対して責任が問われないという問題に関

131）2001 年 11 月 15 日、カンボディア弁護士との個別インタビュー調査
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する国民の意識を高め、より幅広い議論が行われるようになる可能性が高いことが推測される。

また、B9）土地所有システムの確立の遅延との関係では、土地法の問題に関しては、アジ

ア開発銀行が起草を支援しているが、司法改革支援計画も、私人間の財産関係を明らかにす

ることで土地所有システムに関してポジティブなインパクトをもつと考えられる。

さらに、B11）経済発展の阻害・停滞の促進については、現地調査において、カンボディア

司法省により指摘があったように、民法の起草は権利関係を明らかにすることで、経済活動

の基礎となるものであり、経済発展には欠かせない132）。

4 － 3　治安改善計画

4 － 3 － 1　平和構築に対するインパクト評価（国内一般治安の向上）133）

治安改善計画に係る復興支援ニーズは「国内一般治安の向上」であり、当該計画では専門家

を派遣し、警察官教育、鑑識理論、薬物取締、交番制度など警察の捜査能力向上に限られた

分野で支援している。ここ数年の犯罪検挙件数は図 4 － 1 のとおりである。検挙件数に大幅

な変動は見受けられず、一定のレベルを維持している。一方、薬物取締については 2000 年に

52 件が検挙され、124 名が逮捕されている。この数字は 1999 年に比べると 44.44% 上昇して

おり、薬物取引に加えてカンボディア人の薬物使用の増加が指摘されている。しかし、既存

の統計データだけでは検挙率が向上しているのか、薬物犯罪自体が増加しているのかは判断

できない。

図 4 － 1　犯罪別の検挙件数

132）2001 年 11 月 19 日、司法省とのインタビュー調査
133）当該プロジェクトに係る別添資料 3）議事録及び 7）収集文献・資料一覧参照
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派遣専門家の報告書やインタビューを総合すると、当該計画の成果が検挙率の向上や一般

治安の改善に直接結びつくには更に長期間のコミットメントが必要だと結論づけられる。第

一に、鑑識部門の予算はないに等しく機材や設備などは専門家がセミナーのために搬入した

物を使いまわすため、機材の老朽化が著しい。第二に、最初の短期専門家派遣から約 1 年が

経過した後に派遣された短期専門家は、犯罪現場での活動は不慣れで低水準なうえ、職員全

体の能力も非常に低いとして、1 年前に派遣された短期専門家と全く同じ組織の問題を報告し

ており、断続的な短期専門家派遣により C/P 個人レベルでの知識と理論は養われている反面、

全体的な人材育成にはあまり効果が認められない。実際、今までに C/P 独自で若手警察官に

対する研修を 2 回開催しているが、基本的に上級職員が有用な知識や情報を入手しても配下

の職員と共有しない姿勢があり、短期専門家の成果に係る波及効果が望めない状況にある。ま

た、予算が慢性的に不足している問題から開発援助への依存度が非常に高く、日当も機材も

ドナーからもらうのを前提とするような気質も見受けられる。長期専門家は係る問題に配慮

して遠回りであっても職員の意識改革から手をつけているのが現実で、研修の必要性や自助

努力の重要性など初歩的な事項の理解促進や、内部腐敗の廃除の必要性などを個別に説いて

回っている。これはカンボディア復興の観点からは重要な配慮であり根本的な人材育成とし

て評価できるが、長期専門家によるとお互いの信頼関係を築くだけで 1 年弱要し、その後徐々

に人材育成の本題に移行できるのが実状であるという報告を受けている。このようにただ単

に人材が不足しているだけでなく、自助努力に向けた意識が絶対的に欠如し、対人関係に不

信を抱く C/P を相手とする治安改善計画のインパクトを発現するには、信頼関係を一から築

くことを視野に入れた長期的なコミットメントが必要になると思われる。

4 － 3 － 2　一般的な平和配慮項目134）

（1）適切な援助対象の選定

治安改善を統括する内務省、国家警察、州警察、市警察が援助の対象として適切に選定さ

れている。

（2）量・質的に公平な援助の分配

警察官教育、鑑識理論、交番制度の導入に関するセミナーの参加者は、職員の知識、技術

レベル、資機材の配備状況を考慮に入れるとともに、セミナーの内容を直接担当する幹部

職員が選定されている。

134）当該プロジェクトに係る別添資料 3）議事録及び 7）収集文献・資料一覧参照
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（3）実施上の透明性の確保

当該プロジェクトは専門家派遣と研修員受入れが中心であり、業務報告書の提出により

最低限の透明性は確保されている。

（4）ステークホルダーの公正性

プロジェクトの実施に対して党派による政治的な影響はないが、警察内部の汚職が報告

されている。実際、国家薬物対策本部の上級官とプノンペン市の裁判官が不法薬物所持で

逮捕される事件が最近発生した例もある。小型武器の回収が遅れている一因に警察に対す

る不信感もあり、汚職への対応は治安改善に向けた危急な課題である。

（5）和平を加速するアクターの参加

治安改善計画の運営にあたって、和平を加速するアクターの参加は特に認められない135）。

4 － 3 － 3　紛争分析から導かれた平和配慮項目

復興支援ニーズの区分 A と区分 B に含まれている 27 項目のうち、ここでは B5）小型武器

蔓延、A9）農村部の地理的な孤立、B11）経済発展の阻害・停滞の促進の関係を検証する。

B5）小型武器蔓延との関連では、一般的に市民が小型武器を手放さない要因は、警察に対

する不信感や一般的治安状況が良くないことであると言われており、今次現地調査において、

カンボディアについても同様であることが欧州連合（European Union：EU）の専門家から確

認されている。つまり、警察の能力が向上し、国民との信頼関係を構築し、治安が改善すれ

ば、国民が自発的に小型武器を提出する可能性は高くなるといえる。

A9）農村部の地理的な孤立との関係では、今回の現地調査については、明確な言及はなかっ

たものの、国内の全般的な治安の改善は、コミュニティ相互の経済的・社会的交流が増進し、

孤立している農村部を他の社会に結びつけることに間接的にしろ貢献したのではないかと推

測される。

B11）経済発展の阻害・停滞の促進との関連では、悪化した治安の経済に対する影響につい

ては広く知られているところであり、治安の改善によって、身体及び財産に対する脅威が大

きく減少したことは、様々な経済活動に対する有形・無形のポジティブなインパクトがあっ

たものと考えられる。

135）カンボディアにおける治安改善全体として考えると、小型武器回収におけるNGO の参加など和平を促進するアクターの
参加は想定できるが、本件調査では JICA がかかわる専門家派遣をベースとした「治安改善計画」の範囲内で検証を行っ
ている点に留意。
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4 － 4　CMAC 機能強化計画

4 － 4 － 1　平和構築に対するインパクト評価（地雷・UXO 問題への対応）136）

CMAC 機能強化計画に係る復興支援ニーズは「地雷・UXO 問題への対応」であり、当該計

画では日本政府は無償資金協力による機材調達並びに車両維持と情報システム分野の専門家

派遣、及び研修員受入れを行うことでCMAC の活動を支援している。2001 年には専門家機材

供与により、85,000 米ドル相当のコンピューター機器を含む情報技術機材が供与された。ま

た、CMAC 予算の 95% はドナーからの援助により賄われ、日本は 1994 年以来、CMAC に対

する援助を継続的に実施しており、1999 年にそのうちの21%、2000 年に25%、2001 年に21%

を占め CMAC 最大のドナー国として地雷除去活動に対する資金面での影響力は大きい。

無償資金協力により、日本から機材が調達される際には使用法や維持管理に係る研修が業

者により 2 週間程度実施されており、操作性に優れているので 2 週間の研修でも効率的に作

業を実施するレベルまで到達できたとの見解を得ている。

1994 年からのCMAC の活動実績は表 4 － 3 のとおりである。地雷はカンボディア北西部の

特にポル・ポト派支配地域であったタイ国境付近に多く、不発弾はヴィエトナム戦争の影響

から東部のヴィエトナム国境付近に多く分布している。CMAC の設立当初は地雷による事故

が多く、住民に対する啓蒙も含めて地雷除去を緊急的に行い、地雷による生命の危険から住

民を守る使命が強調されてきた。こうしたニーズに対するCMAC の地雷除去活動は着実に成

果を上げ、特に啓蒙活動の成果が寄与して被災者数も低下傾向にあり（図 4 － 2  p.92 参照）、

そのインパクトは高く評価できる。

専門家派遣を行っている、「情報システム」と「維持・輸送」分野は、無償資金協力で調達し

ている情報システムや車両等の機材と整合しているうえ、両分野は他ドナーが専門家を派遣

していないため、JICA 専門家はCMAC の当該分野を支える主要な役割を果たしている。また、

CMAC の実績が下記図表を作成できるほどにデータとして維持管理され、CMAC としてもプ

レゼンテーションツールを駆使して活動の紹介を行える背景には、情報システムに係る専門

家派遣により情報処理の技術移転が行われている副次的なインパクトとして認められる。

136）当該プロジェクトに係る別添資料 3）議事録及び 7）収集文献・資料一覧参照
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月額 160 米ドルといった比較的高い給与が支給されるために有能な人材が集まっている背景

がある。しかし、CMAC の財政の 95％はドナーにより賄われており、財政的な自立発展性が

全く見込めない状況にある。地雷除去活動は永続的なものではないが、インパクトを維持す

るためには財政的な自立発展性を模索する必要がある。

4 － 4 － 2　一般的な平和配慮項目137）

（1）適切な援助対象の選定

カンボディアにおいて地雷除去を実施している機関は、CMAC、軍、NGO がある。一般

無償資金協力及び専門家派遣に関しては、CMAC を対象に協力している。これは、CMAC は

その機動力が高いだけでなく、政府機関であるために政府の政策に基づいて地雷除去活動

を展開していることから、適切な援助対象として考え れる。また、軍を対象に実施するこ

とは事業の性質上困難であること、NGO は村落レベルの要望に基づいて迅速に対応するこ

とができるが、一方で ADHOC 的な活動が多く、長期的なコミットメントを得ることが困

難であることも、CMAC を援助対象として選定する際の根拠となっている。さらに、2001

年に地雷の政策策定を担当する政府機関としてカンボディア地雷被災者支援ニーズ

（Cambodia Mine Action and Mine Victims Authority：CMAA）が設立されたが、継続的

に地雷除去活動はCMAC が担当していることから、今後も地雷除去分野の支援はCMAC を

中心に展開することが妥当と考えられる。

（2）量・質的に公平な援助の分配

無償資金協力の機材内容や専門家の分野の選定は、CMAC と我が国政府双方の事情を踏

まえて、公式・非公式な議論で情報を交換し調整のうえ行われている。CMAC は地雷除去

活動を行う各ユニットに対し機材を均等に配分している。なお、第一次無償資金協力にて

調達された機材は、一部の機材を除いてほぼ倉庫から現場に配備されており、第二次に関

してもほぼ現場に配備されている。

（3）実施上の透明性の確保

1999 年にCMAC は資金が不適当に使用されたとして、事務局長が辞任する事件が起こっ

たが、この一件以降、CMAC は透明性に対しても特に配慮しており、会計事務所による外

部監査が入るなど積極的に情報を開示して透明性を確保している。

137）当該プロジェクトに係る別添資料 3）議事録及び 7）収集文献・資料一覧参照
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（4）ステークホルダーの公正性

上記 1999 年の一件で当時のCMAC の事務局長は辞任したが、これ以降CMAC は順調に

業務を進めている。しかし元CMAC 事務局長は辞任後も首相の地雷分野アドバイザーに就

任し、現在は地雷除去活動のドナー調整を担うために新設されたCMAA の事務局長として

復帰している等、組織への政治的な影響が強いと見受けられる。

（5）和平を加速するアクターの参加

CMAC 機能強化計画の運営にあたって、和平を加速するアクターの参加は特に認められ

ない。

4 － 4 － 3　紛争分析から導かれた平和配慮項目

復興支援ニーズの区分A と区分B に含まれている 27 項目から、本協力に対応するニーズで

あるB8）対人地雷・UXO 問題を削除した26 項目のうち、A9）農村部の地理的な孤立、B9）土

地所有システムの確立の遅延、B11）経済発展の阻害・停滞の促進、B17）旧クメール・ルー

ジュ派が経済開発から取り残されることの 4 つの問題に対しポジティブなインパクトがあっ

たと考えられる。

地雷除去の促進は、孤立している農村部を他の社会に結びつけることに貢献したと考えら

れる。今回の現地調査について主要道路地域の地雷処理が進んだことにより、農村を離れて

道路沿いに移住する住民が増えているとの指摘があり138）、地雷除去の促進によりコミュニティ

相互の経済的・社会的交流が増進しつつある様子がうかがえる。これらから、紛争要因であ

る A9）農村部の地理的な孤立にはポジティブに影響を与えたと思われる。

B9）土地所有システムの確立の遅延との関連から見ると、1998 年ごろまでは、地雷除去を

行った土地の配分につき、高級官僚や軍部が影響力を利用して土地を横取りしてしまうといっ

た問題も生じていたものの、近年は土地配分については、NGO や地域住民の参加を得たうえ

で土地利用計画を作成するといった形で、地域住民や社会的弱者に対する配慮が然るべく行

われるようになっている139）。地雷除去活動の促進は土地所有や分配の問題についてもポジティ

ブな影響をもたらしている。

B11）経済発展の阻害・停滞の促進の観点から見ると、農村部が孤立から解放され、土地所

有や分配の問題が改善することは、経済活動の活発化に貢献している。実際、現地調査にお

いても地雷除去の進んだ道路沿いでは、未熟ながらも小規模の飲食店や小売店が現れ始めて

いた。

138）2001 年 11 月 16 日、CMAC 地雷除去プロジェクト視察時の農村部地区長との個別インタビュー調査
139）2001 年 11 月 15 日、CMAC 関係者との個別インタビュー調査
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さらに、最近ではCMAC の行う地雷除去は、クメール・ルージュ居住地を優先的対象地域

に含むという方針を打ち出し、同地域の経済開発の障害となっている地雷除去の推進に貢献

しており140）、紛争要因である B17）旧クメール・ルージュ派が経済開発から取り残されるこ

とにもポジティブな影響を与えているといえる。

また、紛争要因や再発要因に関するものではないが、地雷除去活動によって引き起こされ

た問題も現地にて指摘されている。焼畑農業を行う村では、村民はたとえ地雷の危険を承知

していても、農地拡大の必要性から、地雷埋設地域にまで開墾を進め地雷の被害に遭うこと

が今でもあるとの発言が農村部地区長からあった。また、主要道路地域の地雷処理が進んだ

ことにより、農村を離れて道路沿いに移住する住民が増えており、農村人口が流出している

とのことである141）。

4 － 5　電力供給施設整備計画

4 － 5 － 1　平和構築に対するインパクト評価（基礎インフラの建築）142）

電力供給施設整備計画に係る復興支援ニーズは「基礎インフラの構築」であり、当該計画で

はディーゼル発電機の供与と配電網の整備が行われた。プノンペンの配電設備を改修、及び

改善するという緊急的ニーズに応えるため、JICA は 1994 年から開発調査により F/S を策定

し、第 5 発電所に対してディーゼル発電機の供与と配電線網の整備に係る支援が行われた。こ

れに従って 1994 年度、1998 年度と 2 度にわたって無償資金協力を実施し、技術協力では、電

力システムの維持管理、電力セクター政策立案の支援、中長期的計画に基づいた電源開発計

画の策定支援と技術者の育成を目的として専門家が派遣されている。

1997 年の事後現況調査によると、プノンペン市電力供給施設改善計画により第 5 発電所の

発電コストは1kW 当たり 263 リエルから 177 リエルに低減されるとともに、12,000 戸の電力

供給地域の受電時間が 35% から 75% に改善されたと報告されている。1995 年から 1998 年ま

での EDC による電力供給の実績は図 4 － 3（p.96）のとおりである。

140）2001 年 11 月 15 日、CMAC 関係者との個別インタビュー調査
141）2001 年 11 月 16 日、CMAC 地雷除去プロジェクト視察時の農村部地区長との個別インタビュー調査
142）当該プロジェクトに係る別添資料 3）議事録及び 7）収集文献・資料一覧、「カンボディア国別援助研究会報告書」、「カン
ボディア援助実施体制評価報告書」参照
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　図 4 － 3　電力供給の推移（プノンペン）　　図 4 － 4　援助別プノンペン発電能力内訳

2000 年現在でプノンペンの電力設備は全体で 15 万 4,300 万 kW の発電能力を有すると推

定され（図 4 － 4 参照）、1992 年当時の有効出力 2 万 kW の約 8 倍に達した143）。無償援助で

供与されたディーゼル発電機は実際の電力需要の約 10% を担っており、その重要性から発電

設備は 24 時間体制で管理されると同時に、メンテナンスも適切に行われている。こうした努

力の結果、プノンペンでは計画停電を行う必要がなくなり、配電線などのトラブルで生じる

停電も月当たり 2 回弱まで減少した。継続的に行われている配電線網の整備も現在は空港周

辺などプノンペン市郊外まで到達し、市内の主要なエリアはほぼカバーされるに至った。医

療施設や工場への安定した電力供給がプノンペンの社会経済の発展に寄与したのは言うまで

もないが、和平合意後他の援助計画に先駆けて日本が実施した援助のインパクトは高く評価

できる。また、電柱の設置に伴い街路灯も増加し、夜間の治安が大幅に改善されたインパク

トも見受けられたが、ここでは復興支援ニーズである「基礎インフラの構築」に対するインパ

クトに重点があるため詳しくは 4 － 5 － 3 項にて触れる。唯一の問題は、ディーゼル発電が

原油の輸入価格に大きく影響されるため、電気料金が高く設定されている点であり、都市部

に比べて農村部の電気料金を廉価に抑える等の配慮が検討されている。

4 － 5 － 2　一般的な平和配慮項目144）

（1）適切な援助対象の選定

1993 年の基本設計調査ではプノンペン市とシェムリアップ市の電力供給施設改善計画が

策定されたが、治安への配慮から無償資金協力はプノンペン市で行われた。紛争による被

害の復旧が進んでいなかった 1994 年に、他の援助機関に先駆けて緊急的に首都機能の回復

の中核を担う電力復旧を実施した意義は高い。また、プノンペン市の電力需要は国内最大

143）「カンボディア国別援助研究会報告書」
144）当該プロジェクトに係る別添資料 3）議事録及び 7）収集文献・資料一覧参照
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であり、適切に対象が選定されたと思料される。

（2）量・質的に公平な援助の分配

プノンペン市のなかでは、世界銀行やADB など他援助機関との重複がないように地域的

な区分けがなされている。配電線整備の対象地域は、交通の要衝、工場地帯、住宅密集地な

どが優先的に選ばれており、政策に基づいて公平に援助が分配されている。

（3）実施上の透明性の確保

配電線工事を行う際には一時停電や道路使用が必要となるため、メディアを通して工事

の予定を宣伝している。電柱の設置では住民と直接協議して据え付けの可否を確認してい

るが、基本的に配電の経済効果が大きいため住民は協力的である。カンボディア政府側も

送電網建設の際には公聴会を開催し、中央・地方政府、NGO、現地住民の代表を集めて話

し合いの場をもつ意向であり、透明性はおおむね確保されている。

（4）ステークホルダーの公正性

プロジェクトの実施に対して党派による政治的な影響はない。まれに施工業者やブラン

ドを指定したいとする要望もあるが、ODA のスキームでは対応できない旨説明し、理解を

得ている。

（5）和平を加速するアクターの参加

電力供給施設整備計画の運営にあたって、和平を加速するアクターの参加は特に認めら

れない。

4 － 5 － 3　紛争分析から導かれた平和配慮項目

復興支援ニーズの区分A と区分B に含まれている 27 項目のうち、A4）貧富の格差、A6）中

産階級の未発達、B11）経済発展の阻害・停滞の促進、B12）失業者の増加、及びB15）経済統

合（特に貨幣制度）の欠如といった主に経済にかかわる 6 つの項目に対しインパクトがあった

と考えられる。なお、本プロジェクトと紛争要因及び再発要因の因果関係の分析については、

現地調査の最終ワークショップにおいて現地でのヒアリングを行った関係者に対し披露した。

不十分な電力供給は、経済発展のボトル・ネックであり、電力供給の向上は、経済分野に大

きく貢献しており、つまり紛争要因や再発要因のなかでもB11）経済発展の阻害・停滞の促進

等、経済分野に関係のあるものには直接的にポジティブな影響を及ぼしているといえる。中・

長期的には、経済発展は中産階級の創出につながると考えられるし、また、経済活動活発化
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は国家の経済的な統合を推進すると考えられることから、A6）中産階級の未発達や B15）経

済統合（特に貨幣制度）の欠如についても、本プロジェクトは間接的ながらも貢献していると

考えられる。このほか、A4）貧富の格差については、中期的な経済発展による効果のほかに、

電力料金の設定に際しては農村部に対し、優遇的な料金を設定していること、B12）失業者の

増加については、プロジェクトの実施に際してカンボディア人を雇用したこと145）が加えて指

摘できる。

また、電力の供給の実現は非常に象徴的な意味合いがあるものと考えられる。紛争後のカ

ンボディアにおいて電気が灯った際には、平和と安定と希望の象徴であり、こうした国民に

対する心理的な影響は非常に大きいと考えられる。

4 － 6　国土交通網整備計画

4 － 6 － 1　平和構築に対するインパクト評価（経済インフラの整備）146）

国土交通網整備計画に係る復興支援ニーズは「経済インフラの整備」である。日本の援助は

全国展開されているが、本件調査ではチュルイチョンバー橋復旧計画を中心に国道 6A 号線、

及び 7 号線の改修を含む、プノンペンからカンボディア東部へ続く交通網の整備に焦点をあ

てている。公共事業交通省としても東部は貧困地域ということで道路橋梁整備の重点区間と

されており、2001 年末にはメコン河に架かる橋が開通する見通しもあり、経済インフラの整

備という観点では多大な効果をあげている。また、国土交通網整備計画への政策支援として、

公共事業交通省に専門家が派遣されている。

特にチュルイチョンバー橋復旧計画は 1992 年 12 月に着工され、1994 年 2 月に完成すると

いう異例の早さで工事が行われた。国民にとっては和平後に海外からの援助が再開して初め

ての目に見える成果であり、社会が元に戻り始めた平和の象徴として国民に与えた精神面で

のインパクトが大きかった。実際に、チュルイチョンバー橋はカンボディア日本友好橋と呼

ばれ、写真撮影の名所としても現在もプノンペン市民に親しまれている。

その後行われた交通量に関する調査では、1999 年 3 月の 14 時間交通量は 44,584 台、2000

年 12 月の 12 時間交通量は 44,749 台と報告されており、重要幹線道路を支える国道橋梁とし

て十分に機能している。社会経済面の効果に関しても、橋梁の復旧によりプノンペンと東部

地域との流通は盛んになり、全く未開発であったチュルイチョンバー橋東部の沿岸地域もレ

ストランなどの商店が軒を連ねるようになった。また、東部地域の流通が活性化されたこと

で、当時東部に隠れていたとされるポル・ポト派の残党も更に追いやられ治安改善にも貢献

したと報告されている147）。

145）2001 年 11 月 19 日、日本工営とのインタビュー調査
146）当該プロジェクトに係る別添資料 3）議事録及び 7）収集文献・資料一覧、「カンボディア国別援助研究会報告書」参照
147）治安改善に対するインパクトの詳細は 4 － 6 － 3 項の治安改善との因果関係を参照。
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今後の課題は、維持管理の問題である。現在、公共事業交通省は国家予算の 3% を配分され

ているにすぎず、その予算のほとんどは人件費となる。事業実施費はドナーの援助に依存し

ている状況で、全国的な道路橋梁の復興が大目標としてあるために維持管理に割かれる予算

はないに等しい。チュルイチョンバー橋についても部分的な補修工事は行われているものの

橋面舗装の劣化が報告されている。公共事業交通省は、維持管理の専門家を海外から受け入

れての対策を検討中とのことであるが、プロジェクトの効果を維持するための方策が早急に

実施される必要がある。

4 － 6 － 2　一般的な平和配慮項目148）

（1）適切な援助対象の選定

チュルイチョンバー橋はプノンペンからカンボディア東部へ抜ける交通の要衝であると

ともに、もともと 1963 年に日本の援助で建設された背景があり、カンボディア和平後最初

のプロジェクトとして適切に選定された。

（2）量・質的に公平な援助の分配

橋梁は公共財として誰もが利用できる経済インフラであり、援助は公平に裨益すると考

えられる。

（3）実施上の透明性の確保

チュルイチョンバー橋復旧計画は和平直後に開始された案件で、インフラ整備の目的に

加えて平和の象徴としての役割が大きく、工事期間から開通式に至るまでカンボディアと

日本の双方の政治家が現場視察に訪れメディアを通じた象徴的な宣伝を行った。これは平

和構築面での透明性の確保であり、プロジェクト実施上の透明性の確保については判断材

料となる情報が入手できなかった。

（4）ステークホルダーの公正性

プロジェクトの実施当時の道路局長はフンシンペック党で、次長は人民党であったが、橋

の復旧という目標を共有していたため、プロジェクトの実施に対して党派による政治的な

影響はなかった。しかし、カンボディア政府から予算を取って公共事業を行う際には、人

民党系の官僚の方が予算獲得の権限が強いという報告もあった。

148）当該プロジェクトに係る別添資料 3）議事録及び 7）収集文献・資料一覧参照
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（5）和平を加速するアクターの参加

国土交通網整備計画の運営にあたって、和平を加速するアクターの参加は特に認められ

ない。

4 － 6 － 3　紛争分析から導かれた平和配慮項目

復興支援ニーズの区分A と区分B に含まれている 27 項目から、本協力に対応するニーズで

ある B11）経済発展の阻害・停滞の促進を削除した 26 項目のうち、A6）中産階級の未発達、

B12）失業者の増加、B15）経済統合の欠如（特に貨幣制度）、A9）農村部の地理的な孤立を解

消することに対しポジティブなインパクトがあったと考えられる。

プロジェクトの実施に際してカンボディア人を雇用したこと、経済発展のボトル・ネック

であった人的・物的交流の促進に貢献したこと149）、さらに、中・長期的に、経済発展は中産

階級の創出につながると考えられ、経済活動活発化は国家の経済的な統合を促進すると考え

られることから、本プロジェクトは、電力供給施設計画同様、A6）中産階級の未発達、B12）

失業者の増加、B15）経済統合の欠如といった経済諸問題に対してもポジティブなインパクト

があったといえる。

紛争直後のカンボディアにおいて、紛争の負の遺産であり、長期間破壊されたままであっ

たチョルイチョンバー橋が再建されたことは、カンボディアの復興を象徴的に示したもので

あり、国民に対する心理的な影響は非常に大きいと考える150）。また、同橋がもともと日本の

協力により以前より架けられていたことをかんがみると、平和と安定のみならず日本とカン

ボディアの友好関係をも象徴するものである。

4 － 7　結核対策計画

4 － 7 － 1　平和構築に対するインパクト評価（医療の向上）151）

結核対策計画に係る復興支援ニーズは「医療の向上」である。カンボディア政府は結核の治

癒率 85% と発見率 70% をめざした国家結核対策計画を策定した。JICA は CENAT に対して

5 年間の技術協力プロジェクトを 1999 年から開始し、DOTS の拡大、全国普及のため関係者

への研修、モニタリング評価の機能強化、結核菌検査体制の強化、サーベイランスや調査活

動の強化をめざして専門家を派遣している。また、2001 年 3 月には無償資金協力によって

CENAT のビルが完成した。

ここ数年のカンボディアにおける結核対策の指標をまとめると図 4 － 5 のとおりになる。結

149）2001 年 10 月 25 日、パシフィック・コンサルタンツとのインタビュー調査
150）2001 年 10 月 25 日、パシフィック・コンサルタンツとのインタビュー調査
151）当該プロジェクトに係る別添資料 3）議事録及び 7）収集文献・資料一覧参照
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核対策の中心となるDOTS152）の普及率は医療圏郡レベルにおける公的病院を通じてのサービ

スでは、1998 年に 100% を達成しており、新規塗抹陽性患者の治癒率を見ても 90% 以上と好

成績を収めている。他方、患者発見率は塗抹陽性新規患者で 50% 程度と低迷しており、WHO

で一般的に目標とされる 70% には至っていない。

カンボディアでの結核対策は、もともとWHO が DOTS の普及をめざしたプログラムを過

去に行い、それを日本のODA が引き継ぐ形となった。しかし、WHO のプログラムは短期間

での成果が目標とされた背景があり、医療圏郡レベルでの普及率は 100% に達したものの、住

民の実際のカバー率など、DOTS 実施の質的な問題が残された。したがって、当該プロジェ

クトにおいてはDOTS の質的向上をめざす活動が行われている。しかし、当該計画は実施中

の案件であり、そのインパクトを適切に判断するにはあと数年は必要であり、ここではプロ

ジェクトの進捗を中心にまとめてみたい。

図 4 － 5　結核対策の主要指標の推移

活動の内容としては 4 つの柱がある。1 つはDOTS の監督機能強化で、定期的な服薬管理や

再発防止に関する技術移転があげられる。2 つ目は、結核に関する啓発活動であり、結核専従

でないヘルスワーカーや住民が、結核に正しく対処できるような教育を行う。次に、結核対

策の拠点づくりがあり、プノンペンのCENAT を中心として州・郡・村の各レベルでDOTS 実

施能力の向上を図るための波及効果をもたらすシステムが構築される。最後に、ラボの検査

技師などの医療関係者に対する研修を行い適切なサービスを提供できるよう指導する。短期

専門家派遣による研修実施も含め、これらの活動は順調に進捗している。大きな成果として

は、当該プロジェクトが推進してきたDOTS のヘルスセンター拡大とNGO 等とのパートナー

ネットワークの形成が正式な政策として採択され、結核対策綱領と 5 か年計画が見直され、保

152）直接監視下短期化学療法の略。少なくとも全ての発見された喀痰塗抹陽性結核患者（感染源として最も重要）に対して、
初期強化療法期間中は直接監視下において標準化された短期化学療法を行う。短期化学療法による効果的な患者治療は
疾病を治し、将来の結核菌の伝播を防止する、つまり治癒させることこそが最も効果的な予防であるという考え方。
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健省により新計画が作成・承認されたことがあげられる。人材育成が中心となるため医療の

向上への効果は今後中長期的に発現される見込みで、現在の治癒率を維持しながらどれだけ

発見率を向上できるかが重要な指標になると考えられる。

4 － 7 － 2　一般的な平和配慮項目153）

（1）適切な援助対象の選定

WHO によると、カンボディアは結核感染率が世界で最も高い国の 1 つとされ（人口 10 万

人中 560 人）、結核対策との関連性が強いHIV についてもアジア地域で最も感染率が高く、

医療分野における危急の課題として適切に選定された。

（2）量・質的に公平な援助の分配

治安面での配慮もあり、援助対象はプノンペンに位置するCENAT が中心となるが、プロ

ジェクト活動は全国的な波及効果をめざす内容になっている。また、治療を続けられない

貧困層や遠隔地を重要なターゲットとする活動計画が策定されており、公平な援助の分配

は確保されている。

（3）実施上の透明性の確保

DOTS 戦略の基本として、DOTS 監督者の記録台帳の記入を徹底して行ううえに、郡・州・

国レベルでの報告システムを確立しての包括的なデータ管理が行われる。この点で、実施

上の透明性は確保されている。また、プロジェクト週報を作成し、関係機関やNGO を含む

パートナーに発信されるなど、情報の公開が図られている。

（4）ステークホルダーの公正性

中央保健省より派遣された新所長（2001 年 2 月就任）の強いリーダーシップもあり、プロ

ジェクトの実施に対して党派による政治的な影響は少ない。また、当該プロジェクトは結

核対策に対する政府のコミットメントを強化する意図もあるが、国家結核委員会の議長は

フンセン首相自らが就任しており、政府からの全面的な支援を引き出すプラスの要因となっ

ている。

（5）和平を加速するアクターの参加

結核対策計画の運営にあたって、和平を加速するアクターの参加は特に認められない。

153）当該プロジェクトに係る別添資料 3）議事録及び 7）収集文献・資料一覧参照
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4 － 7 － 3　紛争分析から導かれた平和配慮項目

結核対策計画が貢献する復興支援策は「医療の向上」であり、これに対応する復興支援ニー

ズは C2）悪化した医療・衛生状況であるが、これは紛争要因・再発要因には含まれない（区

分 C）。結核対策計画は、復興支援ニーズ分析であげられた紛争要因と再発要因とは、それほ

ど直接的なつながりはないが、B11）経済発展の阻害・停滞の促進には貢献しているようであ

る。結核の治療は非常に長期にわたるため、国民の経済活動に対し大きな影響を与えること

が考えられる。

長期内戦で全く治療が施されなかったため、感染率が急騰し154）、カンボディアがアジアで

はアフガニスタンと並んで結核感染率の高い国（500 人以上 /100,000 人）であることが指摘さ

れており、高い結核の感染率は紛争の結果表出する現象であるという関係図が描ける。

4 － 8　社会的弱者支援

4 － 8 － 1　平和構築に対するインパクト評価（トラウマ等精神障害への対応）155）

社会問題・労働・職業訓練・青年省との協同の下、SSC を実施機関として社会的弱者支援の

プロジェクトが運営されている。SSC は、心身障害者や貧困に苛まれる住民を対象にカウン

セリングサービスを提供するとともに、ソーシャルワーカーの能力を向上するための研修を

行っている。

社会的弱者支援に係る復興支援ニーズは「トラウマ等精神障害への対応」である。類別に障

害者数を表すと図 4 － 6 のとおりとなり、全体的に低下傾向にあることが分かる。

図 4 － 6　障害者数の推移

154）2001 年 11 月 20 日、CENAT とのインタビュー調査
155）当該プロジェクトに係る別添資料 3）議事録及び 7）収集文献・資料一覧参照
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実施機関として活動を行うSSC は 2 名の管理者と43 名のソーシャルワーカーから構成され、

コンポンスプー州を対象に約 500 件あまりの精神障害支援を行っている。そのうち、医学的

に精神障害として診断されている受益者は 30% で、残りの 70% は日々の生活のなかで問題

を抱える貧困層へのカウンセリングが主要な活動となっている。また症状によっては、精神

安定剤などを無償で提供することもある。実際の裨益者に対する聞き取り調査でも、以前に

悩まされた精神不安や不眠症は今ではほとんどなくなり、薬の服用は継続しているものの病

状は著しく改善された、と患者の女性は語っている。

SSC の新たな取り組みに、自立をめざした住民組織形成がある。形成された住民組織は緊

急基金を設立し、例えば洪水などの自然災害が起きた際にメンバーは基金から必要な支援を

受けるという仕組みである。もともと組織形成の習慣がなかったカンボディアでは、基金設

立当初は組織形成の効率性をなかなか住民に理解してもらえず参加者が少なかったが、実際

に基金の効果を目の当たりにすると参加意思を表明する住民も徐々に増え始めている。これ

らの結果を総合すると、裨益人口は比較的少ないものの、復興支援ニーズを充たす援助が提

供されていると評価できる。

残る問題は、本来なら社会的弱者支援などの公共サービスは主管官庁である社会問題・労

働・職業訓練・青年省が提供すべきだが、予算的・人材資源的な制約により全く対応できて

いない点である。社会サービスはNGO を中心とする援助によって成り立っているだけで、精

神病院さえ 1 つも存在しないのが現実である。SSC では、社会的資源の活用方法や社会的弱

者の社会統合の方法論などを中心に政府関係者やNGO に対して研修を実施しているが、主管

官庁の根本的な問題解決には至っていない。NGO による社会的弱者支援を如何に公共サービ

スへ移管できるかが今後の大きな課題である。当該分野に関連して、社会的弱者に大使、キャ

パシティビルディング等を目的とした長期専門家、障害者分野の短期専門家を派遣している。

4 － 8 － 2　一般的な平和配慮項目156）

（1）適切な援助対象の選定

コンポンスプー州が選定された当時に明確な理由はなかったが、社会的弱者支援に係る

援助のほとんどがカンボディア北西部のタイ国境付近に集中した背景があり、貧困度が高

いにもかかわらずドナーの少ないコンポンスプー州が選定されたのは結果的には適切であった。

（2）量・質的に公平な援助の分配

社会的弱者には、精神的あるいは肉体的に障害を負った者のほかにも、社会的に問題を

抱える家庭や貧困に苦しむ家庭も含まれており、ターゲットグループのなかでは公平に援

156）当該プロジェクトに係る別添資料 3）議事録及び 7）収集文献・資料一覧参照
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助が分配されている。

（3）実施上の透明性の確保

SSC では定期的なモニタリング評価を実施することで透明性の確保に努めている。

（4）ステークホルダーの公正性

プロジェクトの実施に対して党派による政治的な影響はない。

（5）和平を加速するアクターの参加

啓蒙活動では学校や教師を引き込んで事業を実施しているものの、和平を加速するアク

ターであるか判断するに足る情報は入手できなかった。

4 － 8 － 3　紛争分析から導かれた平和配慮項目

視察したSSC のプロジェクトが貢献する復興支援策は、「トラウマなど精神障害者への対応」

であり、これに対応する紛争要因・再発要因はB3）トラウマなど精神障害者の蔓延であるが、

JICA の社会的弱者支援計画全体の取り組みでは、復興支援ニーズのC4）地雷被災者・紛争に

よる障害者の増大、C5）寡婦・戦争孤児問題にも対応している。

社会的弱者支援計画は、これ以外の復興支援ニーズ分析であげられた紛争要因と再発要因

のうち、A4）貧富の格差に対しポジティブなインパクトがあると考えられる。現地調査にて

視察した SSC の案件では、社会的弱者及びその家族に対する直接支援を行っており、社会的

弱者には、精神的・肉体的に障害がある者だけではなく、貧困に苦しむ者や社会生活で問題

のある者などを含んでいること157）から、貧困問題に貢献していると考えられる。

4 － 9　インターバンド：「除隊兵士社会復帰支援プロジェクト」

4 － 9 － 1　平和構築に対するインパクト

インターバンドでは、2000 年にカンボディア政府が軍事費削減・兵員削減の一環として始

めた兵士の動員解除パイロットプログラムを受け、プログラムにより除隊された兵士のなか

で特に生活が困難な兵士の社会復帰を支援することを目的としたプロジェクトが行われてい

る。

除隊兵士社会復帰支援プロジェクトの復興支援ニーズは、「過剰な軍事費・兵員の削減」で

ある。しかし、当該プロジェクトは 2000 年にカンボディア政府が軍事費削減・兵員削減の一

環として始めた兵士の動員解除パイロットプログラムを受け、プログラムにより除隊された

157）2001 年 11 月 19 日、Social Services of Cambodia とのインタビュー調査
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兵士のなかでも身体的・精神的障害を負っている者、高齢者、慢性疾患者、除隊兵士とその

家族の経済的自立を支援することであることから、プロジェクトは直接的には農村開発と社

会的弱者支援の側面での効果も目的としている。

当該プロジェクトは、2000 年 12 月から翌 2001 年 1 月にかけてカンボディア北西部のバッ

タンバン州においてアセスメント調査を経て、2001 年 2 月末から 9 月末までの 6 か月間、同

州のBanan、Svay Por、Bovel の 3 地区においてパイロットベースで開始された。カンボディ

アでは、動員解除された兵士は健康状態により 2 つのカテゴリーに分けられている。カテゴ

リー 1 は健康な兵士で、カテゴリー 2 は身体的・精神的な障害を負っている兵士、慢性疾患の

兵士、高齢の兵士であり、2001 年 10 月までに除隊された兵士 1,500 人のうち、80％がカテゴ

リー 2 に属している。プロジェクトは、カテゴリー 2 のなかでも地雷により片足を失うなど

身体障害を負ったもの、戦闘により重度の精神障害になったもの、土地や持ち家がないもの

など、特に社会復帰が困難な 18 の除隊兵士家族の雇用創出と収入向上を目的とする。

当該プロジェクトは、現地NGO のチブッ・トマイと共同で小規模ビジネスのためのワーク

ショップを行い、6 か月の訓練の間に技術を習得し収入を得て自立することを目的とする。支

援家族の多くは、除隊時に支給される 240 ドルを借金返済や病気の治療のために使い果たし

てしまうため、小規模ビジネス訓練中の 6 か月の間、最低限の生活費として兵士の給与と同

額の月額 20 米ドルが各支援家族に一律に支給される。支援家族の選んだ小規模ビジネスの内

訳は、養鶏 8 家族、養鴨 1 家族、養豚 2 家族、野菜栽培 1 家族、自転車・バイク修理 2 家族、

舟 1 家族、生活用品ショップ 1 家族、縫製・洋裁 2 家族、である。収入はビジネスによって異

なるが、訓練終了後 1 か月経過した時点で支援 18 家族のうち 90％が小規模ビジネスにより定

期的な収入を得ることが可能になり、一家族平均収入は月 15 ドルとなっている。舟による漁

の小規模ビジネスの訓練を受けた除隊兵士は、川の渡しのビジネスも始め収入手段を拡大し

ている。

その他、プロジェクトが週 1 回、支援家族の収入や健康状態のモニタリングを兼ねた巡回

訪問を行うことにより、カウンセリングとしての効果もあがっている。

4 － 9 － 2　一般的な平和配慮

（1）適切な援助対象の選定

対象地域であるバッタンバン州は、元ポル・ポト派の支配地域であり治安が一部安定し

ていないことから、カンボディア国内でも他地域に比べて援助の介入が少ないうえ、地雷

も多く残り開発も遅れているため、復興ニーズが高い地域が選ばれたといえる。
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（2）量・質的に公平な援助の分配

直接裨益者となる除隊兵士とその家族の選定にあたっては、①除隊兵士本人が障害者、②

無職ないしは持ち家がない、③家族に重度の病気のものがいる、などを基準とし、事前に

数回にわたりインタビューと自宅訪問を行っている。カテゴリー 2 に属する除隊兵士のな

かでも最貧困層を対象に、適切な選定が行われているといえる。

（3）実施上の透明性の確保

プロジェクト開始にあたり、周辺住民も含めて事前の説明会を行うなどの配慮がなされ

ている。プロジェクトに関しては、定期的に服用する必要がある薬の購入費を工面するこ

とができない重度の精神障害者に対しては、プロジェクト独自に発行したローカルマネー

により地域の薬局で薬を購入できる仕組みをつくっている。このような除隊兵士と薬局の

間でのみ使用可能なローカルマネーの導入により、薬以外に費用が使われることを防いで

いる。

（4）ステークホルダーの公正性

プロジェクトを実施するうえで、C/P や裨益者の選定についても党派による政治的な影響

はみられない。

（5）和平を加速するアクターの参加

除隊兵士本人の障害が重く働き手となることが難しい 2 家族については、除隊兵士の娘

に洋裁の訓練を行っている。訓練に関しては地元の女性自立支援NGO であるラチャナと協

力し、家族内だけでなく地域社会での女性の発言権の促進にも努めている。

4 － 9 － 3　紛争分析から導かれた平和配慮項目

除隊兵士支援計画に関しては紛争要因、及び再発要因との関連では、直接的には B4）過剰

な軍事費・兵員の削減を目的としている。さらに、当該プロジェクトは動員解除された兵士

を一般社会の市民として再統合することを目的としており主に農村開発の面に焦点を当てて

いるため、復興支援ニーズ分析であげられた紛争要因と再発要因のうち、B11）経済発展の阻

害・停滞の促進、B12）失業者の増加などに対するインパクトがあることは明らかになった。

以上の経済的な側面に加え、当該プロジェクトがカンボディアで支援が行き届きにくい身

体・精神障害者に重点を置いた配慮を行っていることから、短期的には B3）トラウマなど精

神障害の蔓延に対してポジティブなインパクトがあることが明らかである。紛争後の社会に

おいて、一般的に元兵士はかつての強者の側に立つものであり、治安や一般市民感情に対し
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てネガティブなインパクトをもつものととらえられがちである。しかし、カンボディアにお

ける除隊兵士に占める身体・精神障害者の割合の高さを考慮すると、除隊兵士が同時に社会

的弱者である割合が高いということができる。したがって、除隊兵士支援計画が中期的には

障害者・失業者などの社会的弱者支援、長期的にはA4）貧富の格差に対して貢献していると

考えられる。

4 － 10　ADHOC：人権プロジェクト

4 － 10 － 1　平和構築に対するインパクト評価

人権擁護分野を専門とする現地NGO であるADHOC は、３つのグループ（①コミュニティ、

②軍・警察・地方政府高官、③大学生）を対象に、人権教育・研修を行っている。

人権教育プロジェクトにかかわる復興支援ニーズは「人権意識の強化」である。カンボディ

アにおいては、過去の戦争犯罪・人権違反のみならず、現在においても犯罪や人権侵害に対

する責任の追及が必ずしも十分に行われていない。「法の下での平等」という原則が守られず、

識字能力が十分でない者が法に訴えることができずに不利を被ったり、一部権力者や金銭的

に富裕な者が罰を逃れる事例もある。これらの結果、人々の間の司法に対する信頼が低下し、

また力による抑圧や一方的に不利な立場に置かれることで反感感情が育ち、小型武器の密輸

入など犯罪の横行と結びついて治安の悪化を招いている。これに対して、日本政府をはじめ

とする各ドナーは法制度の整備などの支援を行っているが、カンボディア側の人材不足や人

権意識の不足から施行状況に関してはまだ改善の必要がある。ADHOC は、人権教育及びモニ

タリング、人権に関する調査研究などの活動を通して、人権意識の普及と法に基づいた責任

の追及と処罰の実施を社会に根付かせる活動を全国規模で行っておりカンボディア 21 州のう

ち 17 州に支部をもち、常駐スタッフも置いている。

ADHOC の活動のうち、今回の調査では人権教育活動を視察したが、その活動は 2000 年度

実績で約 18,000 人（うち女性約 5,000 人）を対象に 600 コースを実施するなど、NGO として

は規模が大きく十分なインパクトの大きさをもつ。ADHOC の行う人権教育活動は3 種類ある。

農村住民を対象とした一般的・初歩的な人権教育コース、政府職員の人間（役人、軍、警察な

ど）を対象としたコース、次世代を担う若者を対象にしたコースである。このうち最もユニー

クかつ有効なのは、政府職員を対象にした人権教育であり、これはカンボディアにおいては

いまだ権力側に立つ者による直接的な人権侵害や汚職、人権に対する理解不足から来る犯罪

者への不当な取り扱いや不十分な捜査による処罰が問題であり、これが治安改善の遅れの間

接的な要因となっているからである。ワークショップは参加型で行われ、プレイベンで視察

した特殊コースでは教師、警察が一緒になって人権問題を話し合う姿は圧巻であった。ワー

クショップも、ただ話し合って意見を交換しながら意識を高めるだけが目的ではなく、その
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成果を県の地方裁判官に向けて提言の形で発表することによって一定の公的な位置づけがな

されており、その後、裁判官から各コンミューンに再び勧告という形で提言が回送されてく

る仕組みとなっている。このようにADHOC は、1991 年に設立されてから人権関係では政府

を批判しながらも、足りない部分を実践的に担いながら一定の地位を築いてきている。また、

国際NGO やドナーとも良い関係を築いており、これによってカンボディア政府側もADHOC

に対しては一目置く状況にあり、良い意味での緊張関係の下で人権普及を実施しているとい

えるだろう。ADHOC の紛争後カンボディア社会における人権状況改善へのインパクトは大き

い。

4 － 10 － 2　一般的な平和配慮項目

（1）適切な援助対象の選定

ADHOC の人権教育は、一般の農民や市民だけでなく、軍や警察官など政府職員も対象と

している。また、現在のカンボディア 17 州に支部をもちながらセミナーを開催するなど地

域的な偏在もない。さらに、カンボディアに蔓延する家庭内暴力も視野に入れて女性を積

極的に参加させる努力を行っている。また、ADHOC の職員採用にあたっても、最低 3 分の

1 を女性スタッフとするなどの基準を設けており、ジェンダーに対する配慮は高い。

（2）量・質的に公平な援助の分配

人権教育は、バッタンバンのようなポル・ポトが支配していた地域でも支部を設けて実

施しており、県単位でみればほぼ全国的にカバーできている。しかし、アクセスするため

の道路の未整備等もあって、同じ県内でも支部からバイクで 8 時間以上もかかる農村もあ

り、セミナーの実施などには偏りが生じているようである。一方、人権モニタリングに関

してはADHOC に登録された約 340 名のボランティアによって人権侵害事例を報告する協

力を行っており、アクセスの悪い農村もとりあえずカバーできている。

（3）実施上の透明性の確保

ADHOC では 3 つの異なる活動評価（内部、外部、合同）を取り入れていることでアカウ

ンタビリティの確保を図っている。

（4）ステークホルダーの公正性

一般市民のみならず政府職員も人権教育の対象とするなど、一方に肩入れするのではな

く“対話”を基調としたアプローチで人権状況の改善を図っている。また、ADHOC は古く

から活動するカンボディアNGO の 1 つであり、カンボディア自身によるカンボディア社会
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での人権状況を改善しようとする活動である。その意味でも「人権」という西洋型概念が外

部から押しつけられるのではなく、またカンボディアの様々な生活圏に生きる人々に参加

してもらいながら人権普及を進めてきている。

（5）和平を加速するアクターの参加

カンボディアにおいて和平を加速するアクターは、女性と子供である。人権セミナーで

は、特に若者を対象としたコースを行っており、またADHOC の職員についてもジェンダー

に配慮するなど、和平を促進するアクターの参加を促進しているといえる。

4 － 10 － 3　紛争分析から導かれた平和配慮項目

復興支援ニーズの区分A と区分B に含まれている 27 項目から、本協力に対応するニーズで

ある A3）人権意識の未発達、A5）法の支配の未整備を削除した 25 項目のうち、B7）非合法

社会の構造化、B9）土地所有システム確立の遅延、B6）クメール・ルージュ裁判との因果関

係を明らかにする。

B7）非合法社会の構造化に関し、特に郡部の政治、経済、社会への介入についての問題と

の強い因果関係がある。特に軍部や警察が政府要職ポストの配分や森林伐採権、土地配分の

問題をめぐって強い影響力を働かせている現実があり、プレイベンで視察したADHOC のワー

クショップでも一部警察と裁判官の癒着が問題点として指摘されていたぐらいである。個別

具体的な問題は別にしても司法が軍部の影響力から完全に独立していないことが根本的な問

題である。これは、裁判官や検察官の身分に関する基本規定（汚職裁判官の更迭などを可能に

する）が整備されていないことが一部理由であるが、やはり根本的には社会における法律の意

義と役割についての理解が不足しているためであろう。ADHOC の行っている軍部や警察に対

して行っているセミナーは、内容が人権だけにとどまらず広く一般に法律というものに対し

て意識化を図ろうとするものであり（視察したセミナーでは、人権というよりも汚職や Impu-

nity といった問題をあげて議論していた）、法制度や構造の改革が待たれるもののプラスに作

用しているものと考えられる。

同様、B9）土地所有システム確立の遅延に係る問題においても、何万件もあるといわれる

土地紛争の多くが軍関係者や高級官僚といった有力者による接収の問題である。新しく改訂

された土地制度においても土地なし農民や少数民族の生存を保証していた慣習法からの脱却

を強要する側面もあり、社会的弱者にとって必ずしも有利に働くものではない。これに加え

て、有力者による法解釈の不当な乱用もあって一層の抑圧の度合いを強めているという報告

もある。人権意識のなかった住民は、これまでは泣き寝入りをせざるを得なかったのだが、

ADHOC の人権教育が進めば、社会権に対する意識も高まり正当な要求をする者も増えてくる
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だろう。しかし、プラス面ばかりではない。1 つにはカンボディア全体のなかで、「法の下で

の平等」という意識が社会的規範とならなければ権利を要求した者を危険な、あるいは不利な

立場に置くことになる。今ミッションでは確認できなかったが、権利意識の高まりが暴力（広

い意味で不当解雇を含む）を受ける危険性と裏腹の関係にあることは、幾人かの人権ボラン

ティアがこれまで脅かされたり、暴力を受けたことがあったというADHOC からの報告でも

推測される。

かように現実社会においては、人権意識と治安が衝突することが多い。そして、この問題

は平和構築に係る根本的命題であるといってもよい。長期的視野に立てば、法治社会を育成

し、法の下で正義を履行することは平和構築に寄与するものだが、これによって既得権益を

奪われるおそれがある者から短期的あるいは一時期的に反発を招くおそれがある。その意味

で、B6）クメール・ルージュ裁判はカンボディアにとって象徴的な意味をもつ。クメール・

ルージュ派の過去の虐殺・人権侵害に対する責任追及問題は長期的観点から国民和解と治安

維持を図るものであるが、それを国内問題とするのか、それとも国際犯罪法廷で裁くのかと

いうのはカンボディアの法治社会としての成熟度と社会規範のなかに人権に関する国際的基

準が適用されるかという判断問題と絡むからである。クメール・ルージュ裁判の行方によっ

ては、ADHOC が進める人権教育のカンボディア社会の受け止め方も影響を受けるものと思わ

れる。

4 － 11　IMPACS の平和構築に対するインパクト評価

IMPACS はメディア支援活動の一部として、ジャーナリスト育成のための研修事業と、カンボ

ディア初の女性のみのラジオ局に対する技術支援を行っている。特に女性ラジオ局への支援につ

いては、和平を促進するアクターとして女性を位置づけ、女性ジャーナリストのメディア進出を

図り、平和に対する啓蒙活動の裾野を広げていくことをめざしている。また、放送で取り上げる

内容は、地方選挙、売春問題、地域開発と女性の地位向上等、幅広い分野にわたっており、女性

ジャーナリストの視点に基づく放送内容は他局に比べユニークであり、地域の女性から強い支持

を受けている。さらに、このような議題を扱うにあたり、特に教育省や女性省等の政府の関係省

庁との連携を強める努力をしているだけでなく、バイ・マルチ・NGO の多くのドナーが集中的に

援助を行っており、よいプログラムを組むことで財政的支援を取りつけている点からかんがみ、高

いコーディネーション能力があるとが考えられる。
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第 5 章　評価結果の総括

5 － 1 平和構築に対する復興支援のインパクト

平和構築という概念そのものがまだ新しいこともあり、本件調査で評価対象となった JICA  8 案

件は、いずれも平和構築を直接のプロジェクト目標としていない。そのため、平和構築へのイン

パクトを評価するのは困難という議論があったが、JPCIA で定義される復興支援ニーズは分野ご

とに細分化されているため、各案件のプロジェクト目標あるいは上位目標と復興支援ニーズはほ

ぼ一致する。復興支援ニーズを満たすことが平和構築につながるとする論理からすると、平和構

築を意識的に目標としていない案件であっても平和構築と必ず因果関係があり、結果的には平和

構築へのインパクトも評価 5 項目のインパクトを検証するのと類似した面もあった。しかし、一

般的に、プロジェクトのインパクトは実施終了後中長期的に現れるもので、対象となった JICA8

案件は実施中の案件から終了後数年経た案件まで様々な段階が含まれており、インパクトの発現

度合いは案件によって大きく異なる。また、様々なドナー援助が介在している現実を踏まえると、

カンボディア全体に対して日本の援助がどれだけ効果をもたらしたのかを判断するのは難しい。し

たがって、ここでは全体のインパクトを総括するよりむしろ、平和構築に対する日本の復興支援

の特徴をまとめてみたい。

今回対象となった 8 案件は JICA 国別事業実施計画の重点 8 分野のうち、教育と環境を除く 6 分

野に当てはまる案件であった。他機関の援助に比べて日本の援助が特に突出していた点として、和

平後早期の段階で援助が開始された案件が目立ち、緊急援助あるいは復興期の始まりの初期段階

に与えた効果があげられる。特に紛争によって失われたインフラの回復という面では、開発金融

機関による貸付が多い状況のなか、日本の二国間援助による無償でのインフラ整備のプレゼンス

は非常に高かった。また、近年開始された結核対策や司法支援の案件についても、セクターのな

かで日本がイニシアティブをとる分野が特定されており、十分なプレゼンスを示している。

マイナス面を指摘するならば、プロジェクト実施上の安全を確保する必要性に配慮し、案件の

対象地域がプノンペンあるいはその周辺に限定された点であろう。この点では、治安面で問題の

残るカンボディア北西部にも進出している国連機関、他ドナー、NGO などの援助に比べると、明

らかな違いとして見受けられた。日本側関係者もこの点は十分理解し、逆にプロジェクトを運営

するうえでの葛藤にもなっていたが、むしろ援助スキーム面の問題であって、プロジェクトでは

コントロールできない外部条件であったと考えられる。

最後に、プロジェクト全般を通して実施のなかで特別な配慮を行い成果を上げた分野として、人

材育成及び組織力強化がある。カンボディアではポル・ポト時代にほとんどの知識人や専門技術

者が虐殺され、復興の中核をなすべき中間層が存在しない。内戦時代を生き抜いた人材も、なる
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べく目立たないように振る舞うことが生きる術であった名残で、物事に対して非常に消極的な姿

勢が見受けられる。また、近隣者の密告で簡単に人が殺された当時の後遺症も根深く、カンボディ

ア人に蔓延する対人関係への不信感は個人主義を助長し、政府内でも村落レベルでも組織的に仕

事を進める能力に欠けている。さらに、カンボディア政府の統治機能がいまだに脆弱なためドナー

依存が恒常化しつつあり、C/P となる政府関係者も研修に参加するのは金銭目当ての場合もある。

こうした心理的に根深いプロジェクトの阻害要因があるなかで、紛争によって失われた人的資源

の回復をめざす配慮は、プロジェクト全般における課題であり平和構築に向けた根源的な問題解

決と考えられる。実際に、派遣専門家をはじめとする日本側関係者はカンボディアに内包される

人材不足の問題を十分に把握し、プロジェクト実施のなかで特に人材育成のインパクトに配慮が

なされた。

例えば C/P に対して直接技術指導を行う専門家の立場であれば、モチベーションの高い数、少

ない人材を選んで技術移転を集中的に行い人材育成の基盤をつくる一方で、モチベーションの低

い関係者に対しては日々の活動のなかで根本的な意識改革を促すような助言を与えている。また、

無償資金協力案件であれば、施工業者により工事にできるだけ多くの現地労働者を雇用する配慮

がなされ、案件終了後には多くの技術者が育成され民間の土木業者などに吸収されるなど、民間

レベルでの技術移転が行われている。こうした人材育成は、プロジェクト活動として定義されな

い毎日の積み重ねで行われる試みであり、信頼関係の構築から専門的な技術指導をできるレベル

に至るまでには忍耐強いコミットメントが要求される。しかし、こうした長期的なコミットメン

トこそ人材不足の根源的な問題を解決するために必要な人間関係であり、カンボディアでの持続

的な人材育成への足がかりとなるインパクトとして評価できる。

5 － 2　JPCIA の有効性

5 － 2 － 1　総　論

今回の調査の目的の 1 つは、JICA が開発中の JPCIA 手法の現地レベルにおける適用の可能

性を検討し、更なる改善を図ることであった。本調査に先立って2001 年 2 月に実施されたグァ

テマラにおける第二次調査では、カナダ側が開発した PCIA を用いて調査を実施した。今回は

日本側が中心となり、PCIA を基に、より実際的で、プロジェクトの形成・実施・評価の過程

における分析作業を可能にする JPCIA を開発し、これを用いて調査を実施した。

グァテマラでの調査で使用したカナダ側が開発したPCIA は平和・紛争分析とプロジェクト

分析の二部から構成されているが、紛争分析手法としては有用であるものの、両者をつなげ

るプロセスが複雑で、どのように結びつけるかが明確ではないという指摘があり、PCIA を実

際のプロジェクト運営のプロセスに適用することは困難であるとの結論に達した。

日本側が開発して今回使用した JPCIA は、紛争分析とプロジェクト分析の両方を行ってい
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るという意味では、カナダが開発したPCIA のコンセプトとおおむね同じであるが、JPCIA は

特に次の 3 つをその特徴として有している。第一に、紛争分析の最初のステップである現状

分析からプロジェクト分析の最後のステップである平和配慮アセスメントまで、一連の流れ

でつながっていることである。例えば、紛争分析で導き出された紛争要因・再発要因は、プ

ロジェクト分析の平和配慮アセスメントにおける平和配慮項目に直結しており、このような

２つの分析過程における作業内容の連動は、紛争分析とプロジェクト分析とが 1 つのフロー

としてつながっていることをよく示している。第二の特徴は、紛争分析において単に紛争予

防のみならず復興開発の側面にも焦点を当てていることである。そして第三点目は、プロジェ

クト分析のなかで、プロジェクト形成、実施、評価の各プロセスにおいて、平和や紛争再発

防止への配慮として留意すべき項目を掲げていることである。このような配慮項目をプロジェ

クト分析におけるチェック項目として位置づけることで、平和構築に直接的に寄与するプロ

ジェクトのみならず、間接的に寄与するプロジェクトについても、その実施による紛争要因

に対する正負のインパクトを検証することが可能となった。

5 － 2 － 2　各論（紛争分析）

国レベルの紛争分析において、紛争の構造的要因、引き金要因、内戦を永続化させた要因

の３つに分類する点については、カナダ側の PCIA 手法や他ドナーが開発中の紛争分析ツー

ルと類似している。他方、復興支援ニーズ分析において単に紛争予防のみならず、復興開発

の側面にも焦点を当てていることは、他ドナーの紛争分析には見られない JPCIA の特徴であ

る。復興支援ニーズ分析を行うことによって、内戦後の復興開発が必要な国について、紛争

要因だけでなく、紛争後に発生した再発要因や開発につなげるための復興支援ニーズも導き

出すことが可能となっている。

このような特徴を有する JPCIA の紛争分析は、国別事業実施計画の作成・見直しを行うう

えで、また、国レベルの紛争要因及び復興支援ニーズを抽出するツールとして、極めて有効

である。

5 － 2 － 3　各論（プロジェクト分析）

プロジェクト分析は、「ステークホルダー分析」「PDM の作成」「平和配慮アセスメント」の

３つのステップから構成されるが、各段階につきおおむねポジティブな評価が得られている。

「ステークホルダー分析」では関係するアクターを包括的に抽出し、各アクターの政党分布

やポル・ポトとの関係を検証し、「PDM の作成」はプロジェクトの全体像を理解すると同時に、

活動・成果・プロジェクト目標の因果関係を理解するという点で有効である。

表 5 － 1 は、今回調査した日本側のプログラム（JICA  8 件、NGO  2 件）と紛争分析から導
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き出された平和配慮項目との因果関係を概観したものである。A4）貧富の格差に対しては 4 プ

ログラム、B11）経済発展の阻害・停滞の促進に対しては 6 プログラムがポジティブな影響を

与えている。ただし、今回は時間的制約のあるなかで調査を実施したため、10 案件と 27 項目

の関係についての聞き取り・分析は十分ではなかった。傾向を見極め、教訓を導き出すため

には、より詳細な調査に基づく分析が必要である。

「平和配慮アセスメント」は、プロジェクト形成時や実施時に検討が必要であると考えられ

る平和や紛争再発予防に対する配慮事項を抽出してチェックリストとして明示した点、また、

従来は必ずしも平和構築や紛争と直接関連がないと考えられていたプロジェクト（インフラ

整備・疾病対策など）の平和と紛争再発予防に対する間接的なインパクトについて検証した点

の 2 点が有効性を高めている。
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第 6 章　教訓と提言

6 － 1　平和構築に資する復興支援に関する提言

6 － 1 － 1　復興支援におけるフェーズ区分

復興支援ニーズ分析では支援計画を策定する際の便宜性を考慮し、JICA で復興開発支援の

重点分野に定められる 7 項目（緊急援助、再融和、治安維持、社会基盤整備、ガヴァナンス、

経済復興、社会的弱者支援）に分類して記載されている。支援計画の策定までには、紛争分析

と復興支援ニーズ分析を経て、当該国や他ドナーの活動状況にも配慮して優先度づけがなさ

れる。復興支援ニーズの優先度を決める際には、政策としての重点分野から見た視点のほか

にも、特に復興支援においては時系列でみたフェーズ分けの視点も重要な基準であると考え

られる。しかし、平和配慮や紛争予防に関する報告書は重点分野の抽出や実施体制の方法論

などに焦点が当たりがちで、復興支援におけるフェーズ分けの議論が少ない。したがって、分

野的な重点項目に加えて、復興支援を時系列で分類した場合の重点項目も検討する必要があ

る。

第 3 章 3 － 5「他の側面からの優先度づけ」の図 3 － 1「カンボディアのニーズの変遷」や聞

き取りを参考に、3 － 4「復興支援ニーズ分析」の表 3 － 4 で提示された復興支援ニーズを時

系列でみたときの重要性の変化を示したのが図 6 － 1 である。多くのニーズは、紛争終結直

後から現在に至るまで一貫して支援が必要であるが、特に重要性が高いと思われる時期を濃

く示している。これから明らかであるように、和平協定からUNTAC 撤退までは「治安維持」

「社会基盤整備」「ガヴァナンス」分野に重点が置かれており、UNTAC 撤退後現在に近づくに

従って、「経済復興」「社会的弱者支援」へのニーズが高まると同時に、ガヴァナンスのニーズ

も多様化している。
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本件調査で対象となった JICA 8 案件の投入を大まかに資金面と派遣専門家の人月で時系列

に表すと図 6 － 2 のとおりとなる。1996 年を緊急援助期から復興支援期へと変わる節目と仮

定すると、対象の 8 案件は以下のとおり 3 種類に区分することができる。

A. 緊急援助期の案件

B. 復興支援期の案件

C. 2 期にまたがる継続的な案件

図 6 － 2　JICA  8 案件の投入の推移

3 種類の時系列的な区分に JICA 8 案件の重点分野を当てはめると表 6 － 1（p.122）のとお

りとなる。緊急援助期には、緊急的なインフラの回復をめざした電力供給設備計画と国土交

通網整備の 2 案件が重点的に投入された。また、復興支援期には、インフラや治安などが改

善されるなかで、保健医療・司法改革支援・社会的弱者支援といったソフト面での援助と、

ハード面でもインフラ整備がプノンペンから地方展開へと移行され交通網整備が増加傾向に

転じ、インフラ整備の政策に係る専門家の投入も開始されている。最後の 2 期にまたがる案

件としては、三角協力・治安改善・CMAC 機能強化（地雷除去）があげられる。三角協力は、

緊急援助期の難民・国内避難民の帰還という再融和の目標から、復興支援期にはより農村開

発に焦点を絞った活動に移行している。それぞれの分野は、住民生活に直結する問題に対応
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する援助で、緊急援助期と復興支援期の区分にかかわらず継続的かつ長期間のコミットメン

トを要する案件である。

図 6 － 3（p.121）は、各復興支援ニーズの変遷に対して JICA の投入がどのように対応して

きたかを示したものである。
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表 6 － 1　重点分野の時系列による区分

緊急援助期と復興支援期の境界をいかに定めるかといった議論は今後も重ねる必要がある

が、本件調査の対象となった JICA  8 案件についてまとめると上記の分析結果が得られる。本

件調査では JPCIA 手法をモニタリング評価の段階で使用したが、計画の段階での有用性を発

揮するならば、重点分野の優先度づけと同様に援助対象国がどのフェーズにあるかを検証し、

支援計画の時系列的な優先度づけを行う必要性もある。また、表 6 － 1 のような時系列的な

復興支援の指針を定めておけば、時系列的な優先づけを行う際の判断基準として効果的であ

る。

6 － 1 － 2　プロジェクト実施レベルでの復興支援

本件調査の評価対象である JICA  8 案件のプロジェクト関係者へのインタビューを進めた

結果、案件全般にあてはまる特別な配慮が抽出された。これは、平成 12 年 3 月の外務省経済

協力局評価室による「カンボディア援助実施体制評価報告書」の第 6 章で指摘されているカン

ボディアの援助実施体制の現状及び問題点（①人材不足、②開発資金の不足、③組織調整力の

不足）と類似する点もある。プロジェクトを円滑に実施するためにはそれらの問題に対してプ

ロジェクトごとに配慮せざるを得ない状況があり、また、そうした配慮が中長期的にはカン

ボディア全体の復興にも寄与すると予想される。上記の配慮をまとめると以下のとおり大別

できる。

① 人材育成・組織力強化

② 自立発展性

③ ドナー調整

人材育成・組織力強化については「5 － 1 平和構築に対する復興支援のインパクト」の項で

も取り上げたとおり、絶対的な人材不足の問題に対してプロジェクトごとに配慮し一定の成

果を上げているが、自立発展性とドナー調整については、すべてのプロジェクトが対策を講

じて問題解決に至る状況には必ずしもない。
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自立発展性については、税収による財源がほとんどない状況からも明らかなように、カン

ボディア政府のガヴァナンス機能は非常に脆弱である。特に政府機関をC/P とするODA プロ

ジェクトでは資金面での自立発展性が全く見込めない状況で、プロジェクト期間内に自立発

展性を最大限に引き出す配慮が検討されているが、プロジェクトではなかなか解決できない

大きな問題となっている。この問題を解消するための 1 つの方法として、特にポスト・コン

フリクト国のように復興開発課題が山積みしている国への支援を検討する場合、ドナー側が

従来の財政的自立発展性の考え方を変革することの必要性が、インタビュー調査のなかでも

指摘されている。この新しい財政的自立発展性の考え方とは、カンボディアの「援助実施体制

における財政管理能力と、効率的で効果的なプログラム及びプロジェクトの実施能力を向上

させることで、ドナーの金銭的支援を中・長期的に保持していくこと」ととらえ直したもので

あり、従来の財政的自立発展性よりも実現可能性は高いと考えられる。

またドナー調整については、分野的あるいは地理的な面でドナー間の重複を避けるマクロ

調整もあるが、それ以上にインフラ整備でいえば工事の仕様を統一する調整や、司法整備で

いえば横断的な整合性を維持するための調整など技術レベルでの調整の必要性が見受けられ

た。こうしたミクロ面での調整も主管官庁を中心に行われるべきであるが、ガヴァナンスの

脆弱さもありいまだに問題として残っている。

これら 3 つの配慮は一般の援助案件でも当然考慮に入れられるべきであるが、特に復興支

援においてはカンボディアのケースのようにガヴァナンス機能の未発達や主体性の欠如といっ

た根本的な問題があり、復興支援プロジェクトの計画が策定される初期の段階から特別に配

慮するための活動を盛り込む必要がある。特に、スキームに沿った計画を策定するよりも、復

興支援ニーズに直接的に対応できる柔軟性のある計画づくりを行う必要がある。

6 － 1 － 3　無償資金協力によるインフラ整備案件と人材育成

カンボディアでは人材不足が復興支援に向けた根源的な問題として深刻である。JICA  8 案

件でも人材育成に特別な配慮がなされたのは既に述べたが、特にインフラ整備案件での土木

工事の技術者育成の成果は特筆に値する。無償資金協力によるインフラ整備案件は、インフ

ラ（ハード面）の整備が実施の目的であり、人材育成の側面は対象とはならないが、このよう

な無償資金協力における施工業者の現地労働者への民間レベルの技術移転の大きなインパク

トは再確認する必要がある。よって無償資金協力の実施にあたっては、こうした効果を十分

に評価し、今後現地企業の最大限の活用や現地労働者の活用を十分に進められる工期の確保

に配慮することも検討されるべきである。

また、人材育成については、技術協力との連携を踏まえ総合的に協力の枠組みを考慮する

必要があるほか、無償資金協力においてもコンサルタントによる技術移転（ソフトコンポーネ
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ント）が平成 10 年から協力枠組みのなかに取り入れられており、ソフトコンポーネントの活

用も更に検討していく必要がある。

なお、人材が絶対的に不足し、また政府の財源をドナーに依存せざるを得ない紛争国にお

いては、人材育成は最も重要な課題であり、インフラの整備のみならず人材育成を目標とし

た案件（職業訓練センター建設等）を対象とすることも重要である。

6 － 1 － 4　NGO との相互補完性

復興支援におけるNGO との連携は以前から指摘されている。本件調査でも司法支援分野で

は、重要政策中枢支援で検事や裁判官といった司法省関係者への研修実施と同時に法律の起

草を行う一方で、小規模開発パートナー事業では、弁護士の育成とともに国民の権利の平等

な実現を図るために弁護士による援助や裁判のための費用を援助する法律扶助制度の構築が

図られ、双方向からの援助が相乗効果を生み出す相互補完性が見受けられた。しかし、他分

野での有機的な連携はいまだに十分ではないように見受けられる。

相互補完性という意味では、治安の問題で援助対象地域がプノンペンに傾斜するなどの

ODA 案件の制約が抽出される反面、NGO は治安が不安定な北西部に進出するなど足の速さが

目立ち、全体としてみると両者が相互補完性を有していると解釈できる。また、平和構築は

社会全体の問題であって政府レベルと住民レベル双方の復興が必要となるが、この点でも、

ODA が政府レベルのトップダウンアプローチが多いのに対し、NGO では住民レベルからのボ

トムアップアプローチが主体となり、双方向からの支援が結びついて社会全体の平和構築に

裨益すると考えられる。復興支援に係る二国間援助とNGO の草の根活動との相互補完の重要

性は顕著であるが、これより一歩進んで有機的な連携は効果が高いと考えられる。NGO 緊急

活動支援無償においてもNGO 活動が特定の分野で孤立するのではなく、二国間援助の案件と

結びつけて相互補完関係を築き、相乗効果が得られるような配慮も必要である。

6 － 2　JPCIA 手法に関する提言

6 － 2 － 1　総　論

今回の調査において、JPCIA 手法はおおむね肯定的な評価を得たが、同手法を更に改善す

るために JPCIA の活用方法、手法の内容について、以下 9 点の提言が得られた。

まず、第一点目として、関係者間で JPCIA を活用する際は、平和構築の定義・領域につい

てあらかじめ合意しておく必要がある。今回の調査では、カナダ側が平和構築を紛争予防の

側面を中心にとらえることで狭義に解釈しており、対して日本側が平和構築をより広義な概

念としてとらえていた。今回は日本側が主導的に作成した JPCIA を使用して調査を進めたた

め、日本側の平和構築概念に沿って整理する結果となったが、平和構築の定義・領域をあら
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かじめ統一しておくことで、調査の内容も JPCIA の開発もより有意義な物とすることができ

ると思われる。

次に、JPCIA の分析をポスト・コンフリクト国に適用する際には、その国が平和構築のプ

ロセスにおいて、どの段階に位置するのかを確認することが重要である。今回の調査の過程

で、関係者のなかからカンボディアの平和構築に対するインパクトを測るには時期尚早であ

るとの指摘があった。しかし、平和構築は「目標」ではなく「プロセス」であるため、平和構

築に対するインパクトを検証するのはどの時点でも可能であり、むしろ対象案件が、カンボ

ディアの平和構築のプロセスにおいてどの位置にあるかを把握することが重要である。さら

に、調査結果を見ると、「平和構築に対するインパクト」で検証していたのは、評価 5 項目の

なかの「インパクト」だけではなく、他の 4 項目も含めて総合的に検証していることから、案

件が実施されてから経過した期間が短くインパクトの発現が小さい場合でも、妥当性、効率

性、有効性、自立発展性の観点からの検証結果を踏まえ、プロジェクトと平和構築との相関

性について総合的に評価することは可能である。

第三の提言として、JPCIA はプロジェクト運営の異なる段階において改訂され、事業運営

のサイクルを通じて活用するべきであるという点があげられる。今回の調査で適用した JPCIA

には、時系列的な視点が不足しているとの指摘や、いったん作成した JPCIA の改訂のタイミ

ングについても言及された。時間が経過するにつれ、紛争から受けた影響や社会状況が変化

することから、復興支援ニーズもそれに伴って変わってくる。復興支援ニーズと連動してい

る平和配慮アセスメントの「紛争分析から導き出された平和配慮項目」も変化し、ステークホ

ルダー分析の内容も変化する。今回は違う時期に実施された案件に対して、1 つの復興支援

ニーズ分析を適用したが、本来であれば、各案件が実施されていたそれぞれ異なる時期のニー

ズを分析する必要がある。JPCIA は案件形成、実施中のモニタリング、評価のすべてのサイ

クルを通じて活用することを想定した手法であり、案件の策定時、開始時、実施中、終了時、

事後の各段階で分析の改訂作業を行い、最終版を用いて終了時評価／事後評価を実施する。こ

のように JPCIA はプロジェクトのサイクルを通じて活用するものであり、平和構築という横

断的視点を実際の事業運営の各段階に包含していくという点で、有効な手法である。

第四の提言は、JPCIA をポスト・コンフリクト国のみに適用するのではなく、紛争が起こっ

ていない国に対しても紛争予防の視点から活用できるよう改訂するべきであるという点であ

る。理論的には、現在の JPCIA のうち、「国レベルの紛争分析」において、紛争を引き起こす

可能性がある要因を抽出し、「復興支援ニーズ分析」の区分 B と C を削除して区分A のみ、つ

まり「国レベルの紛争分析」で抽出した事項にのみ対応する支援策を策定するように改訂すれ

ば、JPCIA を紛争が起こっていない国に対しても紛争予防の視点から適用することは可能で

ある。
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第五点目として、JPCIA の適用に関しては、明確な選定基準を考えたうえで、紛争予防・再

発予防の視点が特に必要な国を抽出し、選択的に JPCIA を適用することが必要である。ポス

ト・コンフリクト国は経験的に紛争再発の火種を抱えていることが多いため、紛争再発予防

の視点をもつことが必要と考えられる。加えて、紛争経験国でなくとも、緊張が高まってお

り紛争予防が必要とされている国も JPCIA を優先的に適応する国と考えられる。今後は JICA

として、平和構築に対する支援の重要性や位置づけを当該国の国別事業実施計画において明

確に整理することによって、平和配慮や紛争予防の視点をもった援助の実施を図るべきであ

る。

第六点目は、JPCIA の適用方法に関する提言である。今回は、JPCIA を適用するために、デ

スクワーク、国内及び現地での関係者に対する聞き取りを行った。包括的に分析作業を行う

場合には、このようなステップを踏むことが必要とされるが、例えば治安状況で現地に入る

ことができない場合や、スピードが求められている場合には、現地での聞き取りがなくとも、

国内で入手できる情報のみを基に分析を行って、暫定的な援助の枠組みを策定するというよ

うに JPCIA の簡略的な適用も想定すべきである。

七点目として、今回の調査のように JPCIA を包括的な分析に沿って活用する場合において

は、分析作業を進める際に、最終受益者・住民に対するインタビューの機会を増やして、そ

こからの情報を分析に反映させる工夫をすることが重要である。今回の調査ではインタビュー

の形式がフォーマルなものであったため聞き取り相手が緊張したり、インタビューが C/P 及

び派遣専門家が同席するセッティングで行われたため回答にも制約があったが、今後イン

フォーマルな形でより率直な意見が反映されるような調査手法にするなど、最終受益者・住

民からの声をなるべく多くくみ取ることで現実に見合った分析結果が出せるようにする工夫

が必要である。あわせて、カナダ側が開発したPCIA は、それを作成するプロセスそのものに

平和を促進するという側面をもっていたが、JPCIA も同様の性格を有することが望ましく、こ

れは、最終受益者・住民からの声をなるべく多くくみ取る工夫をすることによって可能にな

ると考えられる。

第八点目は、手法の内容そのものに関し、第二次調査グァテマラで適用した、PCIA、及び

今回の調査に向けてカナダ側が作成した「Field Guide and Data Collection Booklet」と日本

が開発した JPCIA 手法を有機的に統合することを試みた。JPCIA はそれぞれの分析がフロー

チャートとしてつながっているという意味において枠組みとして整理されているので、PCIA

や「Field Guide and Data Collection Booklet」で提示されている分析手法やチェックリスト

を JPCIA に含まれる各分析を行う際に活用することが提案された。

最後に、評価結果の具体的なフィードバックを、誰に、どのような形で行うのかという点

について分析開始当初から明確にしておくことが重要であるという点があげられる。JPCIA に
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含まれるすべての分析作業を行うには相当程度の時間と労力の投入が必要であるだけでなく、

分野横断的な分析作業を要するため、焦点を絞ることが必要な場合も想定される。分析結果

の活用先が具体的であればあるほど焦点を絞りやすいだけでなく、「一般的な平和配慮項目」

のように経験知を積み重ねていく必要のある部分については、特に効果的に次回への提言を

活用することが可能になる。

6 － 2 － 2　各論（紛争分析）

（1）国レベルの紛争分析

紛争分析において抽出されている紛争要因のなかには、例えばラオス等のカンボディア

の近隣の途上国においても共通に見られるものもあり、なぜカンボディアが紛争に至って、

ラオスは紛争に至らなかったのか、紛争要因のなかでも紛争勃発に寄与した強度が特に強

いかどうかを分析し、紛争の再発を避けるためには緊急に取り除くべき紛争要因と、そう

でないものに分類することによって、紛争分析の有効性が向上すると思われる。ただし、諸

要因の紛争勃発に寄与した強度の判断は難しく、見方によって異なる場合も考えられるた

め、今後カンボディア以外の国でも紛争分析を行って、紛争分析の蓄積を高めることによっ

て、経験的により紛争勃発に直接的に関係ある要因を抽出していくことが可能になると考

えられる。

同様、アフリカや東欧諸国においては、いったん停戦に至っても紛争が再び起こってし

まうケースが多いなか、なぜ紛争終結後のカンボディアにおいて紛争が再発せず、順調に

復興、開発と進むことができたかについて分析することも有用と考えられる。これも、復

興開発が順調にいかなかった国を取り上げ、紛争再発の要因の分析も蓄積し、これらとの

比較のうえでカンボディアが紛争再発に至らなかったキーポイントを実施された復興支援

との関係で分析することにより可能であると考えられる。

個別論では、カナダ側が提示した「Field Guide and Data Collection Booklet」にある

チェック・リスト（Data Collection Table 1）を用いることを検討することが提案された。

また、当該国のうち限定された地域にて事業を実施する場合や、地域において紛争の強度

が異なるときには、国全体の紛争分析に加えて、事業対象地域に絞って紛争分析を行う必

要があるとの提言があり、今後ローカル・レベルの紛争分析を実施することについても検

討するべきである。さらに、国レベルの紛争分析において、「構造要因」「引き金要因」「永続

要因」の 3 要因は次の段階の「復興支援ニーズ分析」では、紛争要因であり紛争後も解決さ

れていない事項（A）に分類を外して吸収されてしまうが、3 要因の性質の違いが、復興支

援ニーズとしての重要度や支援を実施する際の留意点の違いとなって現れるのであれば、「構

造的要因」「引き金要因」「永続要因」の分類をニーズの形になっても残すべきというコメン
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トがあり、引き続き検討すべき課題である。

（2）復興支援ニーズ分析

まず、現行では復興支援ニーズは、定められた 7 つの復興支援分野に分類されているが、

有能な人材の育成等ガヴァナンスに含まれている復興支援ニーズや、再融和等は、社会基

盤整備、経済復興、社会的弱者支援等他の分野にも深く関与している。ただし、これらを漏

れずにニーズとして認識し、これに対応する復興支援策を検討するために、たとえすべて

の分野に関係するクロスカッティングなニーズであっても、復興支援ニーズとして表中に

明記する必要がある。次に、紛争分析及び復興支援ニーズ分析の過程においては、今回の

調査では現地住民や最終受益者の参加が十分ではなかったため、草の根の意見の反映が十

分ではないとの指摘があり、今後現地住民や最終受益者の参加を促進するために調査方法

を工夫する必要がある。さらに、復興支援ニーズ分析の記述が、現行では問題提示型になっ

ている（例：小型武器の蔓延）が、これを目的提示型（例：小型武器の回収）に変更すべき

か検討の余地があるとの指摘がある。問題提示型は、イシューを明らかにするというメリッ

トがあるものの、カウンターパートとの関係で先方政府や国民を不必要に刺激する可能性

がある。

（3）他の側面からの優先度づけ

今回の調査では、「他の側面」として、対象国の国家開発計画と重点分野、我が国のODA

政策と重点分野を調査した。「復興支援ニーズ分析」までのステップで復興に必要なニーズ

がすべて抽出されているとすれば、それから一機関が支援計画を策定するために何をもっ

て優先度付けするか、「他の側面」の明確な定義づけの必要がある。今回の調査では十分で

はなかったが、ニーズの絞り込みをする際に、他の支援との重複を避けるには、NGO や他

の機関が対象となる国や地域においてどのような支援をどの程度の規模で行っているかを

より具体的に調査する必要がある。

（4）支援計画／妥当性評価

今回の調査では「支援計画策定」ではなく、「妥当性評価」を行った。「支援計画策定」を

行う際には、「復興支援ニーズ分析」であげられたニーズを「他の側面からの優先度づけ」で

スクリーニングした際に、何を「他の側面」として使用し、あげられていたニーズのなかで

選択されなかったものはどのような理由があったのか明確にする必要がある。同様、「妥当

性評価」を行う際は、あげられた復興支援ニーズと実際行われた支援を比較し、二者に違い

がある場合には、支援計画が決定したプロセスや決定／制約要素の検証を行うが、この作
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業は支援計画を作成した当時者からの聞き取りや、対象国のニーズや他機関の支援動向の

把握など膨大な作業が必要と考えられる。

6 － 2 － 3　各論（プロジェクト分析）

全体的な提言として、プロジェクト分析のステップである、「ステークホルダー分析」「平和

配慮アセスメント」「PDM 作成」のつながりやそれぞれの因果関係を明確にする必要がある。

（1）ステークホルダー分析

今回の調査で適用した JPCIA におけるステークホルダー分析では、「民族／政党の分布」

「ジェンダー分布」が項目としてあげられているが、これら項目の妥当性について今後検討

が必要である。また、ステークホルダー分析を行うために、だれに聞き取りを実施すべき

か戦略的に選定すべきである。

（2）平和配慮アセスメント

今回設定した 5 つの「一般的な平和配慮項目」の妥当性について、他の国での JPCIA の適

用を蓄積しつつ、継続的に検討することが必要である。また、「紛争分析から導き出された

平和配慮項目」について十分に調査をするために、だれに聞き取りを実施すべきか戦略的に

選定すべきである。さらに、6 － 1 － 2 で述べられている、今回調査した案件全般に当ては

まる特別な配慮としてあげられた①人材育成・組織力強化、②自立発展性、③ドナー調整

は、復興支援プロジェクトの計画が策定される初期の段階から特別に配慮するための活動

を盛り込む必要がある事項として認められるため、今後他の国についても精査したうえで、

平和配慮アセスメントにどのような形で組み込むことができるか検討すべきである。

6 － 3　調査の実施体制に関する提言

今回のように、「平和構築（あるいは Peace building）」という新しい概念を扱っているうえ、日

加二国の官と民という全く違う立場からの参団者がいるような調査においては特に、事前に顔を

合わせて十分な打合せができないので、現地調査に入って早い段階から頻繁なコミュニケーショ

ンをとり、お互いの視点の違いを認識したうえで、方向性や着地点について大枠の共通認識を構

築することが重要である。現地での聞き取りを行う前に共通認識をもつことにより、プロジェク

トをみる観点がより明確になり、より効果的に聞き取りを進めることができると考えられる。

また、評価対象案件数が多かったため、個々の案件に費やす時間を制限し、1 つの案件を多角的

にレビューすることができなかったが、様々な分野における違ったアプローチの協力を見ること

ができ、これは平和構築という幅広い視野を求められる調査においてはメリットであったといえ
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る。今後、どの程度深い定性分析を行うべきか、またどの程度多様な関係者の参加を得るべきか

について更なる議論が必要である。

6 － 4　今後の展望

今後の平和構築分野における展望として、グァテマラにおける調査と今回の調査の結果を広く

内外のNGO 等と共有するため、来年度に域内ワークショップの開催を予定しているが、右ワーク

ショップの開催にあたっては、平和構築の枠組みから協力ニーズが認められ、かつ我が国NGO も

活動を展開中の地域のなかから、日加双方が一定程度の協力を実施中の国を開催地として選定す

ることが望ましいとの提言がなされた。

また、将来的な平和構築プログラムのあり方につき、まずは日加両国が共同して、対象国を設

定して、そのうえで平和構築プログラムを合同で形成して、それぞれが得意とするサブ・プログ

ラムをパラレルに実施するといった方策が将来的に考えられるとの提言がなされた。

最後に、平和構築を推進するために必要な援助ツールのあり方につき、平和配慮と紛争予防の

視点をもって開発援助を実施していくために、引き続き PCIA/JPCIA の開発を実施していくとと

もに、平和構築支援実施のために日加双方の実務レベルの経験をお互いの援助モダリティーの違

いを認識しつつ学びあうことが有効であると考えられる。平和構築はその性質上その場その時に

応じた柔軟な対応が迫られることもあり、既存のスキームに当てはめることに考えを巡らせるよ

りも、どの程度スキームに柔軟性をもたせられるかを考える発想の転換が重要であり、カンボディ

アのようにガヴァナンス機能が低下している国では平和構築に対する政策に基づいた積極型案件

形成の活用を視野に入れる必要があるとの提言がなされた。
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